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I編 共同ガイドラインの枠組み 

1． 共同ガイドラインの目的と活用方法 
1.1 目的 

地球温暖化問題への関心の高まりと共に、企業でも工場・店舗等での温室効果ガス

排出量の把握や削減の取組が行われてきているが、近年ではロジスティクス活動にと

もなう温室効果ガス（主として CO2）の排出についても関心が払われるようになって

いる。 

これを受けて、経済産業省では平成 15 年度から環境調和型ロジスティクス（LEMS）
調査で二酸化炭素を含むロジスティクス活動に伴う環境負荷量の標準的定量化手法を

作成した。同手法では、物流事業者だけでなく荷主の視点からの算定方法を示してい

る。また、国土交通省でも独自に物流事業者向けの算定基準を作成している。これら

の算定手法の内容について、両省の連携を強化、内容を統合化するとともに削減計画

への活用等不足する部分を新たに検討し、共同のガイドラインを作成することは企業

への普及促進の観点から重要であり、平成 17 年 3 月に両省共同でガイドライン ver1.0

を作成し、提示したところである。 

一方、平成 17 年度にはエネルギー合理化に関する法律（省エネ法）が改正され、平

成 18 年より荷主及び輸送事業者のエネルギー使用が法的に規制されることとなった。

一定規模以上の荷主及び輸送事業者は指定を受け、エネルギー使用量及び CO2 排出量

を報告する義務が生じることとなる（なお定期報告は平成 19 年より開始）。この省エ

ネ法におけるエネルギー使用量及び CO2 排出量の算定に、本ガイドラインの方法の一

部が採用されている。 

このような省エネ法での議論や各種の関連する取組、利用者からの意見を受け、

ver1.0 を改定したのが本ガイドライン ver2.0 である。 

本ガイドラインは、現状における CO2 排出量の標準的な算定手法を示すことにより、

物流分野における CO2 排出量の算定手法を普及させること、各企業が同一の手法を利

用することにより CO2 排出量の相互比較を可能にして透明性を高めることを目的と

して作成している。物流事業者は、荷主企業から CO2 排出量の提示を求められること

が徐々に増えているが、共通に利用できる標準的な手法を示すことによりこれらの対

応にかかる負荷を低減すると共に相互の意思疎通を容易とすることも本ガイドライン

の目的の一つになる。 

 
1.2 位置づけと活用方法 

本ガイドラインは経済産業省と国土交通省の共同作業により両省の以下の成果と一

部新たな知見を取入れ、現状考えられる各種の算定手法を整理・統合して作成された

ものであり、現時点でのわが国の物流分野における CO2 排出量の標準的な算定方法を

示すものである。 

・ 環境調和型ロジスティクス推進調査（経済産業省／(社)日本ロジスティク

スシステム協会／(株)三菱総合研究所） 
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・ 荷主判断基準小委員会とりまとめ（経済産業省） 

・ 荷主等による省エネ法対応算定・報告試行事業（経済産業省） 

・ 物流 CO2 排出原単位整備調査（国土交通省） 

・ 中小トラック運送事業者における CO2 排出量把握手法に関する実態調査

（(社)日本物流団体連合会） 

 

また、本ガイドラインは算定方法だけでなく、CO2 排出量を用いた環境負荷低減の

ための取組方法についても指針を示している。利用者としては荷主と物流事業者の双

方を対象としているとともに、国・自治体としても利用することを想定している。 

なお、本ガイドラインは今後の検討を踏まえ適宜評価・見直しが図られるものであ

る。 

 

各主体から見た本ガイドラインの具体的な活用方法は以下のものが想定される。 

 

(1)荷主企業 

物流において荷主は、荷物の単位や発着地点、荷物の到着時間等を定めることで、

結果的に物流活動に大きな影響を及ぼす主体である。また、荷物の単位を大きくま

とめて車両の積載率を上げることや、到着時間の制約を小さくすることでより効率

的な物流を可能とする等を通じて CO2 排出量削減に寄与的できる主体でもある。 
このため、本ガイドラインを用いて自らの企業活動により発生した物流に伴う

CO2 排出量を算定することにより物流による CO2 排出量の実態を自覚し、削減取組

へとつなげることが期待される。本ガイドラインでは標準的な手法を示しているた

め、複数の企業でこの標準化された算定方法を用いることにより、同業他社から見

た相対的な位置を各社が把握できるようになる。ここで、他社との比較の際には、

CO2 排出量そのものも利用できるが、企業の活動の規模や特性の違いにより CO2 排

出量が異なるのは当然である。このため、これらの違いを抑制し比較可能とするよ

うな各種の指標（CO2 排出量／売上高等の環境効率化指標）についても本ガイドラ

インで示しておりこれらの活用も期待される。また、削減取組の評価の際には、結

果として現れる全体としての CO2排出量も重要であるが、CO2排出量は企業活動（生

産活動が活発になる等）に左右されるものである。このため、取組の成果を評価す

るには、個々の取組による削減効果（CO2 削減量）を評価することも必要であり、

本ガイドラインに示す削減量の算定方法を利用されたい。 
また、削減取組を効果的に進めていくためには、CO2 排出量を管理指標とした管

理の仕組みを構築することが必要となってくる。本ガイドラインで示す管理の枠組

みは、この際の参考とすることができる。 
 

(2)物流事業者 

物流事業者は物流活動を直接担っている主体であり、効率的な運転や車両の大型

化、低燃費化等を通じて CO2 排出削減に寄与できる主体である。 
本ガイドラインの活用方法は、(1)で示した荷主企業の活用方法と基本的には同じ
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であるが、これに加えて、荷主からの要請に応える際に標準的な手法として本ガイ

ドラインを用いることが期待される。なお、物流事業者における CO2 排出量の評価

の際には、物流量の規模の違いによらない標準化された指標として、燃費や CO2 排

出原単位が利用できる。 
 

(3)国・自治体 

国・自治体は、各種制度や事業を通じて物流分野における取組を側面支援できる

主体である。 
国では、物流分野における取組促進のため、荷主・物流事業者に対する省エネ法

を初めとする各種制度を策定し、グリーン物流パートナーシップ事業等の各種事業

を実施している。その際には各企業の CO2 排出量を基本データとして把握する必要

がある。本ガイドラインで示す CO2 排出量算定手法は、これらの各種制度や事業に

おける標準手法として活用することを想定している。 
なお、既に省エネ法では本ガイドラインで示す算定手法の一部を採用するととも

に、グリーン物流パートナーシップ会議では補助事業の CO2 排出量削減効果を測定

する手法として本ガイドラインで示す算定手法を採用している。 
 

1.3 記述方針 
本ガイドラインは経済産業省と国土交通省が作成した現時点での標準的な手法を示

しており、できる限り特定の手法を標準として推薦することを意図している。しかし、

現実には物流の実態や現状でのデータ収集の可能性を踏まえると一つの手法に限定す

ることは難しい。このため、難しい場合には複数の手法を代替的な手法として併せて

紹介している。 

 

具体的には、本ガイドラインでは、以下の 3 区分に分けて算定手法を整理した。 
・ 標準手法（目標）：一部の先進企業から開始し、今後順次主要企業が採用するこ

とを想定 
・ 標準手法（現在）：多くの主要企業が採用し、当面利用することを想定 
・ 代替手法：上記の手法を取れない場合に採用することを想定 
 

なお、本ガイドラインでは荷主及び物流事業者双方が利用できるものを意図してい

るが、自社による輸送・物流拠点活動からの CO2 排出量の算定に比べ委託した場合の

算定の方が難しく様々な手法が考案されているため、委託した場合（荷主中心）に記

述している。 

また、輸送モードとしては鉄道、船舶等も含めて記述しているが、現状では改良ト

ンキロ法における標準原単位はトラック用でしか用意されていないこと等トラック中

心の記述となっている。 
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1.4 ガイドラインの構成 

本ガイドラインは、以下のような構成となっている。 

 

Ⅰ編：共同ガイドラインの枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ編：輸送での CO2 排出量の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ編：物流拠点での CO2 排出量の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ編：課題と今後の展開 

 

 

 

 

 

 

図 I-1 本ガイドラインの構成 

1. 共同ガイドラインの目的と活用方法 

2. CO2 排出量低減のための取組方法 

3. CO2 排出量の算定方法の枠組み 

１.輸送での企業全体の CO2 排出量の

算定 

2.輸送での削減取組による CO2 削減

量の算定 

1.1 実績評価方法 

1.2 計画策定時の目標設定方法 

2.1 実績評価方法 

2.2 計画策定時の目標設定方法 

１.物流拠点での企業全体の CO2 排出

量の算定 

2.物流拠点での削減取組による CO2

削減量の算定 

1.1 実績評価方法 

1.2 計画策定時の目標設定方法 

2.1 実績評価方法 

2.2 計画策定時の目標設定方法 

1. 課題 

2. 今後の展開 
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1.5 用語の定義 
(1)コスト負担範囲 

CO2 排出量算定範囲を定める考え方で、荷主が物流費を負担している物流の範囲

（物流事業者へ委託した活動全体）を指す。物流事業者が荷主から委託を受けた物

流活動を再委託している場合には、その物流活動全体を含む。 
物流事業者が自らの算定範囲を定める場合には、荷主から委託を受けた物流活動

を再委託している場合を含む。なお、自らの荷物に対する物流活動を外部に委託し

ている場合があれば、それも算定範囲に含まれる。 
 

(2)CO2 排出係数 

燃料使用量又は電気使用量当たりの CO2 排出量を指す。 
 

(3)CO2 排出原単位 

各種指標当たりの CO2 排出量を指す。具体的には、トンキロ当たりの CO2 排出量

を指す場合が多いが、輸送料金当たりの CO2 排出量も指す。 
 

(4)走行距離 

空車か実車かに関わらずトラックが走行した距離をいう。 
 

(5)輸送距離 

荷物が輸送された距離をいう。輸送するトラックの走行距離との関係は以下のと

おりとなる（トラック以外の輸送モードの場合、走行距離を飛行距離等に読み替え

る）。 
輸送距離＝総走行距離－空車走行距離 
 

(6)輸送重量 

荷物として輸送される重量で、個装状態の重量をいう。 
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2． CO2 排出量低減のための取組方法 

2.1 環境管理の枠組み 
CO2 の排出は、ロジスティクス活動にともなう環境負荷の一形態であり、このよう

な環境負荷を適正に管理していくためには、継続的に取組を推進する枠組みとして、

環境管理システム（EMS）の導入が望ましい。 

このような環境管理システムには、環境目的・方針、環境管理体制（責任の所在、

各担当者の役割、関連規則類）の整備等が必要とされるが、日々の活動の中では、次

のような PDCA サイクルの確立が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 I-2 環境管理のＰＤＣＡサイクル 

 

このように、 CO2 排出量を算定するのは実績をモニタリングするチェック

(CHECK)の場面となるが、継続的に CO2 排出量を削減していくためには、削減取組

を実践すること(DO)、そのための削減計画を策定すること(PLAN)、モニタリング結

果を削減計画にフィードバックして改善すること(ACTION)が必要となる。 

 

・ 目標設定 
・ 削減取組選定 

・ モニタリング 
及び評価分析 

ACTION 

PLAN（II 編 1.2II 編 1.2、2.2、 
及び III 編 1.2III 編 1.2、2.2 参

DO（付録チェック

リスト参照） 

CHECK（II 編 1.1II 編 1.1、
2.1、及び III 編 1.1III 編

・ 削減計画の改善 

・ 削減取組の実践 
削減
計画 

取組
実践 

 
改善

チェック
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2.2 実績評価・見直し方法 

実績評価とそれに基づく削減計画（削減取組）の見直しのためには、CO2 排出量を

算定することが不可欠である。ただし、CO2 排出量の算定手法が確立されていない場

合、年によって、対象によって異なる考え方で算定されてしまい、全体としての排出

量の意味が不明確になってしまうことが考えられる。このため、CO2 排出量の算定手

法を各社が確立し、一貫した手法で算定することが必要である。また、ここで確立す

る算定手法は他社との比較も可能な標準的なものが望ましい。このため、本ガイドラ

インの手法の利用が期待される。 

ここで、CO2 排出量は、企業の規模や事業特性に大きく依存するものである。この

ため CO2 排出量そのものだけではなく、これらの違いによらず比較可能とするような

各種の指標（CO2 排出量／売上高等の環境効率化指標）の活用も可能である。また、

削減取組の実績評価のためには、取組の効果を計ることが求められる。 

これら CO2 排出量の実績を評価する各種指標（環境パフォーマンス指標）を整理す

ると以下のようになる。 

 

環境負荷総量 環境負荷削減量

環境効率化指標

・取組の効果把握

・取組前の総量－取組後の総量

・環境面での効率性の把握

・環境負荷総量と経営指標等との比較

・環境負荷の大きさの現状把握

・個別の要素(CO2等）毎に定量化

Ⅱ編1.1.3、1.2.4　
Ⅲ編1.1.3、1.2.4参照

Ⅱ編1.、Ⅲ編1.参照 Ⅱ編2.、Ⅲ編2.参照

 

注：本ガイドラインでは環境負荷として CO2 を扱っている。 

図 I-3 各種環境パフォーマンス指標の関係 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』

より作成 

 

 

各指標の意味は次のとおり。 
※経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』

より作成。 

 
(1)環境負荷総量（II 編 1．II 編 1．及び III 編 1．III 編 1．参照） 

環境負荷総量とは、企業のロジスティクス活動によって発生した環境負荷の絶対

量を意味している。この環境負荷総量は、物流量の増減、環境負荷を低減させるた

めの削減活動（環境調和型ロジスティクスの取組の実施）等、すべての影響を反映

した結果として表れる。この環境負荷総量（絶対量）を経年的に捉えることによっ

て、環境負荷総量（絶対量）が与える影響を評価することができる。 
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(2)(個別取組による)環境負荷削減量（II 編 2．II 編 2．及び III 編 2．III 編 2．

参照） 

個別取組による環境負荷削減量は、環境負荷を低減させるための削減活動（環境

調和型ロジスティクスの取組の実施）による結果と、その取組がなかった仮想的な

場合の結果とを比較して、その差分を削減量として算定するものである。 
これは、ある年の環境負荷総量とそれ以前の年（前年又は基準年等）の環境負荷

総量の差分として求められる量（差分）とは考え方が異なる（図 I-4 図 I-4 参照）。 
 

図 I-4 ＣＯ２排出削減量の考え方 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』

より作成 

 
 

(3)環境効率化指標（II 編 1.1.3II 編 1.1.3 及び III 編 1.1.3III 編 1.1.3 参照） 

環境効率化指標とは、企業の事業規模やロジスティクス活動の規模等を考慮して、

効率性を表した指標であり、以下の 2 つが考えられる。 
 

1)環境負荷量とロジスティクス活動の規模（輸送量等）とを組み合わせた指標 

一般に「原単位」とも呼ばれており、活動実績を評価するための管理指標とし

て用いることができる。 

2003年度 2004年度

CO2排出量（総量）

CO2排出削減量
　（経年変化）

2004年度

CO2排出量

2004年度

CO2排出量

導入なし 導入後

CO2排出量

CO2排出削減量
　（低公害車両の導入効果）

低公害車両を導入しなかった場合の
想定ＣＯ２排出量

低公害車両導入後の
CO2排出量

低公害車両の導入によるCO2排出削減量

◆削減の影響要因（例）

　・物流量の減少

　・積載率の向上
　・低公害車両の導入
　・アイドリングストップ

取組例

経年変化によるCO2排出削減量



 I-9

 
例） CO2 排出量(トン) ÷ 輸送重量(トン) 
 

2)環境負荷量と経営指標（売上高等）とを組み合わせた指標 

経営判断に利用するための経営管理指標の 1 つと言える。 
 
例） CO2 排出量(トン) ÷ 売上高(円) 
 
 

なお、省エネ法ではエネルギー使用量の効率性を評価する指標としてエネルギー

消費原単位（エネルギー使用量／エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値）を採

用しており、以下のように規定している。 
 

表 I-1 省エネ法におけるエネルギー消費原単位の考え方 

区分 分母（エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値） 

荷主 荷主自ら設定（トン／トンキロ／売上高 等） 

貨物輸送事業者 輸送トンキロ 

旅客輸送事業者 輸送キロ（車両・船舶走行キロ） 

航空輸送事業者 利用可能トンキロ 

 
 

2.3 削減計画の策定方法 
削減計画は、以下のような内容を含むものであり、環境負荷を現状からある一定期

間の後に目標とする望ましい状態まで移行するための方法をまとめたものである。 

 

・ 削減目標 
・ 実施期間 
・ 削減のための手段（削減取組） 
・ 上記取組の実施者 
・ 取組に必要なリソース(資金、要員、施設・設備等)   等 

図 I-5 削減計画の構成要素 

 

 

本ガイドラインでは、このうち削減目標の部分に着目し、その設定方法を示す（削

減取組は 2.4 参照）。 

ここで削減目標は、何に対する目標を立てるかという観点から以下のような種類に

分類される。 
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図 I-6 削減目標の種類 

 

 

本ガイドラインでは、それぞれ下記に具体的な設定方法を示す。 

‐企業(事業所)活動全体に対する削減計画：II 編 1.2II 編 1.2、III 編 1.2III 編

1.2 
‐削減取組(プロジェクト)に対する削減計画：II 編 2.2II 編 2.2、III 編 2.2III

編 2.2 
 

また、目標設定の方法としては、下記の 2 つのアプローチが考えられる。 

・ 全社の目標等からトップダウンで定める方法 

・ 個別の物流計画や削減取組の展開を踏まえてボトムアップで定める方法 

 

企業活動全体に適用した場合には、表 I-2 表 I-2 で示したような設定方法となる。 

1 企業(事業所)活動全体  

2 削減取組（プロジェク

ト）  

A 排出総量に関する

目標  

B 削減量に関する目

標（総量の推移）  

A 削減量に関する目

標（取組前後の比較）

a 絶対値の目標  

b 環境効率化指標
の目標  

a 絶対値の目標  

b 削減率の目標  

a 絶対量の目標  

b 削減率の目標  

c 環境効率化指標
の目標  

II 編 1.2、III 編 1.2 参照  

II 編 2.2、III 編 2.2 参照  
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表 I-2 目標設定方法のアプローチ（企業活動全体に対して） 

アプローチ 設定方法 設定例 

トップダウン ・ 国の目標、全社の目標等、より上位の単

位の目標を参考に目標を設定する。 

・ 先進的事例等による目指すべき物流の

姿から達成すべき目標を設定する。 

対前年度比原単位平均 1%削減*

 
2010 年度排出原単位 

 100gCO2/トンキロ 

ボトムアップ ・ 物流量等の予想や削減取組の予定をも

とに目標を設定する。 

・ 現状の改善可能性や到達可能な水準を

積み上げて設定する。 

2005 年度排出量 10 万トン 

 

2000 年度比 6%削減（2010 年）

*省エネ法では中長期的に毎年 1％エネルギー消費原単位を削減することが目標 

 

本ガイドラインではボトムアップで定める方法に焦点を当てる。 

 

2.4 削減取組 
ロジスティクス分野における CO2 削減のための取組には、物流拠点の再配置やエコ

ドライブ、低公害車の導入等多様な取組が存在する。本ガイドラインでは、以下の取

組を代表的な取組として取り上げ、その削減効果の算定手法を示す。 

 

・ 輸送の効率化（配送ルートの大型化、共同輸配送、トラックの大型化） 

・ モーダルシフト 

・ エコドライブ 

・ 低公害車の導入 

 

また、削減のための取組の一覧は付録のチェックリストに示す。取組状況の確認と

ともに、今後の取組の参考として活用されたい。 

 

※チェックリストは、経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003
年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』に示されたチェックリストの項目の

うち、CO2 排出量削減につながるもののみを取り出した。 
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3． CO2 排出量の算定方法の枠組み 

3.1 算定対象範囲 
(1)対象ガス 

本ガイドラインでは CO2 排出量の算定を取り扱っている。 
 

(2)対象活動 

トラック、船舶、鉄道、航空機等の全モードでの輸送（配送含む）と、各種物流

拠点（トランスファーセンター、倉庫等）での活動（照明・動力の利用、フォーク

リフトの利用等）にともなう CO2 の排出を算定対象とすることを標準とする。 
 

(3)対象組織範囲 

算定する会社組織全体（法人単位）のロジスティクス活動を対象とすることを標

準とする。 
また、荷主企業の場合、物流子会社の活動については、その活動全体（他社の荷

物の委託を受けて輸送をしている場合を含む）を対象とすることを標準とする。そ

の他の子会社（生産子会社等）の活動にともなうロジスティクス活動については、

対象範囲に含むことが望ましい。 
ここで、委託割合の大小により排出量が増減することは不適切であることから、

資本関係のない他社に委託した場合も、対象範囲に含めなければならない。なお、

これは、委託先の物流事業者が再委託した場合にも適用される。すなわち、複数の

階層に渡って再委託が実施された場合にも、実際の輸送（または物流拠点での活動）

を行った物流事業者の排出量のうち荷主の荷物に関する部分を荷主が把握する。 

 

 

注：発荷主が届け先までの物流コストを負担している場合 

図 I-7 環境負荷（ＣＯ２排出量）の算定範囲（荷主から見た場合） 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』 

 
 
物流事業者の場合には、自社の活動全体に加え、荷物を再委託した場合の再委託

先の企業の活動のうち、再委託した荷物に関する部分の排出量も把握しなければな

らない。 

包装 荷役発荷主 届け先

荷主 

倉庫会社 

船舶運送会社 

トラック運送会社 

委託業者分 自社分 

委託業者 

荷役輸送 輸送 保管 輸送荷役 荷役 
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注 1：下線を付けたトラック運送会社から見た、荷主 A 向けの算定範囲を示した 

注 2：発荷主が届け先までの物流コストを負担している場合 

図 I-8 環境負荷（ＣＯ２排出量）の算定範囲（物流事業者から見た場合） 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』 

 
 
ここで、荷主は物流事業者に対して排出量に関するデータの提供を求めることと

なることから、物流事業者は荷主に対して（再委託先の場合は元請の物流事業者に

対して）荷主別の排出量を報告できるようにすることが望ましい。 
ただし、後述するように、現状では物流事業者が荷主に対して明確に報告できる

ケースは、単独特定荷主に専有車両を振り分けている等の場合に限られ、複数荷主

の貨物を輸送する場合の按分が全車両の月別合計等大きな単位でしかできないとす

ればこれに伴う誤差を無視できないことも考えられる。このような場合には、委託

を受けた業者が排出量を荷主又は元受の物流事業者に報告するのではなく、荷主又

は元請の物流事業者が按分を必要としない算定手法（改良トンキロ法、地域間マト

リックス法、従来トンキロ法）に基づいて、自らが委託した貨物の輸送にかかわる

排出量を算定することもできる。 
 
算定結果は、自社分、子会社分、委託先分に分けて把握するのが望ましい。 
 

(4)地理的範囲 

国内でのロジスティクス活動に伴う CO2 の排出を対象とすることを標準とする。 
国際輸送、海外でのロジスティクス活動を対象範囲にすることもできるが、その

場合には国内分とは分けて算定し、その量を分離して明示しなければならない。 
 

(5)委託事業者 

(3)に示した委託した場合の算定範囲としては、荷主がデータの把握や対策の実施

が可能となると考えられる荷主としてコスト負担を行っている活動を算定範囲に含

めることとする。このため、手配のみを行ってコスト負担自体を行っていない場合

には、算定対象に含めないものとする。 

荷主 A 向け 
荷主 A
向け 

発荷主 届け先包装 荷役 輸送

荷主 A 

倉庫会社 

船舶運送会社 

トラック運送会社 

荷主自社分

保管 輸送 輸送

物流事業者

荷役荷役荷役 

トラック運送会社 委託業者 
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なお、省エネ法では荷主として貨物の所有権を持つ範囲を算定範囲としている。

これは、法的な責任主体を明確にするためには必ず所在が明確化されうる所有権に

着目する方が適切との判断によるものである。しかし帰り便の有効活用による削減

効果を評価する際には空車となっている帰り便を算定すること、一定の条件の下で

製造委託の場合には把握が困難であるため算定範囲に含めないことも許容されてい

る。 
 

3.2 算定主体の捉え方 
(1)荷主 

輸送の場合、荷主は自社（及び子会社）の車両の走行に伴う CO2 排出量と委託先

に委託した荷物の輸送に伴う CO2 排出量とを算定しなければならない。委託した荷

物の輸送の場合、委託先の物流事業者が自らの車両の走行に伴う CO2 排出量として

算定したものの一部を荷主企業が自らの排出量として計上することとなる。 
物流拠点の場合も同様の関係となる。 
なお、省エネ法では輸送のみを対象としているが、原則法人単位で算定すること

となっている。自主的な取組としてはグループ企業全体で把握することも考えられ

る。 
 

(2)物流事業者 

物流事業者も、委託された荷物の輸送を他社に再委託している場合、荷主と同じ

立場となる。すなわち、再委託先の物流事業者が自らの車両・船舶等の走行に伴う

CO2 排出量として算定したものの一部を元請の物流事業者が自らの排出量として計

上することとなる。物流事業者が荷主に報告する際には、算定手法に応じて必要な

データを提供する必要がある1。 
なお、省エネ法上の特定輸送事業者としての算定では、自らの車両・船舶等の運

行（航）のみが算定対象となっている。 
 

3.3 排出量の帰属の考え方 
(1)排出総量の帰属の考え方 

本ガイドラインで示すような考え方を採用した場合、荷主と物流事業者、元請の

物流事業者（利用運送）と下請の物流事業者（実運送）間で CO2 排出量のダブルカ

ウントが生じる（図 I-9 図 I-9）。 
これは、荷主と物流事業者、元請の物流事業者（利用運送）と下請の物流事業者

（実運送）間で CO2 の排出に対して共同の責任を有しているとみなすことができる

が、この排出量の扱いについては、表 I-3 表 I-3 に示すようにいくつかの見方がで

                            

 
1後述するように、例えば荷主が燃料法又は燃費法を用いる場合には荷主別に按分された燃料

使用量又は CO2 排出量が必要となる。なお、地域間マトリックス法では物流事業者が自ら設

定した場合、CO2 排出原単位の報告･提供が必要となるが、CO2 排出量そのものの報告は必要

ない。  
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きるため、目的に応じて算定結果を調整するのが望ましい。 
なお、ダブルカウントしていても、自社の車両による排出量（直接排出量）と委

託先の車両による排出量（間接排出量）とを分けて把握しておけば、複数の企業で

の総排出量を考える際に直接排出量の合計を求めればその部分のダブルカウントは

生じない。 

荷主

物流事業者（利用運送）

物流事業者（実運送）

間接環境負荷量

直接
環境負荷量

直接環境負荷量

荷主と物流事業者（利用運送）の間の
ダブルカウント

物流事業者（利用運送）と
物流事業者（実運送）の間の

ダブルカウント

間接環境負荷量

直接
環境負荷量

 

 
注：本ガイドラインでは環境負荷として CO2 を扱っている。 

図 I-9 環境負荷（ＣＯ２排出量）のダブルカウントの概念図 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』 

 

表 I-3 排出総量の帰属の考え方 

考え方 利用場面・目的 問題点等 

①委託による排出量は共同

責任としてダブルカウント

のまま扱う。 

各企業の自主的取組 

荷主・物流事業者の連携取組

省エネ法ではこの考え方を

採用 

責任の主体が不明確となり、義務

的な制度にはなじみにくい。 

 

②委託による排出量は荷主

の排出量として扱う。 

荷主の取組促進 

物流事業者に対する CO2 排

出量算定のインセンティブ

付与 

物流事業者に依存する取組が進

みにくくなる。コントロールしき

れない荷主に過大な責任を負わ

せる可能性がある。 

③委託による排出量は物流

事業者の排出量として扱う。 

物流事業者の取組促進 荷主の取組が遅れると効果的な

削減が進まない可能性がある。 

④委託による排出量を荷主

と物流事業者の排出量に按

分する。 

荷主・物流事業者の取組促進

責任主体の明確化 

按分ルールの妥当性が十分に確

保されていることが重要 

按分方法によっては荷主と物流

事業者の協力関係が生まれにく

い。 
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また、委託した場合にはコスト負担範囲原則で荷主が算定するため、空車での走

行に対しては、次のように算定範囲を考える。 
 

表 I-4 空車の場合の扱い 

想定ケース 考え方 

①車両単位で一定期間貸し切っている場

合 

空車での走行も含めて荷主の間接排出

量（委託先分）に含める。 

②発着地間の荷物の輸送として契約して

いる場合 

荷主の荷物を輸送した区間だけを含め

る（空車分は含めない）。 

 
なお、省エネ法では原則空車は荷主の算定範囲の対象外だが、帰り便の有効活用

による削減効果を評価する際には空車となっている帰り便を算定することが許容さ

れている。 
 

(2)排出削減効果への貢献分の考え方 

削減取組を行った場合、それが効果を上げれば排出総量の減少として把握できる

はずである。しかしそれは他の外部要因（売上の減少等）による効果も反映してい

るため、これとは別に削減取組に対応した削減効果を個別に算定する排出削減量の

考え方（取組前の想定排出量－取組後の実績排出量）を本ガイドラインでは示して

いる。 
このような削減取組に対応した削減効果については、自ら関与した取組に対応す

る削減効果のみを算定することを標準とする。すなわち、荷主から見た場合、物流

事業者が独自に低公害車を導入したことにより CO2 排出量が削減された場合には、

排出総量の減少には反映されるものの、荷主が低公害車の導入の支援、取引条件と

しての指定、要請等で関与しなければ削減効果としては算定しない。物流事業者か

ら見た場合には、荷主が独自に拠点の再配置を進めることによって物流量が削減さ

れることにより CO2 排出量が削減された場合、自らの削減効果としては算定しない。 
また、荷主の場合、削減効果のうち自らの排出総量算定範囲（コスト負担範囲）

の効果のみ算定することを標準とする。削減取組により結果として他の荷主の CO2

排出量の削減につながった場合には、その部分は他社に対する貢献分として自社の

削減効果とは別に計上する。 
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取組実施主体

荷主A 物流事業者

削減効果

低公害車導入

共同輸配送 エコドライブ

荷主A 荷主B

共同輸配送

算定対象部分

低公害車導入

荷主B分

荷主B分

 

注 1：荷主 A の対策により荷主 B の排出削減が生じた場合、他社貢献分として自社内の削減
量とは別に計上できる。 

注 2：取組実施主体かどうかにかかわらず取組の結果は排出総量の変化には反映される。 

図 I-10 排出削減効果への貢献分の考え方 

 
3.4 荷主間の CO2 排出量按分方法について 

輸送の場合、複数の荷主が同一の車両に荷物を混載して輸送していることは多く、

共同輸配送の取組が進むとますますその傾向が強くなることが想定される。物流拠点

の場合も、倉庫等では荷主が共同で利用していることが多い。 

このため、車両単位で CO2 排出量を把握する場合、特定車両が走行した際に発生し

た CO2 排出量を荷主がそれぞれ把握するためには、関与した荷主間で按分する必要が

生じる。 

この按分の方法としては、排出量の大きさへの寄与割合で決めるのが妥当であり、

CO2 排出量は車両の延台数（輸送回数を含めた台数）で概ね決定されることを考えれ

ば、延台数を決定する要因を用いるのが適切である。この指標としては、輸送重量と

輸送容積が考えられる。実際には輸送容積による満載となるケースも多く、業種によ

っては輸送容積のデータが豊富にあるが、荷物量の指標としては幅広い分野で輸送重

量の方がより標準的に利用されていることから、輸送重量により按分することを標準

とする。ただし、輸送重量による按分は区間別に求めることになるが、そのような頻

繁な按分は算定の作業負荷が大きくなるため、ある程度まとまった単位で按分するこ

とを考えれば、物流量の大きさとして輸送距離を加味した輸送トンキロを用いること

が考えられる。本ガイドラインでは、算定の困難さを加味して、輸送トンキロでの按

分を現在の標準手法、区間別の輸送重量按分を目標となる標準手法として扱っている。 

また、物流拠点での活動の場合も同様の考え方になるが、契約の形式や主要な CO2
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排出源の種類によって排出量の大きさへの寄与割合を決める指標が異なってくること

から、場合分けして考え方を示すこととする。 

 
3.5 算定の流れ 

CO2 排出量は、図 I-11 図 I-11 に示す流れに沿って算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 I-11 ＣＯ２排出量算定の流れ 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』 

算定の実施 

算定方法の設定 

・ 集計単位の選定 

・ 算定式の選定 

・ 排出係数の設定 

委託 

・ 集計単位の選定 

・ 算定方式の選定 

・ 各種係数の設定 

算定対象の設定 

・ 算定範囲の設定 自社、子会社、委託先 

データの収集 

・ 伝票データ等から収集 

・ サンプリング推計 等 

委託 

・ 委託先から取得 

算定結果のまとめ 

・ 組織別活動別等にまとめ 

・ 組織別活動別算定結果の集計 

国内（、国際、海外） 輸送、物流拠点CO2 

・ 必要なデータの抽出 

CO2 
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3.6 CO2 削減のための取組と算定式の関係について 

CO2 削減に取り組んだ場合、CO2 排出算定式のいずれの項目の改善に効果があり、

最終的に CO2 排出量削減につながるのかを以下に示す。 

 

図 I-12 算定式の項目と取組の関係（例） 

燃料使用量 CO2排出係数
×

CO2排出量
＝

燃費総走行距離
（輸配送距離）

÷

区間距離 輸配送回数
×

低公害車両の導入

輸配送計画の見直し
立地戦略

頻度・時間の適正化
整備・点検・安全管理
エコドライブ
施設設計・レイアウト

CO
2
排出量削減に向けた取組

 

※取組による削減効果は相互に関連している。例えば、製品サイズの見直しと共同輸配送は、ともに積載率を向

上させ、さらに、輸配送台キロを削減し燃料使用量及び CO2 排出量等の削減に寄与する。また、同じ項目に複

数の取組が影響する場合が多く、それぞれの取組がその項目に対して、どの程度影響を与えるのか把握するこ

とも大切である。しかし、削減効果を独立に把握することは、非常に難しく、今後の課題となる。基本的には

取組前と取組後の排出量の比較により削減量を求めるという考え方である。 

 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』 
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II編 輸送でのＣＯ２排出量の算定 

1． 輸送での企業全体の CO2 排出量の算定 

1.1 実績評価方法 
実績としての CO2 排出量の算定方法を以下の順に示す。 

 

1.1.1 算定手法           →P.II-2 
・ 各算定手法の概要と位置づけ 

・ 各算定手法の適用方法 

1.1.2 各算定手法による算定方法   →P.II-8 
算定手法ごとに 

・ 算定式 

・ (按分方法) 

・ データ把握方法 

・ 標準係数     等 
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1.1.1 算定手法 

(1)各算定手法の概要と位置づけ 

算定手法を算定式と必要とするデータから次のように分類する。実測した燃料使

用量を用いる方法が最も算定精度が高いため、標準手法とする。 
 
 
標準手法【燃料法】 
： 燃料使用量から CO2 排出量を算定する。 

 → P.II-8 
 
代替手法 A【燃費法】 
： 輸送距離と燃費から CO2 排出量を算定する。 

 → P.II-18 
 
代替手法 B【改良トンキロ法】 
： 積載率と車両の燃料種類、最大積載量別の輸送量（輸送トンキロ）か

ら CO2 排出量を算定する。 
 → P.II-28 

 
代替手法 C【輸送区間別輸送重量法（地域間マトリックス法）】＜作成中＞ 
： 車種別モード別輸送区間別輸送重量から CO2 排出量を算定する。 

 → P.II-35 
 
代替手法 D【従来トンキロ法】 
： 車種別モード別輸送量（輸送トンキロ）から CO2 排出量を算定する。 

 → P.II-44 
 
代替手法 E（参考：料金法） 
： 輸送料金から CO2 排出量を算定する。 

 → P.II-47 
 
 

注１：改良トンキロ法では現在は標準となる CO2 排出原単位がトラックのみ用意されている。 

注２：輸送区間別輸送重量法の排出原単位は作成中であり、今後作成された時を想定して位置
づけている。 

注３：改正省エネ法ではトラック以外の輸送モードについては従来トンキロ法を採用している。 

図 II-1 算定手法一覧 

ここで、上記算定手法を荷主が用いた場合の精度と物流事業者の協力可能性の面

から整理すると、図 II-2 図 II-2 のようになる。 

精度 トラック限定

高い 

作業負荷

低い 

CO2 排出量＝燃料使用量×CO2 排出係数

CO2 排出量＝輸送距離／燃費×CO2 排出係数

CO2排出量＝輸送トンキロ×改良トンキロ法 CO2排出原単位 

CO2 排出量＝区間別輸送重量×区間別 CO2 排出原単位 

CO2排出量＝輸送トンキロ×従来トンキロ法 CO2排出原単位 

CO2 排出量＝輸送料金×料金法 CO2 排出原単位

改
正
省
エ
ネ
法
で
採
用
さ
れ
た
考
え
方
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注 1：各手法で最も想定されるデータ取得方法での協力必要性、精度を示した。燃料法、燃費
法（実測）では実測輸送重量、実測輸送距離を、トンキロ法では推定輸送重量、推定輸
送距離を用いることを想定している。 

注 2：全体としての削減取組評価に用いる場合には、取組の種類により適切な算定手法が異な
る場合がある。 

図 II-2 荷主から見た算定手法における物流事業者の協力必要性と結果の精度 

 
なお、これらの手法の適用可能範囲は荷主、物流事業者別に以下のとおりとなる。 
 

表 II-1 各算定手法の適用可能範囲 

物流事業者 
算定手法 荷主 

自社車両 自社車両以外 
燃料法 ○ ○ ○ 
燃費法 ○ △ ○ 
改良トンキロ法 ○（トラックのみ） △ ○（他社トラック）

地域間マトリックス法 ○ △ ○ 
従来トンキロ法 ○ △ ○ 
料金法 ○ △ △ 

注 1：○は主に想定される、△は適用できるが他の手法が利用できるため適用対象とは想定さ
れない。 

注 2：物流事業者の欄は物流事業者が自社分を算定する場合を示す。 

 
また、算定手法ごとに必要なデータは表 II-2 表 II-2 に示すとおりである。各デ

ータの把握方法の種類と把握可能性を表 II-3 表 II-3 に示す。なお、算定手法ごと

地域間
ﾏﾄﾘｯｸｽ法

物流事業者の

協力必要性 事業者データを利用

低 

高 

荷主データを利用 

 
従来 

ﾄﾝｷﾛ法 

燃料法

改良 
ﾄﾝｷﾛ法

 
輸送 

料金法 

低 高 

精度 

例：簡易推計

例：他社との比較、

対外アピール、

排出量の検証 

利用目的 

例：取組実績の

自己評価、

将来推計 

燃費法
（実測）
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に必要なデータの把握方法の詳細については、1.1.2 以降に示す。 
 

表 II-2 算定手法ごとの必要データ一覧 

必要なデータ

算定手法 

燃
料
使
用
量 

燃
費 

輸
送
距
離 

輸
送
重
量
（
ト
ン
） 

輸
送
容
積 

輸
送
ト
ン
キ
ロ 

積
載
率 

輸
送
料
金 

備
考 

燃料法 算定時 ○         

 按分時   △ ○ △ ☆  △  

燃費法 算定時  ○ ○      
燃費を実測する場合には燃料
使用量と走行距離も必要 

 按分時   △ ○ △ ☆  △  

改良トンキロ法   ○ ○  ☆ ○  
車種別最大積載量別積載率別
輸送トンキロが必要 

地域間マトリックス法   ○ ○  △   

車種別モード別輸送区間別輸
送重量（トン）が必要 
CO2排出原単位を自ら設定す
る場合には燃料使用量も必要

従来トンキロ法   ○ ○  ☆   
車種別モード別輸送トンキロ
が必要 

注：○は常に必要なもの。 
☆は他のデータから生成されるもの。 
△は他のデータの代わりに必要となる場合があるもの。 
 

 

表 II-3 データの把握方法の種類と把握可能性 

荷主 物流事業者 
データ種類 

実績 推定 実績 推定 

(1)燃料使用量 × × ○ ○ 

(2)燃費 × ○ ○ ○ 

(3)輸送距離 × ○ ○ ○ 

(4)輸送重量 ○ ○ △ ○ 

(5)輸送容積 ○ ○ △ ○ 

(6)輸送トンキロ × ○ △ ○ 

(7)積載率 × △ △ ○ 

注 1：○は自ら把握可能なもの。△は自ら把握可能だが提供を受けるのが現実的なもの。
×は把握できないもの。 

注 2：(1)～(4)は基本データ、(5)～(7)は算定手法により必要となる派生データ。 

注 3：輸送容積と輸送料金は省略している。 

 
出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2004 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』 
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(2)各算定手法の適用方法 

一般的に精度が高い算定手法が望ましいが、算定の作業負荷が大きくなる。この

ため、精度とデータの把握の容易性との関係を考慮して、輸送の種類別に適用すべ

き算定手法をトラック輸送の場合について、表 II-4 表 II-4 に参考として示す。 
なお、トラック輸送以外（船舶、鉄道、航空輸送）の場合にも表 II-4 表 II-4 を

準用できるが、改良トンキロ法については、標準原単位データが現時点では存在し

ていないため、適用が難しい。また、鉄道の場合、車両別の電気使用量の把握が難

しく、燃料法及び燃費法の適用は難しいと考えられる。 
 

表 II-4 輸送の種類と算定手法の対応（トラック輸送の場合） 

輸送の種類 算定手法 

専属利用 ・現時点で燃料法が利用できるため、燃料法を採用する。 
貸
切
便 部分的 

貸切 

・実測燃費による燃費法を採用するのが望ましい。 

共同輸配

送 

・荷主別の荷物の輸送重量や輸送トンキロの把握は可能と考えられるため、

現時点で燃料法又は実測燃費による燃費法を採用するのが望ましい。 

・難しい場合には、改良トンキロ法又は地域間マトリックス法を採用する。

それも難しい場合には、燃費法（外部設定値）、従来トンキロ法を採用す

る。 

混
載
便
（
複
数
荷
主
） 

一般混載 ・燃料法や実測による燃費法が望ましいが、荷主別の荷物の輸送重量や輸送

トンキロの把握は困難と考えられるため、現時点で難しい場合には改良ト

ンキロ法又は地域間マトリックス法を採用するのが望ましい。 

・それも難しい場合の代替手法としては、従来トンキロ法、さらにそれでも

対応不可能な場合には輸送料金法がある。 

注 1：標準手法は燃料法であり、将来的には全ての区分で燃料法を採用するのが望ましい。 

注 2：改良トンキロ法は現状ではトラック輸送のみ標準原単位データがある。 

注 3：貸切便とは一時点で単一の荷主となっている場合で、専属利用とは一ヶ月等一定期間の
専用的な利用を想定したもの、部分的貸切は一日のみやある区間限定など部分的に利用
する場合 

注 4：共同輸配送とは特定の荷主間（数社程度）で協力して輸配送を行っている場合、一般混
載とはそれ以外の混載の場合で宅配便等も含む 

注 5：燃費の実測とは、実際に行った輸送に伴う実績値から独自に算出した値で、外部設定値
とは、国や業界団体等で標準的な値として算出した値。ただし、現時点では外部設定値
は検討中であり今後作成される見込みである。 

 
なお、これらの手法は将来的に図 II-3 図 II-3 のようなロードマップで適用され

ていくことが期待される。 
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注：将来の標準手法は一部当面の標準手法から変化する。 

図 II-3 期待される算定手法のロードマップ 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2004 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』よ

り作成 

 
荷主の場合の各算定手法の適用方法例を図 II-4 図 II-4 に示す。 
 

■専用（貸切）便

■共同輸配送

■一般混載

■コンテナ便 ■コンテナ便

燃料法

改良トンキロ法

委託先

再委託先 燃費法

トラック 船舶 鉄道

燃費法 燃料法

地域間マトリックス法 地域間マトリックス法

■上記以外

地域間マトリックス法

 

図 II-4 荷主の場合の算定手法の適用方法例 

 

初期段階 標準（当面） 将来 

 

独自手法 

コスト負担範囲 

CO2 把握範囲 

 代替手法 B 

標準手法 

代替 

手法 A

自社内のみでデータを利用 対外的に公表 

他社との比較 

取引先への提示 

（業界全体での自主行動計画）

業界全体での自主行動計画

排出量の検証 

国・国際社会への働きかけ

標準化 測定技術

 標準手法 
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物流事業者が自社車両について算定する場合は燃料法での把握が標準となる。再

委託先の分については、荷主と同様になる。 
 
なお、CO2 排出実態が同じでも異なる算定手法で算定された CO2 排出量は異なる

値になる。このため、CO2 排出量がどのような算定手法で算定されたかを明示しな

ければならない。また、算定手法を変更した場合には、その適用範囲、理由とそれ

による影響を明示しなければならない。影響については、変更前と変更後と両方算

定し、それぞれの値を明示することが望ましい。 
さらに、区分別に異なる算定手法で算定して合算した場合、それらの算定手法別

の適用範囲と排出量を明示しなければならない。 
なお、省エネ法の定期報告の際には、以下の事項が要請されている。 
・ 輸送区分ごとの算定手法と適用範囲の明示 
・ 輸送区分ごとに前年度からの変更の有無と変更理由の明示 
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1.1.2 各算定手法による算定方法 

(1)燃料法 

1)算定式 

燃料使用量を直接測定できる場合、燃料法により CO2 排出量を求めることが

できる。算定式を図 II-5 図 II-5 に示す。給油設備を自社で持ち、燃料タンクを

自社で使用している場合、全体の燃料使用量を燃料購入量と燃料タンクの在庫変

動から求めることもできる。 
 

 CO2 排出係数 

No. 燃料・電気の種類 単位 ①単位発熱量 
②排出係数

(tC/GJ) 
参考）③CO2 排出係数

(①×②×44/12) 

1 ガソリン kl 34.6 GJ/kl 0.0183 2.32 tCO2/kl 

2 軽油 kl 38.2 GJ/kl 0.0187 2.62 tCO2/kl 

3 A 重油  kl 39.1 GJ/kl 0.0189 2.71 tCO2/kl 

4 B・C 重油  kl 41.7 GJ/kl 0.0195 2.98 tCO2/kl 

5 液 化 石 油 ガ ス

(LPG) 
t 50.2 GJ/t 0.0163 3.00 tCO2/t 

6 ジェット燃料油 kl 36.7 GJ/kl 0.0183 2.46 tCO2/kl 

7 都市ガス 千 Nm3 41.1 GJ/千 Nm3 0.0138 2.08 tCO2/千 Nm3

8 電気（昼間） 千 kWh 9.97* GJ/千 kWh －  0.555 tCO2/千 kWh

9 電気（夜間） 千 kWh 9.28* GJ/千 kWh －  0.555 tCO2/千 kWh

10 電気（一般電気

事業者以外） 
千 kWh 9.76* GJ/千 kWh －  0.555 tCO2/千 kWh

注 1：排出係数は毎年変化するため最新のデータを利用する。 

注 2：③は参考であり、地球温暖化対策推進法上の報告では①、②を用いて算定する。 

*エネルギー使用量を算定する際の係数であり、CO2 排出量算定の際には用いない。  
出典）エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則別表第 1 及び地球温暖化対策推進法施行令・省令より作成 

 

図 II-5 燃料法によるＣＯ２排出量算定式 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』

より作成 

燃料購入量
（kl）

燃料使用量
（kl）

排出係数
（t-C/GJ）

×
CO2排出量

(t-CO2)
＝

燃料購入量
（kl）

期初の燃料在庫量
（kl）

期末の燃料在庫量
（kl）＋ －

*データ把握方法については、Ⅱ-11頁参照
*燃料がLPGの場合 ：kl → t
*燃料が都市ガスの場合 ：kl → 千Nm3

××
単位発熱量

（GJ/kl）
44／12

(t-CO2/t-C)
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2)按分方法 

専用(貸切)便でない場合には、同一の車両（船舶、航空機含む）に複数の荷主

の荷物が混載されているため、各荷主の荷物による CO2 排出量を求めるために

は、車両（船舶、航空機）からの CO2 排出量を荷主別に按分しなければならな

い。 

車両全体

100kg

CO2

= 60kg

6t 4t

40kg+

荷主A 荷主B

※CO2排出量は車両全体として求められるため、複数の荷主がその

車両を利用している場合には、按分が必要となる。
 

図 II-6 荷主別按分の概念 

 
この場合の按分方法としては、表 II-5 表 II-5 のような方法が考えられる。 
このような按分は通常荷主単独では行えないため、荷主から提供される輸送ト

ンキロに係るデータに基づき、物流事業者が行うことになる。また、荷主は物流

事業者から按分された結果としての燃料使用量（エネルギー使用量）又は CO2

排出量を入手することになる。 

表 II-5 ＣＯ２排出量の荷主別按分方法 

標準手法 

（目標） 

輸送区間別の輸送重量（ト

ン）で按分する方法 

（目標となる推奨方法） 

貨物の組み合わせにより輸送区間を細分化する。

輸送区間毎に、CO2 排出量を各輸送機関の輸送重

量（トン）で按分し、輸送した地点間全体で合計

する。 

標準手法 

（当面） 

輸送トンキロで按分する

方法 

CO2 排出量を輸送トンキロで按分する。 

代替手法 

Ａ 

輸送重量（トン）で按分す

る方法 

CO2 排出量を出荷量等の輸送重量（トン）で按分

する。 

配送や固定区間輸送での利用が想定される。 
代替手法 

Ｂ 

輸送料金で按分する方法

（他にとりうる手法がな

い場合の簡易手法） 

CO2 排出量を輸送料金で按分する。 

注 1：区間別に按分する場合、トン按分とトンキロ按分は等しい。 

注 2：積載量が容積で決まる場合には、トンの代わりに容積を用いることが考えられる。 

注 3：着荷主でトンの把握が難しい場合には、ケース数、個数、輸送距離での按分も考えられる。 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』より作成 
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荷主別按分を標準的手法（トンキロ按分）で行う場合の基本的な考え方（算定

式及びデータ把握方法）は次のとおりである。 

 

 
a. データの補完方法 

全体のトンキロは荷主から受領するのではなく物流事業者が自ら実データを

もとに把握するのが望ましいが、それが難しい場合、物流事業者が補助的に次の

ような方法を用いることができる。 
 

按分比率＝ある荷主の推定トンキロ／全体の推定トンキロ 

全体の推定トンキロ＝最大積載量×推定積載率×輸送距離 

推定積載率＝総輸送重量／（最大積載量×輸送回数） 

 
上記で対応できない部分（一部の下請物流事業者分について按分に用いる全体

のトンキロが不明等）がある場合、補助的な手段として売上（料金）按分を行う

こともできる。 
 

b. 貸切便について 

貸切便の場合でも部分的に車両を使用している場合には給油のタイミングと

荷主が使用するタイミングが必ずしもあわないため荷主別燃料使用量が直接把

握できない場合がある。この場合、燃料法で燃料使用量を把握し荷主別に按分す

ることも可能だが、実測燃費を計測して燃費法を適用するのを標準とする。 
 

燃料使用量(l) 
（荷主 A 分） 

輸送トンキロ 
（荷主 A 分） 

＝ 

物流事業者の事業所別月別

車種別に物流事業者が把握

荷主が発注先別月別車種別

に把握 

×
燃料使用量(l)

（全体） 
輸送トンキロ 

（全体） 
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3)データ把握方法 

燃料法で必要となるデータは、場合によって異なるが、燃料使用量と輸送重量

（トン）、輸送トンキロ、輸送料金、輸送距離及び輸送容積がある。これらの把

握方法は荷主、物流事業者別に次のとおりである。なお、物流事業者が自社分の

算定のためにデータ把握を行う場合には、荷主の場合と同様になる。 
 

表 II-6 燃料法において算定に必要なデータと把握方法（荷主） 

データ項目 必要な場合 把握方法 

燃料使用量 常に必要 

（委託先から直接

CO2 排出量を入手

する場合を除く） 

自社車両分は燃料購入量等により直接把握 

委託先分は、物流事業者から入手 

輸送重量 

（トン） 

実測や製品データ等により自ら把握する。 

輸送トンキロ 輸送重量×輸送距離（推定）により自ら求める。 

輸送料金 

按分が必要な場合

（共同輸配送等） 

※いずれかを把握 

その期間に発生した物流に対応する支払額で把握 

輸送距離 輸送トンキロを必

要とする場合 

輸送計画上の距離（発着地点間道のり）により自ら

把握する。難しい場合には、輸送みなし距離（県庁

所在地間距離等）を用いる。 

輸送容積 輸送重量データを

代替する場合 

輸送重量データが得られない場合、輸送重量への換

算または輸送容積のままでの按分に用いる。 

包装資材の縦横高さの三辺の積で求める。 

注：物流事業者が自社分を算定する場合も含む。 

 

表 II-7 燃料法において算定に必要なデータと把握方法（物流事業者：荷主報告時） 

データ項目 必要な場合 把握方法 

燃料使用量 常に必要 自社車両分は燃料購入量等により直接把握 

再委託先分は、再委託先から入手 

輸送重量 

(トン) 

基本的には荷主側データを利用するが、物流事業者

が独自に測定している場合にはそれを利用する。い

ずれもない場合には、車両の最大積載量で代用する。

輸送トンキロ 輸送重量×輸送距離により事業所別月別車種別に自

ら求める。 

輸送料金 

按分が必要な場合

（共同輸配送等） 

※いずれかを把握 

その期間に発生した物流に対応する請求額で把握 

輸送距離 按分で輸送トンキ

ロを必要とする場

合 

輸送計画上の距離（発着地点間道のり）により自ら

把握する。難しい場合には、輸送みなし距離（県庁

所在地間距離等）を用いる。 

輸送容積 按分で輸送重量デ

ータを代替する場

合 

輸送重量データが得られない場合、輸送重量への換

算または輸送容積のままでの按分に用いる。 

基本的には荷主側データを利用するが、物流事業者

が独自に測定している場合にはそれを利用する。包

装資材の縦横高さの三辺の積で求める。 
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これらのデータは次のような流れで入手することができる。 
 

 

荷主A 物流事業者A
（自社車両分）

燃料使用量

直接測定データ 場合により実施

物流事業者B
（再委託先分）

燃料使用量

燃料使用量
(物流事業者A分)

燃料使用量
(荷主A分)

トン

トンキロ

料金

按分

トン

トンキロ

料金

按分

燃料使用量

燃料使用量
(自社車両分)

 

図 II-7 燃料使用量の入手方法 

 

 

荷主 物流事業者

直接測定データ 場合により実施

輸送重量（トン） 輸送距離

輸送容積

輸送重量（トン）

換算

輸送トンキロ（全体）

輸送距離

輸送トンキロ（荷主分）

 

 

注：輸送トンキロは、按分用データとして入手する場合の入手方法 

図 II-8 按分に必要なデータ（輸送重量（トン）、輸送容積、輸送距離、 

輸送トンキロ）の入手方法 
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ここで、各データの入手に当たっては、その頻度・単位にも様々な可能性があ

る。原則としてより細かな頻度・単位での把握が望ましいが、データ把握可能な

頻度・単位で実施する。ただし、輸送トンキロの把握については走行区間又は輸

送区間という細かい頻度で把握することを標準とする。 
 

表 II-8 燃料法において算定に必要なデータの把握頻度・単位（荷主） 

データ項目 頻度 単位 

燃料使用量 ・ 走行区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 物流事業者営業所別 

・ 全車両（全社） 

輸送重量(トン) 

（区間別トン按分） 

・ 走行区間ごと ・ 荷物ごと 

（トン按分） ・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 物流事業者営業所別 

・ 物流事業者別  

輸送トンキロ 

（トンキロ按分） 

・ 走行区間ごと 

・ 輸送区間ごと 

・ 1 日 

・ 荷物ごと 

輸送料金 ・ 輸送区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 物流事業者営業所別 

・ 物流事業者別 

注 1：網掛け部分は、利用が期待される方法。なお、頻度は把握の頻度を示しており、集計の
頻度とは異なる。 

注 2：走行区間とは、荷物の積卸を行うために停車する拠点間を指す。また、輸送区間は、荷
物の発着地点間を指す。 

注 3：走行区間ごとの燃料使用量の把握は通常は難しい。しかし、長距離トラックで出発時に
満タン法を採用した場合の他、デジタルタコグラフ等の車載機器で計測した場合には把
握が可能である。 

注 4：輸送トンキロ算定に必要な輸送重量(トン)又は輸送容積、輸送距離は輸送トンキロの把
握頻度・単位にあわせて把握する。 また、按分の際は 1 ヶ月単位程度で輸送トンキロ
を集計するのが現実的である。 
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表 II-9 燃料法において算定に必要なデータの把握頻度・単位 

（物流事業者：荷主報告時） 

データ項目 頻度 単位 

燃料使用量 ・ 走行区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

輸送重量(トン) 

（区間別トン按分） 

・ 走行区間ごと ・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

（トン按分） ・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社）  
輸送トンキロ 

（トンキロ按分） 

・ 走行区間ごと 

・ 輸送区間ごと 

・ 1 日 

・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

輸送料金 ・ 輸送区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

注 1：網掛け部分は、利用が期待される方法。なお、頻度は把握の頻度を示しており、集計の
頻度とは異なる。 

注 2：走行区間とは、荷物の積卸を行うために停車する拠点間を指す。また、輸送区間は、荷
物の発着地点間を指す。 

注 3：走行区間ごとの燃料使用量の把握は通常は難しい。しかし、長距離トラックで出発時に
満タン法を採用した場合の他、デジタルタコグラフ等の車載機器で計測した場合には把
握が可能である。 

注 4：輸送トンキロ算定に必要な輸送重量(トン)又は輸送容積、輸送距離は輸送トンキロの把
握頻度・単位にあわせて把握する。 また、按分の際は 1 ヶ月単位程度で輸送トンキロ
を集計するのが現実的である。 

 
荷主の場合の燃料法を用いた CO2 排出量把握方法の具体例を図 II-9 図 II-9

に示す。ここでは、自社車両の燃料使用量を運転日報により把握する他、委託先

の物流事業者から自らの荷物に関する燃料使用量（混載の場合按分したデータ）

を燃料使用量の調査を行うことで入手したと想定している。 
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図 II-9 燃料法を用いたＣＯ２排出量算定のためのデータ把握方法の例 

（荷主の場合） 

給油量

荷主A

混載便

荷物と車種の
対応付け

運転日報

給油量CO2

X社

拠点α

拠点β

・・・

Y社

専用便（貸切）

CO2

燃料使用量
（車種全体）

燃料使用量
（荷主A）

（荷主B）

給油量

CO2

燃料使用量

荷主が入手するデータ

燃料使用量調査
・対象車両
・対象期間
・燃料使用量

燃料使用量調査
・対象車両
・対象期間
・按分方法
・燃料使用量

物流事業者（X社）

物流事業者（Y社）

自社車両

委託先分

按

分
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表 II-10 燃料使用量調査票のイメージ（荷主の場合） 

  会社名                  

  拠点名                  

  対象期間                 

  算定方法（按分方法）            

車種区分 車両台数 輸送量 
（トンキロ）

按分比率 燃料使用量(l)

2t 車     

4t 車     

・・・     

注：輸送量（トンキロ）は予め荷主が自らの分を把握して記載しておく。 

 
物流事業者の場合、自社車両分は燃料使用量を直接把握し、再委託先分は荷主

と同様再委託先からデータの提供を受ける。 
 
 

【燃料使用量把握における空車の扱いについて】 

空車時の燃料使用量については、含める場合と含めない場合とが存在する

（pI-16 参照）。 
含めない場合には、次のような方法により実車時の燃料使用量を把握し、それ

を用いて CO2 排出量を算定する。 
 

表 II-11 実車時の燃料使用量の把握方法 

方法 算定式 

空車時の燃料使用量

の控除 

燃料使用量（実車） 

＝燃料使用量（全体）－空車走行距離／空車時燃費 

走行距離による按分 

（簡易法） 

燃料使用量（実車） 

＝燃料使用量（全体） 

×実車走行距離（輸送距離）／総走行距離 

 
 

4)具体的な算定方法 

a. 算定方法 

自社車両か委託先車両か、専用便（貸切便）か混載便により算定方法が異

なる。自社車両、専用便の場合には算定が容易なため、ここでは、委託した共

同輸配送の混載便で按分が発生する場合を想定し、具体的な算定方法を示す。

按分方法としてトンキロ按分を選択し、各種データを次のように把握したと想

定する。 
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・データは全て車両 1 台ごとに把握しているが集計は車種ごと 
・燃料使用量は 1 ヶ月ごとに把握する。 
・荷主は空車部分を算定しない（実車分は走行距離の実車／空車比で按分）。 
・輸送トンキロは荷物ごとに把握し、1 ヶ月単位で荷主別に集計 

 
この場合、荷主に委託された物流事業者はその荷主分の CO2 排出量を以下

のように車種ごとに算定することとなる。 
 
【ある 1 ヶ月のある車両に対し】 

CO2 排出量＝燃料使用量×実車按分比率×荷主別按分比率×CO2 排出係数 
 

実車按分比率 
＝実車走行距離／総走行距離（＝実車走行距離＋空車走行距離） 

荷主別按分比率 
＝その荷主の輸送トンキロ／全荷主の輸送トンキロ（総輸送トンキロ） 

 
b. 試算例 

荷主 A に対する４t 車の 1 ヶ月間の CO2 排出量を算定する。 
 

燃料使用量：4kl 
実車走行距離：15,000km 
総走行距離：20,000km 
荷主 A の輸送トンキロ：30,000 トンキロ 
総輸送トンキロ：60,000 トンキロ 
単位発熱量（軽油）：38.2GJ/kl 
炭素排出係数（軽油）：0.0187tC/GJ 
 
荷主 A の CO2 排出量 
＝4×15,000/20,000×30,000/60,000×38.2×0.0187×44/12 
＝3.93t-CO2 
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(2)燃費法 

1)算定式 

燃費と輸送距離が測定できる場合、燃費法により CO2 排出量を求めることが

できる。 

 
CO2 排出係数 

No. 燃料・電気の種類 単位 ①単位発熱量 
②排出係数

(tC/GJ) 
参考）③CO2 排出係数

(①×②×44/12) 

1 ガソリン kl 34.6 GJ/kl 0.0183 2.32 tCO2/kl 

2 軽油 kl 38.2 GJ/kl 0.0187 2.62 tCO2/kl 

3 A 重油  kl 39.1 GJ/kl 0.0189 2.71 tCO2/kl 

4 B・C 重油  kl 41.7 GJ/kl 0.0195 2.98 tCO2/kl 

5 液 化 石 油 ガ ス

(LPG) 
t 50.2 GJ/t 0.0163 3.00 tCO2/t 

6 ジェット燃料油 kl 36.7 GJ/kl 0.0183 2.46 tCO2/kl 

7 都市ガス 千 Nm3 41.1 GJ/千 Nm3 0.0138 2.08 tCO2/千 Nm3

8 電気（昼間） 千 kWh 9.97* GJ/千 kWh －  0.555 tCO2/千 kWh

9 電気（夜間） 千 kWh 9.28* GJ/千 kWh －  0.555 tCO2/千 kWh

10 電気（一般電気

事業者以外） 
千 kWh 9.76* GJ/千 kWh －  0.555 tCO2/千 kWh

注 1：排出係数は毎年変化するため最新のデータを利用する。 

注 2：③は参考であり、地球温暖化対策推進法上の報告では①、②を用いて算定する。 

注 3：船舶の場合など、時間×時間当たり燃料消費量により燃料使用量を求めることも
できる。 

*エネルギー使用量を算定する際の係数であり、CO2 排出量算定の際には用いない。  
出典）エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則別表第 1 及び地球温暖化対策推進法施行令・省令より作成 

 

図 II-10 燃費法によるＣＯ２排出量算定式 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』

を一部修正 

 

燃料使用量
（kl） ×

CO2排出量
(t-CO2)

＝

輸送距離
（km）

燃費
(km/㍑)

÷

*データ収集・作成については、II-19頁参照
*燃料がLPGの場合 ：kl → t
*燃料が都市ガスの場合 ：kl → 千Nm3

排出係数
（t-C/GJ）

× 44／12
(t-CO2/t-C)×単位発熱量

（GJ/kl）

1/1000
(ｋｌ/ ㍑)×
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2)按分方法 

燃費法の場合にも荷主別の按分が必要となる。按分方法は、燃料法の場合と同

じになる。 
この場合の按分方法としては、表 II-5 表 II-5 のような方法が考えられる。 
 

表 II-5 表 II-5 ＣＯ２排出量の荷主別按分方法（再掲） 

標準手法 

（目標） 

輸送区間別の輸送重量（ト

ン）で按分する方法 

（目標となる推奨方法） 

貨物の組み合わせにより輸送区間を細分化

する。輸送区間毎に、CO2 排出量を各輸送機

関の輸送重量（トン）で按分し、輸送した地

点間全体で合計する。 

標準手法 

（当面） 

輸送トンキロで按分する

方法 

CO2 排出量を輸送トンキロで按分する。 

代替手法 

Ａ 

輸送重量（トン）で按分す

る方法 

CO2 排出量を出荷量等の輸送重量（トン）で

按分する。 

配送や固定区間輸送での利用が想定される。

代替手法 

Ｂ 

輸送料金で按分する方法

（他にとりうる手法がな

い場合の簡易手法） 

CO2 排出量を輸送料金で按分する。 

注 1：区間別に按分する場合、トン按分とトンキロ按分は等しい。 

注 2：積載量が容積で決まる場合には、トンの代わりに容積を用いることが考えられる。 

注 3：着荷主でトンの把握が難しい場合には、ケース数、個数、輸送距離での按分も考えられる。 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』より作成 

 
3)データ把握方法 

燃費法で必要となるデータは、場合によって異なるが、燃費、輸送距離と按分

に必要となる輸送重量（トン）、輸送トンキロ、輸送料金及び輸送容積がある。

これらの把握方法は荷主、物流事業者別に次のとおりである。なお、物流事業者

が自社分の算定のためにデータ把握を行う場合には、荷主の場合と同様になる。

また、按分に必要なデータは燃料法と同じである。輸送距離は総量を算定する時

と按分する時の双方に必要とされるが、両者を異なる値とすることも可能である。 
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表 II-12 燃費法において算定に必要なデータと把握方法（荷主） 

データ項目 必要な場合 把握方法 

燃費 常に必要 

（委託先から直接

CO2 排出量を入手

する場合を除く） 

できる限り、実測値が望ましい。 

自社車両分は燃料購入量等による燃料使用量と走行

メーター等による走行距離から直接把握 

委託先分は、物流事業者から入手 

難しい場合には標準燃費データを利用する。 

輸送距離 常に必要 

（委託先から直接

CO2 排出量を入手

する場合を除く） 

自社車両分は実走行距離又は輸送計画上の距離を用

いることができる。実走行距離の方が望ましい。い

ずれもない場合には、輸送みなし距離（県庁所在地

間距離等）を用いる。 

委託先分は、物流事業者から入手するか、輸送計画

上の距離、難しい場合には輸送みなし距離を用いる。

輸送重量 

（トン） 

実測や製品データ等により自ら把握する。 

輸送トンキロ 輸送重量×輸送距離（推定）により自ら求める。 

輸送料金 

按分が必要な場合

（共同輸配送等） 

※いずれかを把握 

その期間に発生した物流に対応する支払額で把握 

輸送距離 輸送トンキロを必

要とする場合 

輸送計画上の距離（発着地点間道のり）により自ら

把握する。難しい場合には、輸送みなし距離（県庁

所在地間距離等）を用いる。 

輸送容積 輸送重量データを

代替する場合 

輸送重量データが得られない場合、輸送重量への換

算または輸送容積のままでの按分に用いる。 

包装資材の縦横高さの三辺の積で求める。 

注：物流事業者が自社分を算定する場合も含む。 
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表 II-13 燃費法において算定に必要なデータと把握方法（物流事業者：荷主報告時） 

データ項目 必要な場合 把握方法 

燃費 常に必要 できる限り、実測値が望ましい。 

自社車両分は燃料購入量等による燃料使用量と走行

メーター等による走行距離から直接把握 

再委託先分は、再委託先から入手 

難しい場合には標準燃費データを利用する。 

輸送距離 常に必要 

（ここでは、燃料

使用量の総量の算

出） 

自社車両分は実走行距離を用いることが望ましい。 

難しい場合には輸送計画上の距離、いずれもない場

合には、輸送みなし距離（県庁所在地間距離等）を

用いる。 

再委託先分は、再委託先から入手するか、輸送計画

上の距離、難しい場合には輸送みなし距離を用いる。

輸送重量 

(トン) 

基本的には荷主側データを利用するが、物流事業者

が独自に測定している場合にはそれを利用する。い

ずれもない場合には、車両の最大積載量で代用する。

輸送トンキロ 輸送重量×輸送距離により事業所別月別車種別に自

ら求める。 

輸送料金 

按分が必要な場合

（共同輸配送等）

※いずれかを把握

その期間に発生した物流に対応する請求額で把握 

輸送距離 按分で輸送トンキ

ロを必要とする場

合 

燃料使用量の総量を算出する際と同じ距離を用いる

ことができるが、荷主側と整合をとるため、輸送計

画上の距離（発着地点間道のり）により把握する。

難しい場合には輸送みなし距離（県庁所在地間距離

等）を用いる。 

輸送容積 按分で輸送重量デ

ータを代替する場

合 

輸送重量データが得られない場合、輸送重量への換

算または輸送容積のままでの按分に用いる。 

基本的には荷主側データを利用するが、物流事業者

が独自に測定している場合にはそれを利用する。包

装資材の縦横高さの三辺の積で求める。 

 
これらのデータは次のような流れで入手することができる。 
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荷主A 物流事業者A
（自社車両分）

燃料使用量

直接測定データ 場合により実施

燃費

走行距離

輸送距離（実績）

実車/空車

按分

実車/空車

按分輸送距離（推定）

輸送距離

平均化

輸送距離

平均化平均化

輸送距離

燃費

物流事業者B
（再委託先分）

燃費

輸送距離（実績）

輸送距離（再委託
先分推定）

平均燃費
(荷主A分)

※燃費を車両別に把握する場合には輸送距離による平均化は不要
 

図 II-11 燃費、輸送距離（総量把握用）の入手方法 

 

荷主 物流事業者

直接測定データ 場合により実施

輸送重量（トン） 輸送距離

輸送容積

輸送重量（トン）

換算

輸送トンキロ（全体）

輸送距離

輸送トンキロ（荷主分）

 

注：輸送トンキロは、按分用データとして入手する場合の入手方法 

図 II-8 図 II-8 按分に必要なデータ（輸送重量（トン）、輸送容積、輸送距離、 

輸送トンキロ）の入手方法（再掲） 
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ここで、各データの入手に当たっては、その頻度・単位にも様々な可能性があ

る。原則としてより細かな頻度・単位での把握が望ましいが、データ把握可能な

頻度・単位で実施する。ただし、輸送トンキロの把握については走行区間又は輸

送区間という細かい頻度で把握することを標準とする。 
 

表 II-14 燃費法において算定に必要なデータの把握頻度・単位（荷主） 

データ項目 頻度 単位 

燃費 ・ 走行区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

輸送距離 ・ 走行区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

輸送重量(トン) 

（区間別トン按分） 

・ 走行区間ごと ・ 荷物ごと 

（トン按分） ・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 物流事業者営業所別 

・ 物流事業者別  

輸送トンキロ 

（トンキロ按分） 

・ 走行区間ごと 

・ 輸送区間ごと 

・ 1 日 

・ 荷物ごと 

輸送料金 ・ 輸送区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 物流事業者営業所別 

・ 物流事業者別 

注 1：網掛け部分は、利用が期待される方法。なお、頻度は把握の頻度を示しており、集計の
頻度とは異なる。 

注 2：走行区間とは、荷物の積卸を行うために停車する拠点間を指す。また、輸送区間は、荷
物の発着地点間を指す。 

注 3：輸送トンキロ算定に必要な輸送重量(トン)又は輸送容積、輸送距離は輸送トンキロの把
握頻度・単位にあわせて把握する。 また、按分の際は 1 ヶ月単位程度で輸送トンキロ
を集計するのが現実的である。 
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表 II-15 燃費法において算定に必要なデータの把握頻度・単位 

（物流事業者：荷主報告時） 

データ項目 頻度 単位 

燃費 ・ 走行区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

輸送距離 ・ 走行区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

輸送重量(トン) 

（区間別トン按分） 

・ 走行区間ごと ・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

（トン按分） ・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社）  
輸送トンキロ 

（トンキロ按分） 

・ 走行区間ごと 

・ 輸送区間ごと 

・ 1 日 

・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

輸送料金 ・ 輸送区間ごと 

・ 1 日 

・ 1 週間 

・ 1 ヶ月 

・ 四半期 

・ 1 年 

・ 荷物ごと 

・ 1 台ごと 

・ 同車種ごと 

・ 営業所別 

・ 全車両（全社） 

注 1：網掛け部分は、利用が期待される方法。なお、頻度は把握の頻度を示しており、集計の
頻度とは異なる。 

注 2：走行区間とは、荷物の積卸を行うために停車する拠点間を指す。また、輸送区間は、荷
物の発着地点間を指す。 

注 3：輸送トンキロ算定に必要な輸送重量(トン)又は輸送容積、輸送距離は輸送トンキロの把
握頻度・単位にあわせて把握する。 また、按分の際は 1 ヶ月単位程度で輸送トンキロ
を集計するのが現実的である。 

 
荷主の場合の燃費法を用いた CO2 排出量把握方法の具体例を図  II-12 図 

II-12 に示す。ここでは、自社車両を燃料法で算定し、委託先分を燃費法で算定

している。 
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自社車両

荷主A

混載便

荷物と車種
の対応付け

運転日報

給油量

委託先分

CO2

X社

拠点α

拠点β

・・・

Y社

貸切便（特定ルートのみ貸切）

CO2

燃料使用量
（車種全体）

燃料使用量
（荷主A）

（荷主B）

給油量

CO2

燃料使用量

荷主が入手するデータ

燃費調査
・対象車両
・対象期間
・燃費

燃料使用量調査
・対象車両
・対象期間
・按分方法
・燃料使用量

物流事業者（X社）

物流事業者（Y社）

燃料法

走行距離

実測燃費

輸送距離

÷

＝

×

給油量 走行距離実測燃費 ÷

按

分

輸送距離（推定）

燃費法

 

注 1：燃料法と燃費法を組み合わせた場合 

注 2：X 社の実測燃費は特定ルートでの一定期間の平均燃費を計測したもので、それをその期
間のその車両の燃費として用いることを想定 

図 II-12 燃費法を用いたＣＯ２排出量算定のためのデータ把握方法の例 

（荷主の場合） 
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表 II-16 燃費調査票のイメージ（荷主の場合） 

  会社名                  

  拠点名                  

  対象期間                 

  按分方法                 

車両区分 利用区間 車両台数 平均燃費 
2t 車    

4t 車    

・・・    

 
物流事業者の場合、自社車両分は燃費と輸送距離を直接把握し、再委託先分は

荷主と同様再委託先からデータの提供を受ける。 
 

4)標準燃費 

実測燃費が不明な場合に用いる燃料別最大積載量別燃費を以下に示す。 
 

表 II-17 燃料別最大積載量別燃費（実測燃費が不明な場合） 

輸送の区分 燃費（km/l) 

燃料 最大積載量（kg） 営業用 自家用 

軽貨物車 9.33 10.3 

～1,999 6.57 7.15 ガソリン 

2,000kg 以上 4.96 5.25 

～999 9.32 11.9 

1,000～1,999 6.19 7.34 

2,000～3,999 4.58 4.94 

4,000～5,999 3.79 3.96 

6,000～7,999 3.38 3.53 

8,000～9,999 3.09 3.23 

10,000～11,999 2.89 3.02 

自動車

軽油 

１2,000～16,999 2.62 2.74 

注：営業用の方が平均積載率が高く走行時の車両重量が大きくなるため、1 台あたりの燃費が

悪い結果となっているが、積載率が高いことは輸送回数（総輸送距離）が小さくなること

を意味しており、燃料使用量はむしろ小さくなる傾向にある。また、積載率が高い方がト

ンキロ当たりの燃料使用量は小さくなっている。なお、上記は実車時の燃費を示す。 

 
出典）経済産業省告示「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法」 
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5)具体的な算定方法 

a. 算定方法 

自社車両か委託先車両か、専用便（貸切便）か混載便により算定方法が異

なる。ここでは、荷主が主となって算定する場合として、委託した専用便（貸

切便）での具体的な算定方法を示す。ただし、専用便であるが特定区間だけ専

用使用できる場合（その他の区間は物流事業者が任意で営業している場合）を

想定する。なお、混載便で按分が発生する場合の考え方は、燃料法と同様であ

る。 
各種データを以下のように把握したと想定する。 
 
・データは全て車両 1 台ごとに把握、算定 
・燃費は 1 ヶ月ごとに把握する。 
・荷主は空車部分を算定しない（輸送区間分だけを算定する）。 
 
この場合、荷主に委託された物流事業者はその荷主分の CO2 排出量を以下

のように車両 1 台ごとに算定することとなる。 
 

【ある 1 ヶ月のある車両に対し】 
CO2 排出量＝輸送距離／燃費×単位発熱量×CO2 排出係数 
 
燃費＝総走行距離／燃料使用量 

 
b. 試算例 

荷主 A に対する車両 X の 1 ヶ月間の CO2 排出量を算定する。 
 
燃料使用量：400l 
総走行距離：2,000km 
燃費＝2,000/400=5km/l 
荷主 A の輸送距離：1,200km 
単位発熱量（軽油）：38.2GJ/kl 
炭素排出係数（軽油）：0.0187tC/GJ 
 
荷主 A の CO2 排出量＝1,200/5×38.2/1,000×0.0187×44/12=0.629t-CO2 
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(3)改良トンキロ法 

1)算定式 

改良トンキロ法による CO2 排出量は、トラックの最大積載量別積載率別に細

分化した CO2 排出原単位に輸送トンキロを乗じて算定する。トラック以外の鉄

道や船舶の CO2 排出量は、従来トンキロ法による輸送機関別の輸送トンキロ当

たり CO2 排出原単位を使用する。 
 

■トラックの場合 

CO2 排出係数 

No. 燃料・電気の種類 単位 ①単位発熱量 
②排出係数

(tC/GJ) 
参考）③CO2 排出係数

(①×②×44/12) 

1 ガソリン kl 34.6 GJ/kl 0.0183 2.32 tCO2/kl 

2 軽油 kl 38.2 GJ/kl 0.0187 2.62 tCO2/kl 

注 1：排出係数は毎年変化するため最新のデータを利用する。 

注 2：③は参考であり、地球温暖化対策推進法上の報告では①、②を用いて算定する。 
出典）地球温暖化対策推進法施行令・省令より作成 

 
■鉄道、内航船舶、航空の場合 

 

輸送重量
(ﾄﾝ : t)

輸送距離
(ｷﾛﾒｰﾄﾙ : km)

×

輸送トンキロ
（トンキロ）

従来トンキロ法CO2排出原単位
(g-CO2 / トンキロ)

CO2排出量
(t-CO2)

＝ ×

*詳細は、(5)従来トンキロ法 参照

1/1,000,000
(t-CO2/g-CO2)

×

 

 

図 II-13 改良トンキロ法によるＣＯ２排出量算定式 

輸送重量
(ﾄﾝ : t)

輸送距離
(ｷﾛﾒｰﾄﾙ : km)

×

輸送トン
キロ

（トンキロ）

改良トンキロ法
燃料使用原単

位(㍑/ トンキロ)

CO2
排出量
(t-CO2)

＝ ×

*データ収集・作成については、2)参照

排出係数
(ｔ-C/GJ)××

44／12
(t-CO2/t-C)

1/1000
(kl/ ㍑) ×

単位
発熱量
（GJ/kl）

×
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2)データ把握方法 

a. CO2 排出量の算定に必要なデータ 

必要なデータは、次のとおりである。 
 
・使用車両の使用燃料種類、最大積載量 
・車種別の輸送量（トンキロ）（重量（トン）、輸送距離） 
・積載率 
 

b. データの把握手法 

○トラックの使用燃料種類、最大積載量 

貨物輸送に使用しているトラックの使用燃料種類、最大積載量を把握する。 
一般的なトラックの使用燃料種類、最大積載量に該当する対象車両は以下

のとおりである。 
 

表 II-18 トラックの使用燃料種類、最大積載量に該当する対象車両  

車種 燃料 最大積載量（kg） 対　象　車　両
軽貨物車 軽貨物車

～1,999 ライトバン、ルートバン、1トン積トラック
2,000以上 2トン積トラック

～999 ライトバン、ルートバン
1,000～1,999 1トン積トラック
2,000～3,999 2トン積トラック
4,000～5,999 4トン積トラック、5.5トン積トラック
6,000～7,999 7.5トン積トラック、1個積通運トラック
8,000～9,999 8トン積トラック、9トン積トラック

10,000～11,999 10トン積トラック、11トン積トラック

１2,000～16,999 13トン積トラック、2個積通運トラック・トラクタ、国際海上コンテナ用トラクタ

小型・普通貨物車 軽油

軽・小型・普通貨物車 ガソリン

 

注：通運トラック・トラクタは、コンテナを含む重量で最大積載量を適用する。 

 
使用している車両の最大積載量については、物流事業者に指定している場合や

事業者ヒアリングにより把握することが可能な場合もあるが、現実的に把握が困

難な場合もある。その場合には、使用が想定される主な車種を設定することが必

要である。 
なお、改良トンキロ法の原単位は最大積載量 17ｔ未満のデータに基づき設定

されているため、17ｔ以上の大型車両については燃費法等で実測により把握す

るのが望ましい。 
 

○輸送量（トンキロ） 

貨物区分毎に輸送重量（トン）と輸送距離（キロ）を把握し、それぞれ合算す

る 
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貨物区分 

Ａ  
①トン

 × 
②キロ

 ＝ 
③トンキロ  

Ｂ  
①トン

 × 
②キロ

 ＝ 
③トンキロ  

 
＋）           

③総トンキロ  
 

 
＜輸送重量（トン）＞ 

貨物区分ごとに荷主が自ら把握する。実重量を把握するのが望ましい。輸

送重量ではなく輸送容積や個数で管理されている場合と輸送途中で増減があ

る品目の貨物量の算出方法は、以下のとおりである。 
 

・ 輸送容積や個数で管理されている場合は、輸送容積単位又は個数単位の輸送

重量を求めて、輸送重量換算に変更して車種別輸送重量を算出する。 

容積単位当たり輸送重量（トン/m3）×輸送容積（m3）＝輸送重量（トン） 

個数単位当たり輸送重量（トン/個）×輸送個数（個）＝輸送重量（トン） 

 
・輸送途中で増減がある品目の貨物量は、輸送区間（トリップ）ごとの輸送重

量の総和を輸送区間で除して稼動日ごとの輸送重量（トン）を算出する。 
・これが困難な場合は、稼動日ごとの輸送中の平均積載輸送重量を輸送重量と

する。 

輸送重量（トン）の総和／トリップ数＝輸送重量（トン）  

・それも困難な場合には、出発時の総重量を最遠地まで輸送したとみなして稼

働日単位の重量とする 
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図 II-14 輸送途中で増減がある（複数箇所への配達がある）場合のトンキロの 

算定方法 

出典）経済産業省省エネ法（荷主）運用指針 ver1.0 

 
○輸送距離 

貨物区分ごとに発着地点を指定した荷主が、発着地点間の距離、都道府県

庁所在地間距離等を活用して推計する。輸送経路が一定でない場合には、稼動

日ごとの輸送距離を一定期間（週間あるいは月間等）集計して輸送距離とする。 
 

○積載率 
積載率は輸送区間毎に求めるのが正確となるが、現実的には難しい。この

ため、次の方法の中で可能な方法を用いて把握する。なお、積載率は重量ベー

スで把握する。 
 
■輸送区間毎に把握する場合 

輸送区間別に、次のように求める。 

・積載率＝貨物重量／最大積載量 

 

■まとめて集計して把握する場合 

1 ヶ月等の単位で、次のように求める。 

・平均的な積載率（代表的な輸送状態の積載率の単純平均） 

・積載効率＝輸送トンキロ／能力トンキロ（＝最大積載量×輸送距離）

重量（トン） 距離（キロ） 

輸送区間（トリップ） 

ごとの輸送重量 

一定期間単位の 

平均積載重量 

出発地の総重量 

輸送区間距離 

（トリップ単位距離）

１．輸送区間（トリップ）単位でデータ把握が可能な場合 

２．一定期間単位※でデータ把握が可能な場合 

３．上記のいずれの方法もできない場合 

一定期間単位の 

距離 

稼働日単位の距離

（一日単位など） 

※一日単位、一ヶ月単位など 

←

重
量

距離（ルート）→

トンキロ

←

重
量

距離（ルート）→

トンキロ

平均積載重量

←

重
量

距離（ルート）→

トンキロ
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3) 標準原単位 

燃料別最大積載量別の積載率に応じた輸送トンキロ当たり燃料使用量は次の

数式に基づき算出する。 
 

【ガソリン車】  ln y=2.67 -0.927 ln (x/100) -0.648 ln z 

【ディーゼル車】 ln y=2.71 -0.812 ln (x/100) -0.654 ln z 

ただし、y:輸送トンキロ当たり燃料使用量(l)、x:積載率(%)、z:最大積載量(kg) 

（有効数字 2 桁）。ln は自然対数。積載率 10％未満の場合は、積載率 10％の時の値を用いる。

 
ここで、CNG 車及びハイブリッド車の燃費については今後の検討課題であり、

本ガイドラインの今後の更新版や業界の設定値を参考とすることができる。 
なお、参考として代表的な最大積載量と積載率に応じた輸送トンキロ当たり燃

料使用量は下表のとおりとなる。 
 

表 II-19 燃料別最大積載量別積載率別輸送トンキロ当たり燃料使用量（参考表） 

中央値 10% 20% 40% 60% 80% 100%
軽貨物車 350 2.74 1.44 0.758 0.521 0.399 0.324

～1,999 1000 1.39 0.730 0.384 0.264 0.202 0.164
2,000以上 2000 0.886 0.466 0.245 0.168 0.129 0.105

～999 500 1.67 0.954 0.543 0.391 0.309 0.258
1,000～1,999 1500 0.816 0.465 0.265 0.191 0.151 0.126
2,000～3,999 3000 0.519 0.295 0.168 0.121 0.0958 0.0800
4,000～5,999 5000 0.371 0.212 0.120 0.0867 0.0686 0.0573
6,000～7,999 7000 0.298 0.170 0.0967 0.0696 0.0551 0.0459
8,000～9,999 9000 0.253 0.144 0.0820 0.0590 0.0467 0.0390

10,000～11,999 11000 0.222 0.126 0.0719 0.0518 0.0410 0.0342
１2,000～16,999 14500 0.185 0.105 0.0601 0.0432 0.0342 0.0285

車種

軽・小型・
普通貨物車

ガソリン

小型・普通
貨物車

軽油

燃料
最大積載量（kg）

積載率（％）
輸送ﾄﾝｷﾛ当たり燃料使用量（リットル/ｔ・km）

 
注１：より正確にエネルギー使用量を求めるには、関数式に値を代入して原単位を求める。 

（有効数字 2 桁） 

注２：積載率 10％未満の場合は、積載率 10％の時の値を用いる。 

注３：CNG 車及びハイブリッド車の燃費については今後の検討課題であり、本ガイドラインの

今後の更新版や業界の設定値を参考とすることができる。 

出典）経済産業省告示「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法」より算出 

 

また、積載率の把握が困難な場合には、次に示す最大積載量別に設定した平均

積載率に基づく原単位を使用することができる。 
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表 II-20 積載率が不明な場合の積載率及び輸送トンキロ当たり燃料使用量 

中央値 自家用 営業用 自家用 営業用
軽貨物車 350 10% 41% 2.74 0.741

～1,999 1000 10% 32% 1.39 0.472
2,000以上 2000 24% 52% 0.394 0.192

～999 500 10% 36% 1.67 0.592
1,000～1,999 1500 17% 42% 0.530 0.255
2,000～3,999 3000 39% 58% 0.172 0.124
4,000～5,999 5000 0.102 0.0844
6,000～7,999 7000 0.0820 0.0677
8,000～9,999 9000 0.0696 0.0575

10,000～11,999 11000 0.0610 0.0504
１2,000～16,999 14500 0.0509 0.0421

車種

62%

軽・小型・
普通貨物車

ガソリン

小型・普通
貨物車

軽油

燃料

49%

最大積載量（kg）
積載率が不明な場合

平均積載率 原単位（ｌ/ｔ・km）

 

出典）経済産業省告示「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法」 

 
4)具体的な算定方法 

a. 算定方法（必要データの検討、対策効果の算定方法の策定） 

事業所におけるトラック輸送の CO2 排出量の算定方法は、①輸送区間ごと

の輸送トンキロと空車走行距離から算出、②実車時の平均積載率から算出、③

空車も含めた平均積載率から算出、の 3 パターンがある。 
ここでは、事業者の負担が少なく現実的な方法である「③平均積載率から

算出」を例にあげて解説する。 
 
平均積載率から算出 

総走行距離に平均積載量を乗じて輸送トンキロを算出し、平均積載率の輸

送トンキロ当たりのエネルギー使用量を乗じて CO2 排出量を算出する。 
ここで平均積載率は常時運行しているトラックの平均的な値とする。 
CO2 排出量 Q は以下のとおりである。 
Q＝C×A×y×単位発熱量（軽油）×炭素排出係数（軽油）×44/12 

 
使用トラック 最大積載量（トン）：ｗ 
平均積載量（トン）：C 
総走行距離（km）：A（実車走行距離＋空車走行距離） 
平均積載率（％）：C／w×100 
平均積載率の輸送トンキロ当たり輸送トンキロ当たりのエネルギー使用量：y 
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6 ﾄﾝ積載 4 ﾄﾝ積載 8 ﾄﾝ積載 0 ﾄﾝ積載 0 ﾄﾝ積載

 
b. 試算例 

最大積載量 10 トンのトラックで以下の輸送を行った場合の CO2排出量を試算

する。 
 
 

 

 
使用トラックの最大積載量（トン） ｗ＝10ｔ 
総走行距離 A＝（20＋15＋20＋10＋25）＝90km 
平均積載率 k＝輸送トンキロ／能力トンキロ＝ 

（6×20＋4×15＋0×20＋8×10+0×25）／10×（20＋15＋20＋10＋25）×100 
＝29％ 

平均積載輸送重量 W＝10×29％＝2.9ｔ 
輸送トンキロ Ｔ＝A×W＝90×2.9＝261 トンキロ 
積載率 29％の輸送トンキロ当たりの燃料使用量 

y29＝exp(2.71－0.812×ln(29/100)－0.654×ln(10000)) 
＝0.0994l/t・km 

 
CO2 排出量 Q は以下のとおりである。 

Q＝Ｔ×y29×1/1000×単位発熱量（軽油）×排出係数（軽油）×44/12 
＝261×0.0994/1,000×38.2×0.0187×44/12 
＝0.0680t-CO2 

 

 

20km 15km 20km 10km 25km 
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(4)輸送区間別輸送重量法（地域間マトリックス法）＜作成中＞ 

1)算定式 

輸送モード別輸送区間別 CO2 排出原単位を用いて CO2 排出量を算定するのが

地域間マトリックス法である。算定式を図 II-15 図 II-15 に示す。 
 

燃料購入量
（㍑）

燃料使用量
（㍑）

CO2排出係数
（kg-CO2/㍑）

×
CO2排出量
(kg-CO2)

＝

輸送重量
（t）

物 流 事 業 者 側 作 成 デ ー タ

区間別
CO2排出原単位

(ｔ-CO2／ｔ)

区間別CO2排出量

区間別
輸送重量

(ｔ)

単 位 期 間 実 態 調 査

全体CO2排出量

荷 主 側 作 成 デ ー タ重量別区間別
出荷個数

区間別
輸送重量

→

 

 

図 II-15 地域間マトリックス法によるＣＯ２排出量算定式 

 

一般に、トラックが特定の荷主専属の車両である場合は、その車両の燃料使用

量（≒購入量）をもって排出量を算出することができる。 
それ以外の、同一の車両に複数の荷主の荷物が混載されている、あるいは日に

よって荷主が変わる等の場合、各荷主の CO2 排出量を求めるためには、その輸

送量等に応じて排出量を荷主別に按分しなければならない。 
ここで、物流事業者側の荷主データをもとに按分を行う場合、以下のように困

難な点がある。 
・荷主別割合は事業者の企業秘密と不可分に結びついたデータであるため、事

業者からの提供が困難である。また、提供する荷主別按分割合の精度の検証

のためには、第三者であるにしろ、荷主の情報を提示しなければならなくな

る。 
・多重な元請･下請構造であるため、荷主の貨物をそれぞれ下請けに遡ってデー

タ収集するのは困難である。 
 
このように、当面は精度の検証は必要ないと思われるものの必要になった場合

に検証方法のルールが未整備であることやデータ収集自体の困難さがあるため、
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すぐに燃料法を導入するのは現実的には難しいことが考えられる。そこで、代替

手法として、以下のような荷主側と物流事業者側双方によるデータの持ち寄りに

より算定を行うことが考えられる。なお、当面の手法として、および自社での原

単位算出困難な事業者のために、修正手法として業界平均値を整備する。 
 

表 II-21 ＣＯ２排出原単位の作成・利用方法 

区分 原単位の作成方法 原単位の利用方法 

標準手法 各物流事業者が実績として得ら

れた CO2 排出量を輸送重量で除

して原単位を作成する。 

荷主別輸送重量に各物流事業者の

輸送重量当たり排出原単位を乗じ

て算出する。 

修正手法 物流業界が調査して収集したデ

ータを基に CO2 排出量を輸送重

量で除して原単位を乗じる方法 

荷主別輸送重量に物流業界で設定

した輸送重量当たり排出原単位を

乗じて算出する。 

 
 

× ＝輸送重量
輸送重量当たり

CO2排出量
CO2排出量

荷主側提供
物流事業者側

提供

 

図 II-16 地域間マトリックス法による算定方法の考え方 
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2)データ把握方法 

地域間マトリックス法で必要となるデータは、荷主の場合、委託先別方面別輸

送重量であり、物流事業者が自ら CO2 排出原単位を作成して報告する場合には

方面別の燃料使用量と輸送重量（トン）である（荷主が業界で設定した CO2 排

出原単位を用いる場合は物流事業者のデータ把握は不要）。 
 
ここで、各データの入手に当たっては、その頻度・単位にも様々な可能性があ

る。ただし、原則として燃料購入の精算をする月単位を一つの目安とする。輸送

重量の把握については輸送区間別輸送重量（トン）という単位で把握することを

標準とする。 
 

表 II-22 地域間マトリックス法において算定に必要なデータの把握頻度・単位 

物流事業者 
データ項目 頻度 単位 

燃料使用原単位 

方面別輸送重量（ト

ン）あたり CO2 排出量

(CO2 排出原単位) 

・ 年間平均値 

（当面は業界標準値）

・ 方面別 

 
荷主企業 

データ項目 頻度 単位 

月間輸送重量 

（伝票より集計） 

・ 毎月あるいは年間 ・ 委託先別 

・ 仕向け地別 

 
 
荷主の場合の地域間マトリックス法を用いた CO2 排出量把握方法の具体例を

図 II-17 図 II-17 に示す。ここでは、自社車両及び専用便（貸切便）について

は燃料法で算定しているが、委託した貨物については、特に混載の場合燃料の按

分が出来ない場合が多いので、混載便の部分を輸送区間別、単位ロット別の原単

位を使用することとしている（地域間マトリックス法で算定）。 
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給油量

自社車両

荷主A

混載便

運転日報

給油量

委託先分

CO2

X社

Y社

専用便（貸切）

CO2

燃料
使用量
（全体）

輸送モード別
輸送区間別

CO2排出原単位
給油量CO2

燃料使用量

荷主が入手するデータ

燃料使用量調査
・対象車両
・対象期間
・燃料使用量

燃料使用量調査
・対象車両
・対象期間
・輸送区間
・輸送重量

物流事業者（X社）

物流事業者（Y社）

燃料法

各荷主
出荷ﾛｯﾄ別
輸送重量

燃料法

地域間マトリックス法

輸送重量調査
・委託輸送方面
・委託個数等
・委託輸送重量

輸送重量

 

注：燃料法と地域間マトリックス法を組み合わせた場合 

図 II-17 地域間マトリックス法を用いたＣＯ２排出量算定のためのデータ  
把握方法の例（荷主の場合） 
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表 II-23 輸送重量調査票のイメージ（荷主の場合） 

  会社名                  

  拠点名                  

  対象期間                 

委託先 
事業者名 

委託輸送方面 委託個数等 委託輸送重量

（トン） 
（自動計算） 

○○運送 →   
    
    
    
○○運送計    
××物流    

・・・    
 
入力にあたって以下のシステムを準備する。 
○個数等を輸送重量に自動変換するデータベース（荷主毎にカスタマイズ） 
 
 

表 II-24 燃料使用量調査票のイメージ（物流事業者） 

  会社名                  

  拠点名                  

  対象期間                 

車両番号 輸送区間 調査期間 
輸送距離 
（ｋｍ） 

調査期間 
輸送重量 
（トン） 

調査期間 
燃料消費量 
（リットル） 

 →    
 →    
 →    
 →    
 →    
 
入力にあたって以下のシステムを準備する。 
○毎日の輸送距離実績入力、毎日の輸送量実績 
○平均積載率（車両重量から総輸送重量算出のため） 
○輸送重量（トン）あたり排出量の算出データベース（当面は業界標準値で） 
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3)標準原単位 

上記、輸送トンキロ別の排出量について、荷主側の出荷方面および出荷ロット

に基づいて、簡易に算出可能なように、標準マトリックスを荷主および物流事業

者に提供するものとする。標準マトリックスは各輸送手段の実績をもとに、全国

２５主要都市間の重量あたり排出量を表（主表）として提示するもので、主要都

市間以外の輸送は県単位の表（副表）で修正できる。 
この原単位は、当面は業界の標準値を用いることとし、その後、定期的な検証

作業をもとに、精度の高い原単位を供給していくものとする。なお、業界の標準

値は今後作成予定である。 
 

表 II-25 輸送手段別ＣＯ２排出原単位マトリックス 主表 発着都市（案） 

都市番号 発着都市名 地域区分 主表数 主表の構成

1 札幌 北海道 24  　1-2　～　1-25

2 釧路 北海道 24 　 2-1　～　2-25

3 盛岡 北東北 24  　3-1　～　3-25

4 仙台 東東北 24  　4-1　～　4-25

5 秋田 西東北 24  　5-1　～　5-25

6 水戸 東関東 24  　6-1　～　6-25

7 さいたま 北関東 24  　7-1　～　7-25

8 東京都区部 京浜葉 24  　8-1　～　8-25

9 新潟 新潟 24  　9-1　～　9-25

10 金沢 北陸 24 　10-1　～　10-25

11 長野 甲信 24 　11-1　～　11-25

12 浜松 静岡 24 　12-1　～　12-25

13 名古屋 中京 24 　13-1　～　13-25

14 京都 近畿 24 　14-1　～　14-25

15 大阪 阪神 24 　15-1　～　15-25

16 松江 山陰 24 　16-1　～　16-25

17 広島 山陽 24 　17-1　～　17-25

18 下関 山口 24 　18-1　～　18-25

19 高松 北四国 24 　19-1　～　19-25

20 松山 北四国 24 　20-1　～　20-25

21 高知 南四国 24 　21-1　～　21-25

22 福岡 北九州 24 　22-1　～　22-25

23 熊本 中九州 24 　23-1　～　23-25

24 鹿児島 南九州 24 　24-1　～　24-25

25 那覇 沖縄 24 　25-1　～　25-25

合計 600  
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表 II-26 輸送手段別ＣＯ２排出原単位マトリックス 主表 イメージ 

主表 ( 8 －　22）

発地 東京
着地 福岡

（単位：ｇＣＯ２／ｋｇ）
ロット重量 トラック トラック 鉄道 海運 航空

特積み 貸切 両端トラック 両端トラック 両端トラック
１ｋｇ～

３００ｋｇ
３０１ｋｇ～

１ｔ
１ｔ～

３ｔ
３ｔ～

５ｔ
５ｔ超～

１０ｔ
１０ｔ超～

1623.0

228.3 　　－－－ 58.2 79.6 1578.2

273.0 　　－－－ 102.9 124.3

228.3 963.6 58.2 79.6 1578.2

1552.053.331.9202.0202.0

202.0 202.0 　－－－

　－－－53.331.9202.0202.0

31.9 53.3

 

注：上記表は仮数値であり、今後調査の上設定予定 

 

表 II-27 輸送手段別ＣＯ２排出原単位マトリックス 副表 発着都道府県（案） 

府県番号 発着府県名 副表数 府県番号 発着府県名 副表数
101 北海道 1 126 京都府 1
102 青森県 1 127 兵庫県 1
103 岩手県 1 128 大阪府 1
104 宮城県 1 129 奈良県 1
105 秋田県 1 130 和歌山県 1
106 山形県 1 131 岡山県 1
107 福島県 1 132 広島県 1
108 群馬県 1 133 鳥取県 1
109 栃木県 1 134 島根県 1
110 茨城県 1 135 山口県 1
111 埼玉県 1 136 香川県 1
112 東京都 1 137 愛媛県 1
113 千葉県 1 138 徳島県 1
114 神奈川県 1 139 高知県 1
115 新潟県 1 140 福岡県 1
116 長野県 1 141 大分県 1
117 富山県 1 142 佐賀県 1
118 石川県 1 143 長崎県 1
119 福井県 1 144 熊本県 1
120 山梨県 1 145 宮崎県 1
121 静岡県 1 146 鹿児島県 1
122 愛知県 1 147 沖縄県 1
123 岐阜県 1
124 三重県 1
125 滋賀県 1

合計 47  
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表 II-28 輸送手段別ＣＯ２排出原単位マトリックス 副表 イメージ 

副表 （142）

地区 佐賀県

（単位：ｇ-ＣＯ２／ｋｇ・ｋｍ）
ロット重量 トラック トラック 鉄道 海運 航空

都市内集配都市間
１ｋｇ～

３００ｋｇ
３０１ｋｇ～

１ｔ
１ｔ～

３t
３ｔ～

５ｔ
５ｔ超～

１０ｔ
１０ｔ超～

1.949 0.830

0.830

0.830 0.830

0.830

0.830

0.174

0.174

0.174

0.174

0.830

0.021 0.038 1.480

1.4800.0380.021

0.021 0.038 1.480

1.4800.0380.021

0.021 0.038 　－－－

　－－－0.0380.021
 

注：上記表は仮数値であり、今後調査の上設定予定 

 
4)ガイドライン導入のメリット 

今回のガイドライン導入のメリットについて、既存の事業者提出資料からみる

と、東京都の場合、「地球温暖化対策」および「自動車環境管理」の両面からデ

ータが求められている。 
これらの書類においては、CO2 排出量ならびに燃料種毎の燃料消費量が求めら

れており、これらの数値と連動した把握手法としてアウトプットできるものの整

備を行ない、事業者への導入メリットとする。 
 

5)具体的な算定方法 

a. 算定方法（必要データの検討） 

算出に当たっては、物流事業者側と荷主企業側のそれぞれの共同データ提

供を前提とする。 
物流事業者側では、定期的に一定期間について、区間別の燃料使用量、走

行距離、輸送ロットを把握する。それらをもとに、区間別の CO2 排出原単位

を設ける（ただし、当面は業界平均値を作成する）。 
荷主企業側では、１出荷あたりの方面別・出荷ロットの実績重量を把握す

る。 



 II-43

 

b. 試算例 

物流事業者側提供の CO2 排出原単位：表 II-26 表 II-26 及び表 II-28 表 
II-28 の例（仮数値） 

 
東京から佐賀に定期的にロット 2 トンの製品をトラックで送るメーカーの例 

主表８－２２（表 II-26 表 II-26）から 
東京―福岡間（得積み） 228.3 g-CO2/kg  ----① 
 
８ページの表 副表（142）（表 II-28 表 II-28）から 
福岡―佐賀間 距離 56km（都市内集配）  
0.830 × 56 ＝ 46.5  g-CO2/kg    ----②（調整用原単位） 
 
東京―佐賀間 原単位 

274.8 g-CO2/kg  ----①+②  
         

この輸送による CO2 排出量は 
274.8 g-CO2/kg × 2,000 kg ＝ 549.6 kg-CO2 
 
年間 50 回輸送したとすると 
549.6 kg-CO2   ×  50   ＝  27.5 t-CO2 
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(5)従来トンキロ法 

1)算定式 

従来トンキロ法は、主な輸送機関別の輸送トンキロを使用して簡易に CO2 削減

効果を算定する方法である。算定式は以下のとおりである。 
 

輸送重量
(ﾄﾝ : t)

輸送距離
(ｷﾛﾒｰﾄﾙ : km)

×

輸送トンキロ
（トンキロ）

従来トンキロ法CO2排出原単位
(g-CO2 / トンキロ)

CO2排出量
(t-CO2)

＝ ×
1/1,000,000

(t-CO2/g-CO2)
×

*データ収集・作成については、2)参照
 

図 II-18 従来トンキロ法によるＣＯ２排出量算定式 

 
なお、省エネ法ではトラック以外の輸送機関に対してこの手法を利用できる。 
 

2)データ把握方法 

a. CO2 排出量の算定に必要な要素 

必要な要素は、以下のとおりである。 
 
・使用車両の業態（営業用、自家用）、車種（軽貨物、小型貨物、普通貨物） 
・車種別の輸送重量（トン） 
・車種別の輸送距離 
 

b. 把握手法 

○トラックの業態（営業用、自家用）、車種（小型貨物、普通貨物） 

貨物輸送に使用しているトラックの業態（営業用、自家用）、車種（小型貨物、

普通貨物）を把握する。 
 

○輸送量（トンキロ） 

貨物区分毎に輸送重量（トン）と輸送距離（キロ）を把握し、それぞれ合算す

る。 
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貨物区分 

Ａ  
①トン

 × 
②キロ

 ＝ 
③トンキロ  

Ｂ  
①トン

 × 
②キロ

 ＝ 
③トンキロ  

 
＋）           

③総トンキロ  
 

 
＜輸送重量（トン）＞ 

貨物区分ごとに荷主が自ら把握する。実重量を把握するのが望ましい。輸

送重量ではなく輸送容積や個数で管理されている場合と輸送途中で増減があ

る品目の貨物量の算出方法は、以下のとおりである。 
 

・ 輸送容積や個数で管理されている場合は、輸送容積単位又は個数単位の輸送

重量を求めて、輸送重量換算に変更して車種別輸送重量を算出する。 

容積単位当たり輸送重量（トン/m3）×輸送容積（m3）＝輸送重量（トン） 

個数単位当たり輸送重量（トン/個）×輸送個数（個）＝輸送重量（トン） 

 
・輸送途中で増減がある品目の貨物量は、輸送区間（トリップ）ごとの輸送重

量の総和を輸送区間で除して稼動日ごとの輸送重量（トン）を算出する。 
・これが困難な場合は、稼動日ごとの輸送中の平均積載輸送重量を輸送重量と

する。 

輸送重量（トン）の総和／トリップ数＝輸送重量（トン）  

・それも困難な場合には、出発時の総重量を最遠地まで輸送したとみなして稼

働日単位の重量とする 
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図 II-14 図 II-14 輸送途中で増減がある（複数箇所への配達がある）場合のトンキ

ロの 

算定方法（再掲） 

出典）経済産業省省エネ法（荷主）運用指針 ver1.0 

 
 
○輸送距離 

貨物区分ごとに発着地点を指定した荷主が、発着地点間の距離、都道府県

庁所在地間距離等を活用して推計する。輸送経路が一定でない場合には、稼動

日ごとの輸送距離を一定期間（週間あるいは月間等）集計して輸送距離とする。 
 

3)標準原単位 

従来トンキロ法による CO2 排出原単位は、当該年度における各輸送機関の輸

送トンキロ、エネルギー消費量、エネルギー別 CO2 排出原単位に基づいて次の

とおりに設定している。 

重量（トン） 距離（キロ） 

輸送区間（トリップ） 

ごとの輸送重量 

一定期間単位の 

平均積載重量 

出発地の総重量 

輸送区間距離 

（トリップ単位距離）

１．輸送区間（トリップ）単位でデータ把握が可能な場合 

２．一定期間単位※でデータ把握が可能な場合 

３．上記のいずれの方法もできない場合 

一定期間単位の 

距離 

稼働日単位の距離

（一日単位など） 

←

重
量

距離（ルート）→

トンキロ

←

重
量

距離（ルート）→

トンキロ

平均積載重量

←

重
量

距離（ルート）→

トンキロ

※一日単位、一ヶ月単位など 



 II-47

 

表 II-29 輸送機関別の輸送トンキロ当たりＣＯ２排出原単位 

（ｇ-ＣＯ２／ｔ・ｋｍ） 

区分 (g-CO2/トンキロ) 

営業用普通車 173

営業用小型車 808

営業用軽自動車 1,951

自家用普通車 394

自
動
車 

自家用小型車 3,443

鉄道 22

内航船舶 39

国内航空 1,490

注 1：普通車とは積載量 3 トン以上のもの 

注 2：自動車は平成 14 年度、鉄道、内航船舶、国内航空は平成 15 年度 

出典）自動車：国土交通省、鉄道、内航船舶、国内航空：環境省・経済産業省 

 
 

(6)輸送料金法（参考） 

参考として、輸送料金から求める簡易的な手法を示す。他の方法が不可能な場合

にのみ代替手法として利用する。 
 

 

＊ この場合の CO2 排出原単位には、国立環境研究所「産業連関表による環境負荷原単位デー

タブック(http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/db/d031/3eid.html)」によるものが参考と

して挙げられる。 

 
出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』 

輸送料金
（円）

CO2排出原単位
(kg-CO2 / 円)

CO2排出量
(kg-CO2 )

＝ ×
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1.1.3 環境効率化指標の設定方法 

輸送における環境効率化指標としては、ロジスティクス活動の規模と組み合わせた

燃費（km/l）、CO2 排出量／輸送トンキロ等と、経営指標と組み合わせた CO2 排出量

／売上高、CO2 排出量／生産量等が考えられる。これらは目的に応じて利用するのが

望ましいため、環境効率化指標とその利用方法を表 II-30 表 II-30 に示す。 

 

表 II-30 輸送における各種環境効率化指標とその利用方法 

環境効率化指標 利用方法 想定される利用者 備考 

燃費（km/l） 
走行の効率性（運転技

術等）を評価 
物流事業者 

車両の積載率等による補

正ができないと比較は難

しい。 

CO2 排出量／

輸送トンキロ 

輸送の環境負荷の経

済的効率性（運転技

術、出荷単位の適切さ

等）を評価 

荷主及び物流事業者

荷物の種類や輸送形態に

よる影響を受ける。 

従来トンキロ法で算定し

た場合にはモーダルシフ

トを除き固定値になりや

すいため不適切 

CO2 排出量／

売上高 

輸送での環境負荷の

経済的効率性（環境と

経済のバランス）を評

価 

荷主及び物流事業者
事業活動内容によって値

は大きく異なる。 

CO2 排出量／

輸送費 

輸送活動の環境面で

の効率性を評価 
荷主 

輸送費の定義が一様でな

いため、比較には注意が

必要 

CO2 排出量／

出荷額 

輸送での環境負荷の

経済的効率性（環境と

経済のバランス）を評

価 

荷主（製造業） 

商品によって価格と輸送

重量・輸送容積の関係に

は大きな開きがある。 

CO2 排出量／

生産量 

供給体制の環境負荷

の経済的効率性（出荷

単位、工場配置の適切

さ等）を評価 

荷主（製造業） 
商品の特性（密度や輸送

条件）に影響を受ける。

注 1：指標としてすべて逆数を取ることも可能 

注 2：燃費、CO2 排出量／輸送トンキロ以外の指標は CO2 排出量を物流拠点と合算して評価す
ることも可能 

注 3：省エネ法ではエネルギー使用量／エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（原単位）
を指標として評価している。 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2004 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』より作成 
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1.2 計画策定時の目標設定方法 
目標の設定方法にはトップダウンによる方法とボトムアップによる方法とがあるが、

ボトムアップによる方法の場合には事前の排出量の推計が必要となる。以下、排出量

の推計を行う場合の目標の設定方法を示す。 

 

1.2.1 推計時の各算定手法の適用方法 

排出量の推計時には、実績評価時に入手できる各種の実績データ（燃料使用量等）

を利用することができない。このため、適用できる算定手法は実績評価時と異なる

場合がある（表 II-31 表 II-31）。ただし、算定手法が異なる場合、算定手法の違い

によって排出量の算定結果が異なるため、計画時の予想と実績との比較のためには、

同一の方法を採用することが望ましい。 
 

表 II-31 企業全体の輸送での目標設定における算定手法の適用方法 

算定手法の適用可能性 利用場面 目標の
種類 燃料法 燃費法 改良トン

キロ法 
従来トン
キロ法 

備考 

絶対値 × ○ ○ ○ 

削減率 × ○ ○ ○ 

燃料法は燃費法で代
替 

排出実態が
不明な場合 

原単位 × ○ ○ △ CO2 排出原単位目標
の場合、従来トンキロ
法は適用困難 

絶対値 △ ○ ○ ○ 

削減率 △ ○ ○ ○ 

排出実態が
わかってい
る場合 原単位 △ ○ ○ △ 

燃料法については、前
年実績等の排出実態
から推計が可能 

○：適用可能。実績評価時の算定手法にあわせて設定 
△：場合により適用が可能 
×：適用が困難 

 
1.2.2 目標設定手順 

目標設定手順は図 II-19 図 II-19 のようなステップとなると考えられる。 
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目標の対象とする範囲の設定

（原則実績算定範囲と同じ）

目標の基準年の設定

（削減率を目標とする場合は必須）

目標種類の決定

（絶対値／削減率／原単位）

目標対象年の設定

（特定年／複数年）

目標値の設定

目標設定方法の決定

（トップダウン／ボトムアップ）

 

 

図 II-19 目標設定手順 

 
1.2.3 目標値の設定方法 

以下、推計方法別に目標値の設定方法を示す。なお、目標値は絶対値の他に、削

減率及び原単位となっている場合があるが、いずれも絶対値から容易に算出できる

ため、ここでは絶対値（総排出量）目標の設定方法を中心に示す。 
*省エネ法では中長期的に毎年 1％エネルギー消費原単位を削減することが目標 

 
(1)燃料使用量・燃費に基づく削減計画の目標値設定方法 

燃料使用量は実績としては把握できるが、事前に計画値を直接推計することは

難しいため、燃費を仮定して配送計画等から推計することとなる。 
荷主の場合には、配送先別の出荷量（配送量）を事業活動計画から推計するこ

とができる。また、利用する車両等の種類や燃費は物流事業者から入手するか、

過去の実績から設定することもできる。このため、取組目標を踏まえて設定した

これらの数値から目標となる燃料使用量を推計し、目標値としての CO2 排出量

を設定することができると考えられる（図 II-20 図 II-20）。 
また、物流事業者の場合には、発生する物流量は事前に把握できないが、発生

した物流量に応じた稼働率や車両等の燃費は把握できるため、荷主から物流量に

関する情報を得るか過去の実績から取組目標を踏まえて推計することにより、目

標値としての CO2 排出量を設定することができると考えられる（図  II-21 図 
II-21）。 
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燃料使用量（目標）

（l）

輸送区間距離

（km）

CO2排出量（目標）

（t）

利用する車両等台数

（ 4t車／10t車／専用船）

利用する車両等の種類

（4t車／10t車／専用船）

出荷量・配送量

（トン）

燃費

（km/l）
混載状況

物流事業者から入手（または過去の実績から荷主が仮定）

荷主が計画して設定

※いずれも、目標となる数値を利用する（燃費目標等）  

図 II-20 燃費に基づく削減計画の目標値設定方法例（荷主の場合） 

 

燃料使用量（目標）

（l）

輸送区間距離

（km）

CO2排出量（目標）

（t）

車両等の稼働率

（ 4t車／10t車／専用船）

出荷量・配送量

（トン）

燃費

（km/l）

物流事業者が計画して設定

荷主から入手（または過去の実績から物流事業者が仮定）

※いずれも、目標となる数値を利用する（燃費目標等）

輸送距離

(km)

他の要素も考慮して推計

 

図 II-21 燃費に基づく削減計画の目標値設定方法例（物流事業者の場合） 
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(2)トンキロ法に基づく削減計画の目標値設定方法 

トンキロ法は、貨物の輸送を物流業に委託していることで、貨物輸送で使用し

た燃料使用量の入手が困難な荷主企業を想定している。 
改良トンキロ法により削減計画の目標を設定するには、利用する車両等の種類

毎に輸送トンキロと積載率を把握していることが前提となる。荷主企業は、配送

先別の出荷（配送量）と輸送区間距離から輸送トンキロを推計することができる

が、その情報と合わせて物流業者から自社の輸送に利用した配送先別の車両等の

種類との紐付けが必要になる。 
目標の設定に当たり、荷主企業の場合には、事業活動計画と委託する物流業者

が利用する車両等の種類や過去の積載率の情報を入手することにより推計でき

る。これらの情報に基づいて取組目標を踏まえた輸送トンキロや積載率の目標値

を推計し、目標値となる CO2 排出量を設定することができる。 
なお、積載率として個々の輸送区間毎の積載率が把握できない場合は、1 ヶ月

又は 1 年等一定期間の平均積載率を用いる。 
従来トンキロ法により削減計画の目標を設定するには、改良トンキロ法のよう

に詳細な情報は必要なく、配送先別の出荷（配送量）と輸送区間距離により輸送

トンキロを把握する。荷主企業は、事業活動計画に基づいて、過去の実績等を用

いながら取組目標を踏まえた輸送機関別の輸送トンキロや積載率を推計し、目標

値となる CO2 排出量を設定することができる。 
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※いずれも、目標となる数値を利用する  

注：なお、積載率として個々の輸送区間毎の積載率が把握できない場合は、1 ヶ月又は 1 年等
一定期間の平均積載率を用いる。 

図 II-22 改良トンキロ法に基づく削減計画の目標値設定方法例（荷主の場合） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※いずれも、目標となる数値を利用する  

図 II-23 従来トンキロ法に基づく削減計画の目標値設定方法例（荷主の場合） 

利用する車両等の種類 

（4t 車／10t 車／船舶） 

出荷量・配送量 

（ﾄﾝ） 

輸送区間距離 

（km） 

輸送トンキロ（目標）

（t・km） 

改良トンキロ法による 

輸送機関別／最大積載量別

積載率別 CO2 排出原単位 

CO2 排出量（目標）

（t） 

積載率（目標） 

（％） 

荷主が計画して設定 

物流事業者から入手（または過去の実績から荷主が仮定） 

利用する車両等の種類 

（4t 車／10t 車／船舶） 

出荷量・配送量 

（ﾄﾝ） 

輸送区間距離 

（km） 

輸送トンキロ（目標）

（t・km） 

従来トンキロ法による輸送機

関別 CO2 排出原単位 

CO2 排出量（目標）

（t） 

荷主が計画して設定 

物流事業者から入手（または過去の実績から荷主が仮定） 
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1.2.4 目標となる各種指標の設定方法 

実績評価の際には、CO2 排出量そのもので評価する方法に加え、環境効率化指標を

評価する方法があるが、目標としてはこれらに加え各指標の削減率を設定することも

できる。 

以下に、目標となる各種指標の設定方法とその利用方法を示す。 

 

表 II-32 目標となる各種指標とその利用方法（輸送） 

指標の種類 利用方法 想定される利用者 備考 

絶
対
値

CO2 排出量 
全体としての環境負

荷の程度を評価 
荷主及び物流事業者  

燃費（km/l） 
走行の効率性（運転技

術等）を評価 
物流事業者 

車両の積載率等による

補正ができないと比較

は難しい。 

CO2 排出量

／輸送トン

キロ 

輸送の環境負荷の経

済的効率性（運転技

術、出荷単位の適切さ

等）を評価 

荷主及び物流事業者

荷物の種類や輸送形態

による影響を受ける。 

従来トンキロ法で算定

した場合にはモーダル

シフトを除き固定値に

なりやすいため不適切 

CO2 排出量

／売上高 

輸送の環境負荷の経

済的効率性（環境と経

済のバランス）を評価

荷主及び物流事業者
事業活動内容によって

値は大きく異なる。 

CO2 排出量

／輸送費 

輸送活動の環境面で

の効率性を評価 
荷主 

輸送費の定義が一様で

ないため、比較には注意

が必要 

CO2 排出量

／出荷額 

輸送の環境負荷の経

済的効率性（環境と経

済のバランス）を評価

荷主（製造業） 

商品によって価格と輸

送重量・輸送容積の関係

には大きな開きがある。

環
境
効
率
化
指
標 

CO2 排出量

／生産量 

供給体制の環境負荷

の経済的効率性（出荷

単位、工場配置の適切

さ等）を評価 

荷主（製造業） 
商品の特性（密度や輸送

条件）に影響を受ける。

上記の削減率 
各種指標の改善度合

いを評価 
荷主及び物流事業者

一定期間にわたり継続

的に評価できる。 

注 1：指標としてすべて逆数を取ることも可能 

注 2：省エネ法ではエネルギー使用量／エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（原単位）
を改善目標としている。 
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2． 輸送での削減取組による CO2 削減量の算定 
2.1 実績評価方法 

ここでは、I 編 2.4I 編 2.4 で取り上げた代表的な取組を中心に、その削減効果の算

定手法を示す。 
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想定する取組 

・ 輸送の効率化 

・ モーダルシフト 

・ エコドライブ 

・ 低公害車の導入 

 

2.1.1 算定式 

ここでは、輸送での取組の削減量の算定式を示す。下記の算定基本式に示すように、

取組の与える効果によって燃料使用量、燃費に基づく算定式又は輸送トンキロに基づ

く算定式を用いることとなる。 

 

燃料使用量 CO
2
排出係数

×
CO

2
排出量

＝

１ / 燃費 総走行距離
×

輸送量
（トンキロ）

×
燃料使用原単位

燃費に影響する取組の実施によるCO
2
排

出削減量を算定する
① 燃費に影響する取組の実施によるCO

2
排

出削減量を算定する
①

総走行距離に影響する取組の実施による
CO

2
排出削減量を算定する

② 総走行距離に影響する取組の実施による
CO

2
排出削減量を算定する

②

CO
2
排出係数に影響する取組の実施によ

るCO
2
排出削減量を算定する

③ CO
2
排出係数に影響する取組の実施によ

るCO
2
排出削減量を算定する

③

燃料使用量に影響する取組の実施による
CO

2
排出削減量を算定する

④ 燃料使用量に影響する取組の実施による
CO

2
排出削減量を算定する

④

燃料使用原単位に影響する取組の実施に
よるCO

2
排出削減量を算定する

⑤ 燃料使用原単位に影響する取組の実施に
よるCO

2
排出削減量を算定する

⑤

輸送量に影響する取組の実施によるCO
2

排出削減量を算定する
⑥ 輸送量に影響する取組の実施によるCO

2

排出削減量を算定する
⑥

 

図 II-25 輸送における取組による削減量算定基本式 

 

削減量算定の考え方として、以下では次の２種類を挙げる。 

 

手法１：取組前後の排出量の比較（排出量の算出にあたっては図 II-1 図 II-1 に示

した燃料法、改良トンキロ法等を用いる） 

手法２：LEMS マニュアル方式（『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュア

ル』に示す方法で、手法１の考えを元に図 II-25 図 II-25 の算定基本式の

考え方を用いて取組別に簡略化したもの） 
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以下には手法２（LEMS マニュアル方式）による削減量の簡易算定式を示す1。 

なお、物流量補正係数とは、取組前後で物流重量が変化した場合に必要な係数であ

る。 

 

物流量補正係数 ＝ 取組後の想定物流重量（トン）※ ／ 取組前の物流重量（トン）

※物流重量（トン）に影響を及ぼす取組がなかった場合の物流重量 

 

 

(1)燃費に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 

取組後の燃費
燃料使用削減量 ＝ 燃料使用量 ×（

取組前の燃費
－ １） 

CO2 排出削減量 ＝ ∑ ×
燃料種類

排出係数燃料使用削減量 )CO( 2
※ 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・車両の整備・点検を行っている。(79) 
・アイドリングストップ（キー抜きロープ、パトロール、啓発活動）を実施している。(81)
・低公害車・クリーンエネルギー自動車等を導入している。(86) 

※                 燃料の種類（軽油、CGN、LPG 等）ごとに、燃料使用削減量×CO2

排出係数を求め、それらを合算することを表している（以下同様）。 

 
(2)総走行距離に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 

取組前の総走行距離 × 物流量補正係数 
燃料使用削減量 ＝ 燃料使用量 × （

取組後の総走行距離 
－ 1 ）

CO2 排出削減量 ＝ ∑ ×
燃料種類

排出係数燃料使用削減量 )CO( 2
※ 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・他企業と積み合わせ輸配送を実施している。(45) 

・毎日の輸配送計画に基づいて最適輸配送ルートを選択している。(70) 
・トラックの大型化・トレーラー化により、便数を削減している。(77) 

 
(3)CO2 排出係数に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 

CO2 排出削減量 ＝ ∑
燃料種類

 
｛(取組前の燃料使用量×物流量補正係数×取組前の CO2排出係数) 

 －（取組後の燃料使用量 × 取組後の CO2排出係数）｝ 

 ※燃料種類は、取組により変化したもののみ 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・低公害車・クリーンエネルギー自動車等を導入している。(86) 

                            

 
1 なお、本ガイドラインでは取組を行わなかった場合をベースラインとして考えるため、オリ

ジナルとは表現を変更している。 

∑ ×
燃料種類

排出係数燃料使用削減量 )CO( 2
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(4)燃料使用量に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 

燃料使用削減量 ＝ 取組前の燃料使用量 × 物流量補正係数 － 取組後の燃料使用量 

CO2 排出削減量 ＝ ∑ ×
燃料種類

排出係数燃料使用削減量 )CO( 2
 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・毎日の輸配送計画に基づいて最適輸配送ルートを選択している。(70) 
・トラックの大型化・トレーラー化により、便数を削減している。(77) 
・車両の整備・点検を行っている。(79) 

 
(5)燃料使用原単位に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 

取組前の燃料使用原単位
燃料使用削減量 ＝ 燃料使用量 ×（

取組後の燃料使用原単位
－ 1） 

CO2 排出削減量 ＝ ∑ ×
燃料種類

排出係数燃料使用削減量 )CO( 2
※ 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・車両の整備・点検を行っている。(79) 
・アイドリングストップ（キー抜きロープ、パトロール、啓発活動）を実施している。(81)
・低公害車・クリーンエネルギー自動車等を導入している。(86) 

 
(6)輸送量（トンキロメートル）に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 

＝ (取組前の輸送量 × 物流量補正係数 － 取組後の輸送量) 燃料使用削減量 

× 取組後の燃料使用原単位 

CO2 排出削減量 ＝ ∑ ×
燃料種類

排出係数燃料使用削減量 )CO( 2
 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・製品や製品個装（びん、チューブなど）を軽量化している。(23) 
・他企業と積み合わせ輸配送を実施している。(45) 
・トラックの大型化・トレーラー化により、便数を削減している。(77) 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』 
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2.1.2 削減量の按分について 

荷主の関与1により上記取組が実現した場合の削減量については、当該荷主による物

流に関わる排出削減量を 1.1.2 に述べた按分の考え方に基づき算出することが考えら

れる。 

 

表 II-5 ＣＯ２排出量の荷主別按分方法（再掲） 

標準手法 

（目標） 

輸送区間別の輸送重量（ト

ン）で按分する方法 

（目標となる推奨方法） 

貨物の組み合わせにより輸送区間を細分化

する。輸送区間毎に、CO2 排出量を各輸送機

関の輸送重量（トン）で按分し、輸送した地

点間全体で合計する。 

標準手法 

（当面） 

輸送トンキロで按分する

方法 

CO2 排出量を輸送トンキロで按分する。 

代替手法 

Ａ 

輸送重量（トン）で按分す

る方法 

CO2 排出量を出荷量等の輸送重量（トン）で

按分する。 

配送や固定区間輸送での利用が想定される。

代替手法 

Ｂ 

輸送料金で按分する方法

（他にとりうる手法がな

い場合の簡易手法） 

CO2 排出量を輸送料金で按分する。 

注 1：区間別に按分する場合、トン按分とトンキロ按分は等しい。 

注 2：積載量が容積で決まる場合には、トンの代わりに容積を用いることが考えられる。 

注 3：着荷主でトンの把握が難しい場合には、ケース数、個数、輸送距離での按分も考えられる。 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』より作成 

 

                            

 
1 削減効果への貢献分の考え方（荷主と事業者のいずれか）については I 編 3.3(2)I 編 3.3(2)

の記載参照。 
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2.1.3 削減量の算定におけるデータ把握方法 

削減量の算定方法には複数の手法があり、手法毎に必要なデータは異なる。代表的

手法として、燃料法とトンキロ法が挙げられる。ただし、排出総量把握の際に既に把

握しているデータが存在する場合にはそれを有効に活用することが効率的と言える。

また、荷物が混載されている場合には、排出量の算定と同様に按分が必要となる。 

 
(1)把握が必要なデータ 

削減量の把握に必要なデータとして、例えば次が挙げられる（具体的な算定式は

後述）。削減対策によっては、複数の物流事業者及び荷主のデータが必要となる場合

が生じる。 
 

表 II-33 物流事業者と荷主により把握必要なデータ（例）  

削減対策  物流事業者が把握  荷主が把握  

輸送の効率化（幹線輸送共同

化、共同輸配送、物流拠点再

配置）  

燃費、走行距離  
配送回数  
平均積載率、最大積載量、貨物量

委託貨物量（トン）  

モーダルシフト  輸送機関毎の燃料使用量（燃費、

走行距離）  
平均積載率、最大積載量、貨物量

委託貨物量（トン）  

エコドライブ 

（アイドリングストップ）  
燃料使用量（燃費、走行距離）  
貨物量（輸送トンキロ、トン）  

委託貨物量（トン）  

低公害車の導入 

（CNG 車、ハイブリッド車） 
燃料使用量（燃費、走行距離）  
貨物量（輸送トンキロ、トン）  

委託貨物量（トン）  

備考 複数事業者のデータが必要とな

る場合あり  
混載の場合には按分用

に必要。  

 
(2)データ入手方法 

基本的には 1.1 の内容に準じる。 
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2.1.4 具体例 

取組別の削減量算定の例を以下に示す。2.1.1 に述べた手法 1 または手法 2 で算定

した手法を載せている。なお、取組によって、物流事業者と荷主企業の役割や関与が

異なる点に留意が必要である。 

 

表 II-34 物流事業者と荷主企業の役割  

削減対策  物流事業者  荷主  

輸送の効率化 

－幹線輸送共同化 

－共同輸配送 

－物流拠点再配置  

 
－  
取組の直接実施主体  
取組の直接実施主体  

 
取組の直接実施主体  
取組の直接実施主体  
〃（拠点を保有している場合）  

モーダルシフト  －  取組の直接実施主体  

エコドライブ 

（アイドリングスト

ップ）  

取組の直接実施主体  取組支援、要請等  
 

低公害車の導入 

（CNG 車、ハイブリ

ッド車）  

取組の直接実施主体  取組支援、取引条件指定、要請等

 

 
 

(1)輸送の効率化 

1)幹線輸送の共同化：手法１［改良トンキロ法を使用］ 

同じ区間を 3 社が別々に幹線輸送している貨物を 1 社に共同化する場合の

CO2 削減量を試算する。 
 

年間貨物量：A 社 Ta＝8,000 トン、B 社 Tb＝7,000 トン、C 社 Tc＝5,000 トン 
発着地間輸送距離：500km 
取組前のトラック： 

A 社 最大積載量＝10 トン、平均積載率＝53％ 

 平均積載率＝53％により関数式から y1 を算出 

 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
y1＝exp(2.71－0.812×ln(53/100)－0.654×ln(10000))＝0.0609l/t･km 

B 社 最大積載量＝10 トン、平均積載率＝47％ 

 平均積載率＝47％により関数式から y2 を算出 

 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
y2＝exp(2.71－0.812×ln(47/100)－0.654×ln(10000))＝0.0672l/t･km 

C 社 最大積載量＝10 トン、平均積載率＝33％ 

 平均積載率＝33％により関数式から y3 を算出 
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 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
y3＝exp(2.71－0.812×ln(33/100)－0.654×ln(10000))＝0.0895l/t･km 

共同化後のトラック： 

年間貨物量 T＝Ta＋Tb＋Tc＝8,000＋7,000＋5,000＝20,000 ﾄﾝ/年 

 最大積載量 W＝10 トン、平均積載率＝83％により関数式から Y を算出

 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
Y＝exp(2.71－0.812×ln(83/100)－0.654×ln(10000))＝0.0423l/t･km 

※平均積載率が不明な場合は、改良トンキロ法の積載効率（エラー! 参照元が見つ

かりません。）を平均積載率とする。 
 
単位発熱量（軽油）:Ｊ 

炭素排出係数（軽油）：Ｆとする 
注：関数式とは、表 II-20 積載率表 II-20 積載率の平均積載率を変数とした回帰式を指す。 

 
a. 取組前（現状） 

取組前の CO2 排出量 Q1＝（Ta×L×y1＋Tb×L×y2＋Tc×L×y3）×Ｊ×Ｆ

×44/12 
＝（8,000×500×0.0609＋7,000×500×0.0672＋5,000×500×0.0895）× 

38.2/1,000×0.0187×44/12＝1,840 トン 
 

b. 取組後 

取組後の CO2 排出量 Q2＝（Ta＋Tb＋Tc）×L×Y×Ｊ×Ｆ×44/12 
＝20,000×500×0.0423×38.2/1,000×0.0187×44/12＝1,108 トン 
 

c. 取組による CO2 削減量 

取組による CO2 削減量＝Q2－Q1＝1,840－1,108＝732 トン 
 

d. 取組による CO2 削減率 

CO2 削減率＝732／1,840×100＝39.8％ 
 
 

2)一定地域内の共同輸配送：手法１［改良トンキロ法を使用］ 

一定地域内の共同輸配送の場合の CO2 排出量を試算する。 
 

 A 社、B 社、C 社それぞれの発地：a1、b1、c1 
 同一地域にある到着地：a2、b2、c2 
≪取組前（現状）≫ 

年間発着地間貨物量（トン）：A 社（a1→a2）T1＝500 トン、B 社（b1→b2） 

T2＝600 トン、C 社（c1→c2）T3＝700 トン 
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年間発着地間輸送距離（km）：A 社（a1→a2）L1＝90km、B 社（b1→b2）L2＝120km、

C 社（c1→c2）L3＝80km 

トラックの最大積載量 w： w1＝2 トン（a1→a2）、w2＝4 トン（b1→b2）、 

w3＝4 トン（c1→c2） 

輸送回数 x： x1＝700 回（a1→a2）、x2＝500 回（b1→b2）、 

x3＝800 回（c1→c2） 

≪取組後≫  

年間発着地間貨物量（トン）：T1＝500 トン、T2＝600 トン、T3＝700 トン 

発地センター間  

輸送距離（km）： M1＝10km（a1→b1）、M2＝10km（b1→c1）、 
M3＝70km（c1→d1） 

トラックの最大積載量 W＝8 トン 

輸送回数Ｙ＝300 回 

センター着地間  

輸送距離（km）： N1＝10km（d2→a2）、N2＝0.5km（A2→b2）、
N3＝0.5km（b2→c2） 

トラックの最大積載量 W＝4 トン 

輸送回数Ｙ＝600 回 
 
a. 取組前（現状） 

A 社、B 社、C 社それぞれの発地 a1、b1、c1 から、それぞれ同一地域にある

到着地 a2、b2、c2 にトラックで配送する。この場合の CO2 排出量 Q1 は、それ

ぞれの距離、貨物量、積載率、輸送トンキロ当たりの燃料使用量により次表のと

おりに求められる。 
 

表 II-35 取組前のＣＯ２排出量の算出手順 

距離
積卸
貨物
量

輸送トンキ
ロ

輸送トンキロ
当たり燃料使

用量

燃料使用
量

現状のCO2

排出量Q1

積載率
（＝貨物量／

能力トン）

トラック
最大積
載量

輸送
回数

km トン トンキロ l/t・km リットル t‐CO2 ％ トン 回
L T LＴ y LTy (LTｙJF)44/12 T/wx w x

ａ1 ａ2 90 500 45,000 0.241 10,845 28.4 36% 2 700
ｂ1 ｂ2 120 600 72,000 0.176 12,672 33.2 30% 4 500
ｃ1 ｃ2 80 700 56,000 0.228 12,768 33.4 22% 4 800

－ － 173,000 － － 95.0 － － －

発地 着地

合　計  
注：単位発熱量（軽油）:Ｊ 炭素排出係数（軽油）：Ｆとする 

 
取組前のトラックの輸送トンキロ当たりの燃料使用量（l/t･km）は、各輸送区

間の積載率と関数式から以下のとおりになる。 
ya1＝0.241l/t･km（a1→a2）、ya2＝0.176 l/t･km（b1→b2）、ya3＝0.228l/t･
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km（c1→c2） 
但し積載率は輸送区間ごとの貨物量／（トラックの最大積載量 w×輸送回数

x）により算定。 
 
算定表より、取組前の CO2 排出量は以下のとおりである。 
CO2 排出量 Q1＝95.0 トン 
 

b. 取組後 

A 社、B 社、C 社それぞれの発地 a1、b1、c1 を巡回輸送して共同配送センタ

ーに搬入し、共同配送センターから同一地域にある到着地 a2、b2、c2 に巡回輸

送する。この場合の CO2 排出量 Q2 は、それぞれの距離、貨物量、積載率、輸

送トンキロ当たりの燃料使用量により次表のとおりに求められる。 
 

表 II-36 取組後のＣＯ２排出量の算出手順 

距離
積卸

貨物量
輸送トンキロ

輸送トンキロ
当たり燃料使

用量
燃料使用量

転換後のCO2

排出量Q2

積載率
（＝貨物量／

能力トン）

トラック
最大積
載量

輸送回
数

km トン トンキロ l/t・km リットル t‐CO2 ％ トン 回
M T MT y MTy (MTｙJF)44/12 T/WY W Y

集荷 ａ1 ｂ1 10 500 5,000 0.150 750 2.0 21%
ｂ1 ｃ1 10 1,100 11,000 0.0793 872 2.3 46%
ｃ1 d1 70 1,800 126,000 0.0532 6,703 17.6 75%

－ － 142,000 － 21.9 － － －
配送 d2 ａ2 10 1,800 18,000 0.0837 1,507 3.9 75%

ａ2 ｂ2 0.5 1,100 550 0.125 69 0.2 46%
ｂ2 ｃ2 0.5 500 250 0.237 59 0.2 21%

－ － 18,800 － 4.3 － － －
－ － 160,800 － 26.2 － － －

4 600

合　計

発地 着地

8 300

 

注：単位発熱量（軽油）:Ｊ 炭素排出係数（軽油）：Ｆとする 

 

共同配送センター設置前後のトラックの輸送トンキロ当たりの燃料使用量

（l/t･km）は、各輸送区間の積載率と関数式から以下のとおりになる。 
集荷：y’1＝0.150l/t･km（a1→b1）、y’2＝0.0793l/t･km（b1→c1）、 

y’3＝0.0532l/t･km（c1→d1） 
配送：y’4＝0.0837l/t･km（d2→a2）、y’5＝0.125l/t･km（a2→b2）、 

y’6＝0.237 l/t･km（b2→c2） 
但し積載率は輸送区間ごとの貨物量／（トラックの最大積載量 w×輸送回数

x）により算定。 
算定表より、取組前の CO2 排出量は以下のとおりである。 
CO2 排出量 Q2＝21.9＋4.3＝26.2 トン  

 
c. 取組による CO2 削減量 

CO2 削減量＝Q2－Q1＝95.0－26.2＝68.8 トン 
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d. 取組による CO2 削減率 

CO2 削減率＝68.8／95.0×100＝72.4％ 
 

≪取組前（現状）の輸送経路≫ 
 
 
 
 
 
 
 
≪取組後の輸送経路≫ 
 
 
 
 
 
 
 

図 II-26 取組による輸送経路の変化 

 
3)物流拠点の再配置による走行距離削減：手法１［改良トンキロ法を使用］ 

2 箇所の中継地点を 1 箇所に集約し、輸送距離を短縮した場合の CO2 削減効

果を算出する。 
≪取組前（現状）≫ 

発地 A、着地 B、途中の中継地 c1、c2 から c3 に集約 

年間輸送区間貨物量（トン）：T1＝15,000 トン（A→c1）、T2＝10,000 トン 
（c1→c2）、T3＝20,000 トン（c2→B） 

輸送区間距離（km）： L1＝100km（A→c1）、L2＝70km（c1→c2）、 
L3＝100km（c2→B） 

トラックの最大積載量 w＝10 トン 

輸送回数 x＝3000 回  

≪取組後≫  

年間輸送区間貨物量（トン）：T’1＝25,000 トン（A→c3）、T’2＝20,000 トン 
（c3→B） 

輸送区間距離（km）： L’1＝110km（A→c3）、L’2＝105km（c3→B） 

トラックの最大積載量 w＝10 トン 

輸送回数 x＝3000 回 

 

a1 

b1 

c1 

b2

c2

a2

同一地域 

a1 

b1 

c1 

b2

c2

a2

同一地域 

共同配送

センター
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≪取組前（現状）の輸送経路≫ 
 
 
 
≪取組後の輸送経路≫ 
 
 
 

図 II-27 取組による輸送経路の変化 

a. 取組前（現状） 

発地 A から途中の中継地 c1、c2 で貨物を積卸ししながら着地 B までトラック

で輸送する場合の CO2 排出量 Q1 は、それぞれの距離、貨物量、積載率、輸送

トンキロ当たりの燃料使用量により次表のとおりに求められる。 
 

表 II-37 取組前のＣＯ２排出量の算出手順 

距離 貨物量 輸送トンキロ
輸送トンキロ
当たり燃料使

用量
燃料使用量

現状のCO2排

出量Q1

積載率
（＝貨物量／

能力トン）

トラック
最大積
載量

輸送回
数

（km） （トン） トンキロ l/t・km リットル t-CO2 ％ トン 回
L T LＴ y LTy (LTｙJF)44/12 T/wx w x

A ｃ1 100 15,000 1,500,000 0.0639 95,850 251.1 50%
c1 c2 70 10,000 700,000 0.0888 62,160 162.8 33%
ｃ2 B 100 20,000 2,000,000 0.0506 101,200 265.1 67%
－ － 270 45,000 4,200,000 － － 679.0 － － －

発地 着地

10 3,000

 
注：単位発熱量（軽油）:Ｊ 炭素排出係数（軽油）：Ｆとする 

 
取組前の 10 トントラックの輸送トンキロ当たりの燃料使用量（l/t･km）は、

各輸送区間の積載率と関数式から以下のとおりになる。 
y1＝0.0639 l/t･km（A→c1）、y2＝0.0888 l/t･km（c1→c2）、y3＝0.0506 l/t･

km（c2→B） 
但し積載率は輸送区間ごとの貨物量／（トラックの最大積載量 w×輸送回数

x）により算定。 
算定表より、取組前の CO2 排出量は以下のとおりである。 
CO2 排出量 Q1＝679.0 トン 

 
b. 取組後 

発地 A から途中の中継地 c3 で貨物を積卸して、着地 B までトラックで送する

場合の CO2 排出量 Q2 は、それぞれの距離、貨物量、積載率、輸送トンキロ当

たりの燃料使用量により次表のとおりに求められる。 

A 

B c1 
c2 

A c3 B 

c1、c2 を c3 に集約
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表 II-38 取組後のＣＯ２排出量の算出手順 

距離 貨物量 輸送トンキロ
輸送トンキロ
当たり燃料使

用量
燃料使用量

取組後のCO2

排出量Q2

積載率
（＝貨物量／

能力トン）

トラック
最大積
載量

輸送回
数

（km） （トン） トンキロ l/t・km リットル t‐CO2 ％ トン 回
L' T' L'Ｔ' y' L'T'y' (LTｙJF)44/12 T'/w'x' w' x'

A ｃ3 110 25,000 2,750,000 0.0422 116,050 304.0 83%
c3 B 105 20,000 2,100,000 0.0506 106,260 278.3 67%
－ － 215 45,000 4,850,000 － － 582.3 － － －

発地 着地

10 3,000

 

注．単位発熱量（軽油）:Ｊ 炭素排出係数（軽油）：Ｆとする 

 
取組前の 10 トントラックの輸送トンキロ当たりの燃料使用量（l/t･km）は、

各輸送区間の積載率と関数式から次のとおりになる。 
  

y’1＝0.0422l/t･km（A→c3）、y’2＝0.0506 l/t･km（c3→B） 
但し積載率は輸送区間ごとの貨物量／（トラックの最大積載量 w’×輸送回数

x’）により算定。 
算定表より、取組前の CO2 排出量は以下のとおりである。 
CO2 排出量 Q2＝582.3 トン 

 
c. 取組による CO2 削減量 

CO2 削減量＝Q2－Q1＝679.0－582.3＝96.7 トン 
 
d. 取組による CO2 削減率 

CO2 削減率＝96.7／679.0×100＝14.2％ 
 

4)車両の大型化（複数の小型トラックから１台の大型トラックに転換） 

：手法１［改良トンキロ法を使用］ 

車両の大型化（複数の小型トラックから１台の大型トラックに転換）する場合

の CO2 削減量を算出する。 
 

年間貨物量 T＝20,000 トン/年 
発着地間輸送距離 L＝500km 
取組前（現状）のトラック：最大積載量 10 トン、平均積載率＝67％ 
 平均積載率＝67％により関数式から y1 を算出 

 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
y1＝exp(2.71－0.812×ln(67/100)－0.654×ln(10000))＝0.0504l/t･km 

大型化後のトラック：最大積載量 22 トントレーラ、平均積載率＝65％ 

 平均積載率＝65％により関数式から y2 を算出 

 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
y2＝exp(2.71－0.812×ln(65/100)－0.654×ln(22000))＝0.0308l/t･km 
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※平均積載率が不明な場合は、改良トンキロ法の積載効率を平均積載率とする。 
 
単位発熱量（軽油）:Ｊ 

炭素排出係数（軽油）：Ｆとする 
 
a. 取組前（現状） 

取組前の CO2 排出量 Q1＝T×L×y1×J×F×44/12 
＝20,000×500×0.0504××38.2/1,000×0.0187×44/12＝1,320 トン 

 
b. 取組後 

対策後の CO2 排出量 Q2＝T×L×y2×J×F×44/12 
＝20,000×500×0.0308×38.2/1,000×0.0187×44/12＝807 トン 

 
c. 取組による CO2 削減量 

CO2 削減量＝Q2－Q1＝1,320.1－806.7＝513 トン 
 

d. 取組による CO2 削減率 

CO2 削減率＝513／1,320×100＝38.9％ 
 

5)配送ルートの最適化による、1 回当たりの走行距離短縮：手法２［燃料法を使用］ 

 
燃料削減量＝(取組前の 1 回当たり平均走行距離－取組後の 1 回当たり平均

走行距離)／燃費×配送回数 

CO2 排出削減量＝燃料削減量×単位発熱量×炭素排出係数×44/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 II-28 輸送の効率化による算定の例 

 
なお、輸送の効率化による削減量を算定した事例は 27 社の環境報告書に見られ

た。 

取組前の 1 回あたり平均走行距離：100km 

取組後の 1 回あたり平均走行距離：90km 
燃費：5km/1 
配送回数：700 回 

燃料削減量＝(100－90)／5×700＝1400(l) 
単位発熱量（軽油）：38.2GJ/kl 
炭素排出係数（軽油）：0.0187tC/GJ 

 
CO2 排出削減量＝1400×38.2/1,000×0.0187×44/12＝3.667t-CO2 
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(2)モーダルシフト 

1)トラックから鉄道への転換：手法１［改良トンキロ法を使用］ 

2 地点間のトラック輸送を鉄道輸送に転換する場合の CO2 削減量を算出する。 
 
発地 A、着地 B、発積替駅 A1、着地積替駅 B1 
年間貨物量 T＝7,000 トン/年 
取組前の輸送経路：発地 A→〔トラック L＝500km〕→着地 B 
取組後の輸送経路：発地 A→〔トラック L’1＝45km〕→発駅→〔鉄道 L’2＝480km〕

→〔トラック L’3＝30km〕→着地 

取組前の輸送機関：トラック 

 最大積載量 10 トン、平均積載率＝70％ 

 平均積載率 70％により関数式から y1 を算出 

 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
y1＝exp(2.71－0.812×ln(70/100)－0.654×ln(10000)) 

＝0.0486l/t･km 

取組後の輸送機関： 通運トラック 
 コンテナ積載率＝85％、2 個積(最大積載量 14,500kg とする)
 コンテナ積載率 85％により関数式から y2 を算出 
 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 

y2＝exp(2.71－0.812×ln(85/100)－0.654×ln(14500)) 
＝0.0326l/t･km 

 鉄道 
 従来トンキロ法により鉄道の CO2 排出原単位 h3 を選定 
 CO2 排出原単位 h3＝22 g-CO2/t･km 
※平均積載率が不明な場合は、改良トンキロ法の積載効率を平均積載率とする。

 
単位発熱量（軽油）:Ｊ 

炭素排出係数（軽油）：Ｆとする 
 

a. 取組前（現状） 

取組前の CO2 排出量 Q1＝T×L×y1×J×F×44/12 
＝7,000×500×0.0486×38.2/1,000×0.0187×44/12 
＝445.5 トン 

b. 取組後 

取組後の CO2 排出量 Q2＝T×L’2×h3 ＋(T×L’1＋T×L’3)×y2×J×F×44/12 
＝7,000×480×22×1/1,000,000＋（7,000×45＋7,000×30） 

×0.0326×38.2/1,000×0.0187×44/12 
＝118.7 トン 
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c. 取組による CO2 削減量 

CO2 削減量＝Q2－Q1＝445.5－118.7＝326.8 トン 
d. 取組による CO2 削減率 

CO2 削減率＝326.8／445.5×100＝73.4％ 
 

2)トラックから鉄道への転換（２）：手法１［燃料法を使用］ 

モーダルシフトは、一般に、輸送における CO2 排出原単位の低減を目指した

取組であり、燃料使用量に変化が現れるため、2.1.1(4)燃料使用量に影響する取

組の削減効果を算定する場合に基づいて、CO2 の排出削減量を算定する。モーダ

ルシフトの場合、輸送距離そのものが変化するため、それを踏まえた算定が必要

である。 
下図にモーダルシフトによる CO2 の排出削減量の算定例を示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 1：取組前後とも委託業者による輸送を想定した。 

注 2：鉄道については燃料使用量が得られなかった場合を想定した。 

図 II-29 トラックから鉄道へのモーダルシフトによる算定の例 

 

A 地点 

営業用普通トラック 

25kl×(38.2×0.0187×44/12)t-CO2/kl 
CO2 排出量：65.5t-CO2/年 

鉄道 

500km×１万 t/年×22g-CO2/輸送トンキロ  
CO2 排出量：110t-CO2/年  

B 地点

営業用普通トラック 

10kl×(38.2×0.0187×44/12)t-CO2/kl 
CO2 排出量：26.2t-CO2/年 

営業用普通トラック 

125kl×(38.2×0.0187×44/12)t-CO2/kl 
CO2 排出量：327.4t-CO2/年  

削減量＝327.4－(65.5+110+26.2)=125.7 t-CO2/年 

取組前 

取組後 
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3)トラックから船舶への転換：手法１［従来トンキロ法を使用］ 

中国地方から大阪には陸送、東京には海上輸送していたのを両方とも海上輸送に

転換した場合の算定例を示す（図 II-30 図 II-30、表 II-39 表 II-39）。 
 

X工場
（中国地方）

東京港A港 Z工場

＜大阪行＞

＜東京行＞

Y工場

■取組前

■取組後

X工場
（中国地方）

17t積SUSコンテナ

10t車

10t車

500t/隻

東京港

A港

Z工場

＜大阪行＞

＜東京行＞

Y工場

18t積汎用コンテナ

1000t/隻

大阪港

18t積汎用コンテナ

18t積汎用コンテナ

 

 

図 II-30 トラックから船舶へのモーダルシフトの例 
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表 II-39 取組によるＣＯ２排出削減量の算定例 

（１）取組前

配送距離 ＣＯ２

海上輸送 トラック トラック 海上輸送 トラック 排出量

ｋｍ ｋｍ ｋｍ ｔ ｔ・ｋｇ ｔ・ｋｇ kg-CO2

Y工場（大阪） 0.0 380.0 50.0 13,000 0 5,590,000 972,660

Z工場（東京） 800.0 5.0 100.0 41,500 33,200,000 4,357,500 2,019,805

合　計 800.0 385.0 150.0 54,500 33,200,000 9,947,500 2,992,465

（２）取組後

配送距離 ＣＯ２

海上輸送 トラック トラック 海上輸送 トラック 排出量

ｋｍ ｋｍ ｋｍ ｔ ｔ・ｋｇ ｔ・ｋｇ kg-CO2

Y工場（大阪） 320.0 2.0 10.0 13,000 4,160,000 156,000 185,224

Z工場（東京） 800.0 2.0 60.0 41,500 33,200,000 2,573,000 1,709,302

合　計 1120.0 4.0 70.0 54,500 37,360,000 2,729,000 1,894,526

（３）削減量（取組後－取組前）

配送距離 ＣＯ２

海上輸送 トラック トラック 海上輸送 トラック 排出量

ｋｍ ｋｍ ｋｍ ｔ ｔ・ｋｇ ｔ・ｋｇ kg-CO2

Y工場（大阪） 320.0 -378.0 -40.0 0 4,160,000 -5,434,000 -787,436

Z工場（東京） 0.0 -3.0 -40.0 0 0 -1,784,500 -310,503

合　計 320.0 -381.0 -80.0 0 4,160,000 -7,218,500 -1,097,939

※CO2排出原単位は、内航船舶38g-CO2/t･kg、トラックは174g-CO2/t･kgを使用し、片道で算定

輸送トンキロ

納入先

拠点間輸送距離
納入量

輸送トンキロ

納入先

拠点間輸送距離
納入量

輸送トンキロ

納入先

拠点間輸送距離
納入量
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(3)エコドライブ（アイドリングストップ）：手法２［燃料法を使用］ 

アイドリングストップは、燃料の無駄な使用を避けるための取組で、燃費の向上

につながるものである。このため、2.1.1(1)燃費に影響する取組の削減効果を算定す

る場合に相当する。 
この場合、次のような算定式となる。 
 
燃料使用削減量＝取組後の燃料使用量×（取組後の燃費／取組前の燃費－1）
CO2 排出削減量＝燃料使用削減量×CO2 排出係数 

 

図 II-31 アイドリングストップによる算定の例 

 
(4)低公害車の導入：手法２［燃料法を使用］ 

低公害車には、CO2 排出量の観点からは、次の二つの種類がある。 
既存の自動車（ガソリン車、ディーゼル車）と同じエンジン形式で同じ燃料を使

用するが、非常に低燃費のもの（低燃費車） 
既存の自動車とは使用する燃料が異なり、燃費、排出係数とも異なるもの（新燃

料自動車） 
 
新燃料自動車の場合は、2.1.1(3)CO2 排出係数に影響する取組の削減効果を算定す

る場合と同じになるため、次のような算定方法となる。 
 

CO2 排出削減量＝ ∑
燃料種類

{(取組前の燃料使用量×取組前使用した燃料の CO2 排

出係数)－(取組後の燃料使用量×取組後使用した燃料の CO2

排出係数）} 

※燃料種類は、取組により変化したもののみ 

 

取組後の燃料使用量：100kl 
取組後の燃費：6km/l 
取組前の燃費：5 km/l 

燃料使用削減量＝100×(6／5－1)＝20kl 
 
単位発熱量（軽油）：38.2GJ/kl 
炭素排出係数（軽油）：0.0187tC/GJ 

 
 CO2 排出削減量＝20×38.2×0.0187×44/12＝52.4t-CO2 
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図 II-32 低公害車の導入による算定の例 

 
(5)アウトソーシング（自営転換）：手法１［改良トンキロ法を使用］ 

自社専用トラックで発地 A から着地 B に年間 T トン輸送している貨物をアウト

ソーシングにより物流業者に委託する場合の CO2 削減効果を算出する。 
 

≪取組前（現状）≫ 
年間貨物量：T＝2,000 トン 

発着地間輸送距離：150km 

 取組前の自社トラック：最大積載量 10 トン、平均積載率 33％ 

 平均積載率 33％により関係式から y1 を算出 

 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
y1＝exp(2.71－0.812×ln(33/100)－0.654×ln(10000))＝0.0895l/t･km 

≪取組後≫ 

取組後の委託貨物を輸送するトラックの年間貨物量：T’＝2,000 トン 

発着地間輸送距離：150km 

外部委託することによりトラックの平均積載率が 33％から 75％に向上 

 取組後のトラック：最大積載量 10 トン、平均積載率 75％ 

 平均積載率 75％により関数式から y2 を算出 

 輸送トンキロ当たりの燃料使用量 
y2＝exp(2.71－0.812×ln(75/100)－0.654×ln(10000))＝0.0460l/t･km  

 
単位発熱量（軽油）:Ｊ 

炭素排出係数（軽油）：Ｆとする 
 

取組前の燃料使用量： 90,000 l 
取組後の燃料使用量：100,000 Nm3 

取組前使用した燃料の単位発熱量：38.2GJ/kl（軽油） 
取組前使用した燃料の炭素排出係数：0.0187tC/GJ（軽油） 
取組後使用した燃料の単位発熱量：41.1MJ/ Nm3（都市ガス） 
取組後使用した燃料の炭素排出係数：0.0138tC/GJ（都市ガス） 
 

CO2 排出削減量 
＝(90,000×38.2/1,000×0.0187×44/12)－(100,000×41.1/1,000×0.0138×44/12)
＝27.8t-CO2 
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a. 取組前（現状） 

取組前の CO2 排出量 Q1＝T×L×y1×J×F×44/12 
＝2,000×150×0.0895×38.2/1,000×0.0187×44/12 
＝70.3 トン 

 
b. 取組後 

取組後の CO2 排出量 Q2＝T’×L×y2××J×F×44/12 
＝2,000×150×0.0460×38.2/1,000×0.0187×44/12 
＝36.1 トン 

 
c. 取組による CO2 削減量 

CO2 削減量＝Q2－Q1＝70.3－36.1＝34.2 トン 
 

d. 取組による CO2 削減率 

CO2 削減率＝34.2／70.3×100＝48.6％ 
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2.2 計画策定時の目標設定方法 
2.2.1 目標設定手順 

目標設定を行う削減対策を選定するにあたっては、下記のようなプロセスによる検

討を行うことが考えられる。 

 

① CO2 排出量等の調査と評価分析 

② 削減対策の個別検討 

③ 削減対策の選定 

 

表 II-40 削減対策検討のステップ  

検討ステップ 検討内容 

CO2 排出量等の調査と評価

分析 

企業の輸配送における燃料消費（自家輸送/委託分）の

実態を把握する。 

削減対策の個別検討 実施可能な対策の抽出を行い、その実施可能性につい

て、費用対効果等の観点から検討を行う。 

削減対策の選定 上記検討結果に基づき、削減目標を立てて実施すべき

対策を選定する。 

 
なお、省エネ法では計画書において対策毎にエネルギー使用合理化期待効果を記載

するようになっている。 
 

2.2.2 目標設定方法 

(1)実施方法と目標値 

2.2.1 に示した検討ステップを経て選定された削減対策について、その具体的な実

施計画を策定する。 
 
・ 実施計画における記載項目（例） 
・ 対策の実施対象、実施期間 
・ 対策実施による削減目標（総量/原単位） 
・ 得られる CO2 削減効果 
・ 対策実施に必要なコスト 
・ 費用対効果 等 
 
省エネ/CO2 削減の目標値については、既存の事例あるいは試験的実施を通じ、適

切な値を設定する必要がある。 
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表 II-41 目標値の設定例  

対策 設定方法（例） 
輸送の効率化 既存導入事例等を参考に削減効果の試算

を実施し、目標値を設定。 
モーダルシフト 既存導入事例等を参考に削減効果の試算

を実施し、目標値を設定。 
エコドライブ 既存の導入事例あるいは試験的実施によ

り得られた実績値をベースに設定。 
例：経験値的に数％の燃費改善効果あり

→前年比５％up 等 
低公害車の導入 既存の導入事例あるいは試験的実施によ

り得られた実績値をベースに設定。 
例：対既存車比５％程度の燃費改善、あ

るいは導入台数による目標設定 

 
(2)データ入手方法 

試験的な実施データ等が存在する場合には、削減量算定方法の内容に準じ、デー

タを取得する。 
実績データがない場合には、他の導入事例を活用する。 
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2.2.3 目標値設定の具体例 

取組別の目標値設定の例を以下に示す。 
 

(1)輸送の効率化 

国土交通省は、モーダルシフト、共同化、トラックの低公害車化等による「環境

負荷の小さい物流体系の構築を目指す実証実験」を対象に、荷主と物流事業者が共

同して行い、かつ一定の環境負荷低減効果が認められるものを認定し、補助金を交

付している。 

認定された平成 16 年度認証実験から、目標値の設定の参考とする輸送の効率化策

の削減効果を示す。ここで取上げた輸送の効率化策は、物流拠点の集約化、車両の

大型化等の輸送の効率化策、モーダルシフトで、それぞれの個別の対策ごとに既存

導入事例による CO2 排出量の削減率を整理した。 

物流事業者が事業計画に基づいて輸送の効率策における CO2削減の目標値を設定

する場合は、これらの事例による削減効果を参考に目標値を設定することになる。 

 

1)車両の大型化 

物流事業者の場合の試算例では、10 トントラックから 22 トントレーラに大型

化した場合、CO2 削減率は 57.5％である。広島県本郷～佐賀県の 10 トントラックによ

る輸送をトレーラ輸送に転換した「幹線輸送におけるトラックの大型化による CO2 排出量

削減実験」では、以下に示すとおり 41.5％の削減率になる。 

 

表 II-42 幹線輸送におけるトラックの大型化によるＣＯ２排出量削減実験例 

実験名称 幹線輸送におけるトラックの大型化による CO2 排出量削減実験 
実験概要 10 トントラックから 22 トントレーラへの転換 

申請者 
荷
主
等 

コカ・ｺｰﾗウエストジャパン㈱ 物
流

ロジコムジャパン㈱ 

実験期間 H17 年 1 月～H17 年 12 月（1 年間） 
現
行 

広島県本郷←（トラック）→佐賀県基山・鳥栖 

輸送経路 転
換
後 

広島県本郷←（トレーラ）→佐賀県基山・鳥栖 

貨物 
品
目 

清涼飲料水 貨
物
量

往復：2,328 トン 
（片道：1,164 トン） 

CO2 排出量 
現
行 

145.8 
t-CO2/年 

転
換
後

85.3 
t-CO2/年 

削
減
量

60.5 
t-CO2/年 

削
減
率 

41.5％ 
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2)幹線輸送の共同化 

物流事業者の場合の試算例では、3 社が別々に 10 トントラックで幹線輸送して

いた貨物を 10 トントラック 1 台に転換した場合、CO2 削減率は 39.3％になる。

また、東京～大阪間の 4t 車による個別輸送を、15t 車による共同輸送に転換した「「ラッ

ク」を使用した関東・関西間でのトラック輸送効率化実証実験」では、以下に示すとおり

38.2％の削減率になる。 

 

表 II-43 「ラック」を使用した関東・関西間でのトラック輸送効率化実証実験例 

実験名称 「ラック」を使用した関東・関西間でのトラック輸送効率化実証実験 

実験概要 
・東京～大阪間の 4t 車による個別輸送を、15t 車による共同輸送に転換 
・荷主ごとのラックに仕分け、荷物管理には IC タグの導入を検討 

申請者 
荷
主
等 

日鐵住金溶接工業㈱ 
東邦シートフレーム㈱ 
松菱金属工業㈱ 
日亜鋼業㈱ 日本製線㈱ 

物
流

日鐵物流㈱ 
トーエイ物流㈱ 
(有)山城陸運 

実験期間 H16 年 10 月～H17 年 9 月（1 年間） 
現
行 

①習志野、柏、八千代、羽村―(ﾄﾗｯｸ)→関西各地 
②尼崎、東大阪―(ﾄﾗｯｸ)→関東各地 

輸送経路 転
換
後 

①習志野、柏、八千代、羽村―(4t ﾄﾗｯｸ)→物流拠点(千葉、駿西、川
崎) 
 ―(15t ﾄﾗｯｸ)→物流拠点(摂津、和泉、明石)―(4t ﾄﾗｯｸ)→関西各
地 
②尼崎、東大阪―(4t ﾄﾗｯｸ)→物流拠点(摂津、和泉、明石) 
 ―(15t ﾄﾗｯｸ)→物流 拠点(千葉、駿西、川崎)―(4t ﾄﾗｯｸ)→関東各
地 

貨物 
品
目 

鋼材の二次加工品 貨
物
量

関西行き：17,000 トン 
関東行き：17,000 トン 

CO2 排出
量 

現
行 

3638.4 
t-CO2/年 

転
換
後

2247.2 
t-CO2/年 

削
減
量

1391.2 
t-CO2/年 

削
減
率 

38.2％ 

 

3)物流拠点集約による輸送効率化 

物流事業者の場合の試算例では、2 箇所の中継地点を 1 箇所に集約し、輸送距

離を短縮した場合、CO2 削減率は 13.8％になる。また、菓子原材料、菓子、包装

材料の物流拠点が分散していたため、輸送の効率化を図ることを目的に物流拠点

を坂戸に集約化した「物流拠点集約による幹線輸送距離の短縮実証実験」では、以下

に示すとおり 34.6％の削減率になる。 
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表 II-44 物流拠点集約による幹線輸送距離の短縮実証実験例 

実験名称 物流拠点集約による幹線輸送距離の短縮実証実験 
実験概要 ・物流拠点を集約し、トラック走行距離の短縮により CO2 排出量を削減 

申請者 
荷
主
等 

明治製菓㈱ 
㈱バンダイロジパル 

物
流

川崎陸送㈱ 

実験期間 H16 年 8 月～H17 年 7 月（1 年間） 

現
行 

①東京港―(ﾄﾗｯｸ)→葛西←(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[工場] 
②坂戸[工場]←(ﾄﾗｯｸ)→八街[倉庫] 
③大阪、愛知、八王子、神奈川―(ﾄﾗｯｸ)→東松山←(ﾄﾗｯｸ)→坂戸
[工場] 
④東京港―(ﾄﾗｯｸ)→東松山[倉庫]←(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[工場] 

輸送経路 

転
換
後 

①東京港―(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[物流拠点]←(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[工場] 
②坂戸[工場]←(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[物流拠点]←(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[工場] 
③大阪、愛知、東京、神奈川―(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[物流拠点]←(ﾄﾗｯｸ)→
坂戸[工場] 
④東京港―(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[物流拠点]←(ﾄﾗｯｸ)→坂戸[工場] 

貨物 
品
目 

①菓子原材料 
②④菓子 
③包装材料 

貨
物
量

117,863 トン 

CO2 排出
量 

現
行 

991.8 
t-CO2/年 

転
換
後

648.5 
t-CO2/年 

削
減
量

343.4 
t-CO2/年 

削
減
率 

34.6％ 

 

 

(2)トラックから鉄道、船舶へのモーダルシフト 

物流事業者の場合の試算例では、輸送区間 500km、年間 7000 トンの 10 トン

トラックによる輸送を鉄道輸送に転換する場合、CO2 削減率は 74.0％になる。 

精密機器と空コンを合わせて年間 744 トンを伊丹から郡山までトラック輸送していた貨

物を鉄道輸送に転換した「久米電気㈱精密機器鉄道活用実証実験」では、以下に示す

とおり 86.9％の削減率になる。甘木から横浜までトラック輸送していたインテリア家具を

RORO 船利用に転換した「福岡→関東間 RORO 船利用によるモーダルシフト実証実験」

では、CO2 削減率は 70.6％になる。 
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表 II-45 久米電気㈱精密機器鉄道活用実証実験例 

実験名称 久米電気㈱精密機器鉄道活用実証実験 

実験概要 ・長距離トラック輸送を鉄道利用に転換 

申請者 
荷
主
等 

久米電気㈱ 
物
流

センコー㈱ 
日本貨物鉄道㈱関西支社 

実験期間 H17 年 7 月～H18 年 6 月（1 年間） 
現
行 

伊丹―(ﾄﾗｯｸ)→郡山 

輸送経路 転
換
後 

伊丹―(ﾄﾗｯｸ)→大阪貨物タ―(鉄道)→郡山タ―(ﾄﾗｯｸ)→郡山 

貨物 
品
目 

郡山行き：精密機器 
伊丹行き：空回送 

貨
物
量

744 トン 

CO2 排出
量 

現
行 

202.7 
t-CO2/年 

転
換
後

26.6 
t-CO2/年 

削
減
量

176.1 
t-CO2/年 

削
減
率 

86.9％ 

 

表 II-46 福岡→関東間 RORO 船利用によるモーダルシフト実証実験例 

実験名称 福岡→関東間RORO船利用によるモーダルシフト実証実験 

実験概要 
・長距離トラック輸送を RORO 船利用に転換 
・端末輸送を 10ｔ車から 20ｔトレーラーに転換 

申請者 
荷
主
等 

ナガノインテリア㈱ 
物
流

内田運輸㈱甘木営業所 
商船三井フェリー㈱博多支店 

実験期間 H16 年 10 月～H17 年 9 月（1 年間） 
現
行 

甘木―(ﾄﾗｯｸ)→横浜 

輸送経路 転
換
後 

甘木―(ﾄﾚｰﾗｰ)→博多港―(RORO 船)→東京港―(ﾄﾗｯｸ)→横浜 

貨物 
品
目 

インテリア家具 貨
物
量

900 トン 

CO2 排出
量 

現
行 

175.6 
t-CO2/年 

転
換
後

51.6 
t-CO2/年 

削
減
量

124.0 
t-CO2/年 

削
減
率 

70.6％ 

 

 

(3)エコドライブ 

（社）全日本トラック協会の「省エネ運転マニュアル」によると、省エネ運転

による燃料節減効果は以に示すとおりである。これは、ドライバーに省エネ運転

方法を指導した結果得られた削減効果である。この燃料節減率の平均値である

12.4％を維持するには、ドライバーに対して日常的に指導しなければ維持できな

いので、エコドライブによる燃料削減効果の最大値であると考えられる。 
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表 II-47 省エネ運転による燃料節減効果 

車 種 
車両総重量 
（kg） 

最大積載量 
（kg） 

燃料節減率 
（％） 

中型車 6,050～7,980 1,750～4,100 13.4 
大型・超大型車 19,910～24,995 8,900～14,600 11.4 

平均値 12.4 
出典）（社）全日本トラック協会『省エネ運転マニュアル』 

 

 

(4)低公害車の導入 

「数字で見る自動車（日本自動車会議所）」によると、生産段階等の発生を除

く自動車単体からの発生に基づいて、ディーゼル車を 100 とした場合の低公害

車の CO2 排出量は以下のとおりである。 
低公害車導入の目標値は、低公害車の導入台数（導入率）或いは燃料使用量の

削減率で設定する。 
 

表 II-48 ディーゼル車を１００とした場合の低公害車のＣＯ２排出量 

車  種 燃料消費量 

ディーゼル車 １００ 
メタノール自動車 １００ 
天然ガス自動車 ８０ 
電気自動車 ０ 
ハイブリッド自動車 ８０ 

出典）日本自動車会議所『数字で見る自動車』 
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参考）取組別目標値から事業所の取組全体の目標値への集約 

 

削減計画の策定に当たり、まず事業所の現状の物流実態を把握、評価し、実施可能

な個別対策を検討する。検討結果に基づき CO2 削減を図るための輸送効率化策や低公

害車の導入等の取組別に目標値を設定し、個別対策の CO2 削減量を合算した削減量が

事業所全体の削減目標値になる。 
 

 

・トラックから海運・鉄道に○○トンキロ分をシフト      ⇒  排出量○○トン削減 

・トラックの大型化により幹線輸送○○トンキロ分を削減  ⇒      ○○トン削減 

・幹線の共同化により○○トンキロ分を削減         ⇒      ○○トン削減 

・       ・・・                               ⇒      ○○トン削減 

                                   合計      ○○トン削減 

 

 

 

 

 

図 II-33 対策全体の取組効果の目標値設定例 

 

 

 

事業所全体の取組による削減目標値 
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III編 物流拠点でのＣＯ２排出量の算定 

1． 物流拠点での企業全体の CO2 排出量の算定 
1.1 実績評価方法 
1.1.1 算定手法と按分方法 

(1)算定式 

物流センター、倉庫、工場の荷捌き場、店舗の荷捌き場等の物流拠点における、

保管、包装、荷役、流通加工等の活動により発生する CO2 排出量を対象とする。標

準手法として、電気使用量と燃料使用量から CO2 排出量を算定する。 
 

電気購入量
(kWh)

CO2排出量
(kg-CO2)

燃料購入量
（㍑）

期初の燃料在庫量
（㍑）

期末の燃料在庫量
（㍑）

＋ －

電気使用量
(kWh)

×＝
CO2排出係数
(kg-CO2/kWh)

燃料使用量
(㍑)

×＝
CO2排出係数
(kg-CO2/㍑)

*データ収集・作成については、Ⅲ-6頁参照

 
CO2 排出係数 

No. 燃料・電気の種類 単位 ①単位発熱量
②排出係数
(kgC/MJ)

③CO2 排出係数 
(①×②) 

1 ガソリン ㍑  34.6 MJ/㍑ 0.0183 0.633 kgCO2/㍑  

2 軽油 ㍑  38.2 MJ/㍑ 0.0187 0.672 kgCO2/㍑  

3 A 重油 ㍑  39.1 MJ/㍑ 0.0189 0.714 kgCO2/㍑  

7 都市ガス Nm3 41.1 MJ/Nm3 0.0138 0.567 kgCO2/Nm3

8 電気 kWh －  MJ/kWh －  0.555 kgCO2/kWh

注：排出係数は毎年変化するため最新のデータを利用する。 
出典）地球温暖化対策推進法施行令・省令より作成 

 

 

図 III-1 物流拠点におけるＣＯ２排出量算定式 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』

より作成 
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(2)把握対象範囲 

物流拠点には、物流センターや荷捌き場のような短時間で荷物が通過していく通

過型物流拠点（トランスファーセンター）や流通加工を含む物流センター、長期の

保管を目的とした倉庫の 2 種類に分けた時、倉庫については CO2 排出量が保管期間

に大きく左右されるが、保管期間は荷主の意向による部分が大きいため荷主も把握

対象とすべきである。通過型物流拠点（トランスファーセンター）や物流センター

も把握対象とするのが望ましいが、荷主が非常に多数ある場合があること、特に特

積み輸送では拠点での取り扱い方法に荷主はあまり関与できないことから荷主側で

は把握対象外とすることもやむをえないと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１：長期は 24 時間以上、短期は 24 時間未満 

注２：○は必須、△は推奨（可能な場合） 

図 III-2 荷主にとっての物流拠点の把握対象範囲 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2004 年度環境調和型ロジスティクス第 2 回委員会資料』 

 
 

(3)各種按分方法とその適用方法 

物流拠点の場合にも複数の荷主が共同で利用することがあり、この場合には輸送

と同様按分が必要となる。 
物流拠点での CO2 排出量の按分方法としては、荷主別の面積、容積、物流量、料

金に着目した方法がありうる。これらの按分方法とその適用方法をまとめると表 
III-1 表 III-1 のようになる。 

保管期間 長期 

短期 

倉庫 

算定対象 理由

トランスファー
センター 

実例 

○ 

△ 

荷主の意向の影響大 

荷主の関与度合い小 
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表 III-1 物流拠点からのＣＯ２排出量の按分方法と適用方法  

按分方法 対応する排出源 適用可能な対象 

面積按分 照明・空調 
面積契約を行っている又は１棟単位で利用

している場合の倉庫 

物流量按分 

動力（コンベヤ、

フォークリフト

等） 

上記以外の倉庫 

通過型物流拠点（トランスファーセンター）

流通加工を含む物流センター 

容積按分 冷凍冷蔵庫 

（建物の天井高さはフロアによってもあま

り変わらないため、面積按分とほぼ同じにな

るケースが多い） 

料金按分 
なし 

（簡易法） 
上記の按分方法が難しい場合 

注 1：面 積･･･荷主の荷物の荷役や保管に利用する荷捌き場・倉庫の面積等 
物流量･･･荷主の荷物の物流量（トン、m3） 
容 積･･･荷主の荷物の保管に利用する倉庫の容積 

注 2：網掛けは、主に利用が想定される手法 

 
出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2004 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』 

 
 

1.1.2 按分方法別の算定方法 

物流事業者が自らの物流拠点における CO2 排出量を算定する場合には、所有あるい

は賃貸により使用している物流拠点で電気使用量及び燃料使用量から算定することと

なる。一方、物流事業者でも事務所や社宅等物流拠点以外の施設が含まれた電気使用

量しかわからない場合、複数の荷主が利用する物流拠点分を荷主が算定する場合には、

按分が必要となる。 

以下、按分方法別に算定方法を示した後、共通に必要となる電気使用量及び燃料使

用量の把握方法を示す。 

 

(1)面積按分 

面積契約を行っている又は１棟単位で利用している場合の営業倉庫に対しては、

面積按分で算定するのが妥当である。照明や空調設備での電気使用量は面積に比例

していると考えられるため、これらが中心の場合には特に適している。 
面積按分に当たっては、実際にその面積を使用していた期間も考慮する必要があ

る。このため、例えば月間の荷主別 CO2排出量を算定する場合には、図 III-3 図 III-3
のような算定式となる。 

なお、物流事業者が再保管を行っている場合には、再保管先から電気・燃料使用

量又は CO2 排出量を入手し、あわせて荷主に報告する。 
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CO2排出量
(kg-CO2)

全体の面積
（m2）

電気使用量
(kWh)

×＝
CO

2
排出係数

(kg-CO2/kWh)

燃料使用量
(㍑)

×＝
CO2排出係数
(kg-CO2/㍑)

×
按分比率

×
按分比率

荷主Aの面積
（m2）

1ヶ月の日数
（日）

荷主Aの利用日数
（日）

×

※1ヶ月単位での算定を想定
 

図 III-3 面積按分による物流拠点からのＣＯ２排出量算定式 

 
なお、この方法は事務所や社宅等物流拠点以外の施設が含まれた電気使用量しか

わからない物流事業者が、物流拠点分を算定する場合にも用いることができる。 
 

(2)物流量（重量）按分 

面積按分が難しい営業倉庫、通過型物流拠点（トランスファーセンター）や流通加

工を含む物流センターの場合、荷物の量に応じて按分することが考えられる。動力（コ

ンベヤ、フォークリフト等）によるエネルギー使用量が大きい場合、機器による仕事量

は荷物の重量によって決まることから、適している。 
営業倉庫の場合、荷物により保管期間がまちまちであり按分の際には考慮する必

要がある。 
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CO2排出量
(kg-CO2)

全体の重量
（トン）

電気使用量
(kWh)

×＝
CO

2
排出係数

(kg-CO2/kWh)

燃料使用量
(㍑)

×＝
CO

2
排出係数

(kg-CO2/㍑)

×
按分比率

×
按分比率

荷主Aの重量
（トン）

1ヶ月の日数
（日）

荷主Aの利用日数
（日）

×

※1ヶ月単位での算定を想定
 

図 III-4 物流量(重量)按分による物流拠点(営業倉庫)からのＣＯ２排出量算定式 

 
通過型物流拠点（トランスファーセンター）や流通加工を含む物流センターの場合、

荷物の滞在時間は短く、計測不可能であるため単純に一定期間内の物流量（重量）で按

分する。 
 

CO2排出量
(kg-CO2)

全体の重量
（トン）

電気使用量
(kWh)

×＝
CO

2
排出係数

(kg-CO2/kWh)

燃料使用量
(㍑)

×＝
CO2排出係数
(kg-CO2/㍑)

×
按分比率

×
按分比率

荷主Aの重量
（トン）

※1ヶ月単位での算定を想定
 

注：通過型物流拠点（トランスファーセンター）、流通加工を含む物流センターの場合 

図 III-5 物流量(重量)按分による物流拠点(トランスファーセンター等)からの 

ＣＯ２排出量算定式 
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(3)容積按分 

冷凍冷蔵倉庫等で 1 段ごとに利用区分を設けている場合等、立体的な利用区分となっ

ている場合、容積按分も適用できる。容積の単位としては、m3 の他、ブロック数等も

利用できる。 
ただし、建物の天井高さはフロアによってもあまり変わらないため、面積按分とほぼ

同じになるケースが多い。 
 

CO2排出量
(kg-CO2)

電気使用量
(kWh)

×＝
CO

2
排出係数

(kg-CO2/kWh)

燃料使用量
(㍑)

×＝
CO2排出係数
(kg-CO2/㍑)

×
按分比率

×
按分比率

荷主Aの容積
（m3 、ブロック数）

※1ヶ月単位での算定を想定

全体の容積
（m3 、ブロック数）

 

図 III-6 容積按分による物流拠点からのＣＯ２排出量算定式 

 
(4)料金按分 

上記のいずれも難しい場合、簡易法として荷主別料金で按分する。ただし、この

方法の場合、料金は様々な要素で決まっており CO2 排出量を正しく反映していない

可能性がある。 
 

(5)データ把握方法 

1)電気使用量 

伝票に記載された各月の電気使用量、または自ら検針等して測定した電気使用

量を集計する。複数の電気事業者を利用している場合は、電気事業者ごとに集計

する。 
荷主の場合には、物流事業者から按分された燃料使用量又は CO2 排出量の報

告を受ける。 
 

2)燃料使用量 

購入伝票等に基づいて燃料購入量を集計するとともに、期初と期末に在庫量を

自ら実測して把握する。 
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荷主の場合には、物流事業者から按分された燃料使用量又は CO2 排出量の報

告を受ける。 
 

1.1.3 環境効率化指標の設定方法 

物流拠点活動における環境効率化指標としては、ロジスティクス活動の規模と組み

合わせた CO2 排出量／延床面積と、経営指標と組み合わせた CO2 排出量／売上高、

CO2 排出量／生産量等が考えられる。これらは目的に応じて利用するのが望ましいた

め、環境効率化指標とその利用方法を表 III-2 表 III-2 に示す。 

 

表 III-2 物流拠点活動における各種環境効率化指標とその利用方法 

環境効率化 

指標 
利用方法 想定される利用者 備考 

CO2 排出量／

売上高 

物流拠点での環境負

荷の経済的効率性（環

境と経済のバランス）

を評価 

荷主及び物流事業

者 

事業活動内容によって

値は大きく異なる。 

CO2 排出量／

物流費 

物流活動の環境面で

の効率性を評価 
荷主 

物流費の定義が一様で

ないため、比較には注意

が必要 

CO2 排出量／

出荷額 

物流拠点での環境負

荷の経済的効率性（環

境と経済のバランス）

を評価 

荷主（製造業） 

商品によって価格と重

量・容積の関係には大き

な開きがある。 

CO2 排出量／

生産量 

供給体制の環境負荷

の経済的効率性（出荷

単位、工場配置の適切

さ等）を評価 

荷主（製造業） 
商品の特性（密度や輸送

条件）に影響を受ける。

CO2 排出量／

延床面積 

物流拠点でのエネル

ギー利用の効率性を

評価 

倉庫業等拠点活動

を主とするもの 

倉庫の場合、温度条件に

より異なるため単純な

比較は難しい。 

注 1：指標としてすべて逆数を取ることも可能 

注 2：CO2 排出量／延床面積以外の指標は CO2 排出量を輸送と合算して評価することも可能 

 
出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2004 年度環境調和型ロジスティクス調査報告書』 
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1.2 計画策定時の目標設定方法 
目標の設定方法にはトップダウンによる方法とボトムアップによる方法とがあるが、

ボトムアップによる方法の場合には事前の排出量の推計が必要となる。以下、排出量

の推計を行う場合の目標の設定方法を示す。 

 

1.2.1 推計時の算定手法の適用方法 

排出量の推計時には、実績評価時に入手できる各種の実績データ（電気使用量等）

を利用することができない。このため、実績評価時の算定手法である電気使用量と

燃料使用量を直接把握する方法を用いることはできない。このため、実績データを

用いて何らかの推定をすることが必要となる。推定の方法としては、各種の物流拠

点からの CO2 排出量に最も影響のある排出源に関わる指標を用いて排出原単位を

作成し、それを基に算定することが考えられる。 
具体的には、以下のようになる。 

 

表 III-3 物流拠点からのＣＯ２排出量の推定方法  

推定方法 排出原単位 対応する排出源 

利用面積・日×排出原単位 
CO2 排出量(kg)／ 

利用面積・日(m2・日)
照明・空調 

物流量×排出原単位 
CO2 排出量(kg)／ 

物流量(t) 

動力（コンベヤ、

フォークリフト

等） 

容積×排出原単位 
CO2 排出量(kg)／ 

容積(m3) 
冷凍冷蔵庫 

料金×排出原単位 
CO2 排出量(kg)／ 

利用料金(円) 

なし 

（簡易法） 

注 1：面 積･･･荷主の荷物の荷役や保管に利用する荷捌き場・倉庫の面積等 
物流量･･･荷主の荷物の物流量（トン・m3） 
容 積･･･荷主の荷物の保管に利用する倉庫の容積 

注 2：網掛けは、主に利用が想定される手法 
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1.2.2 目標設定手順 

目標設定手順は輸送の場合と同様、図 II-19 図 II-19 のようなステップとなると

考えられる。 
 

目標の対象とする範囲の設定

（原則実績算定範囲と同じ）

目標の基準年の設定

（削減率を目標とする場合は必須）

目標種類の決定

（絶対値／削減率／原単位）

目標対象年の設定

（特定年／複数年）

目標値の設定

目標設定方法の決定

（トップダウン／ボトムアップ）

 

 

図 II-19 目標設定手順図 II-19 目標設定手順（再掲） 

 
 

1.2.3 目標値の設定方法 

以下、物流拠点活動からの CO2 排出量目標値の設定方法を示す。なお、目標値は

絶対値の他に、削減率及び原単位となっている場合があるが、いずれも絶対値から

容易に算出できるため、ここでは絶対値（総排出量）目標の設定方法を中心に示す。 
 

燃料使用量は実績としては把握できるが、事前に計画値を直接推計することは難

しいため、排出原単位を仮定して輸配送計画や在庫計画等から推計することとなる。 
 

例えば、物流拠点として倉庫を想定すると、荷主の場合には、配送先別の出荷量

（配送量）を事業活動計画から推計することができる。また、輸配送計画や在庫計

画から倉庫の利用量を推計することができる。CO2 排出原単位は物流事業者から利

用面積・日と CO2 排出量の実績値を得れば計算できる。このため、取組目標を踏ま

えて設定したこれらの数値から目標をとなる燃料使用量を推計し、目標値としての

CO2 排出量を設定することができると考えられる（図 III-7 図 III-7）。 
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利用面積・日（実績）

（m2・日）

CO2排出量（目標）

（t）

CO2排出量（実績）

（kg）

CO2排出原単位

（kg/m2・日）

※いずれも、目標となる数値を利用する

出荷量・配送量

（トン）

輸配送計画

在庫計画 等

物流事業者から入手（または過去の実績から荷主が仮定）

荷主が計画して設定

利用面積・日（目標）

（m2・日）

燃料使用量（実績）

（l）

 

図 III-7 倉庫における削減計画の目標値設定方法例（荷主の場合） 

 
また、物流事業者の場合には、発生する物流量は事前に把握できないが、発生し

た物流量に応じた利用面積・日や CO2 排出原単位は把握できるため、荷主から物流

量に関する情報を得るか過去の実績から取組目標を踏まえて推計することにより、

目標値としての CO2 排出量を設定することができると考えられる（図  III-8 図 
III-8）。 
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利用面積・日（実績）

（m2・日）

CO2排出量（目標）

（t）

CO2排出量（実績）

（kg）

CO2排出原単位

（kg/m2・日）

※いずれも、目標となる数値を利用する

出荷量・配送量

（トン）

輸配送計画

在庫計画 等

稼動面積・日（目標）

（m2・日）

燃料使用量（実績）

（l）

物流事業者が計画して設定

荷主から入手（または過去の実績から物流事業者が仮定）

 

図 III-8 倉庫における削減計画の目標値設定方法例（物流事業者の場合） 
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1.2.4 目標となる各種指標の設定方法 

実績評価の際には、CO2 排出量そのもので評価する方法に加え、環境効率化指標

を評価する方法があるが、目標としてはこれらに加え各指標の削減率を設定するこ

ともできる。 
以下に、目標となる各種指標の設定方法とその利用方法を示す。 

 

表 III-4 目標となる各種指標とその利用方法（物流拠点） 

指標の種類 利用方法 想定される利用者 備考 

絶
対
値

CO2 排出量 
全体としての環境負

荷の程度を評価 
荷主及び物流事業者  

CO2 排出量

／売上高 

物流拠点での環境負

荷の経済的効率性（環

境と経済のバランス）

を評価 

荷主及び物流事業者

事業活動内容によっ

て値は大きく異な

る。 

CO2 排出量

／物流費 

物流活動の環境面で

の効率性を評価 
荷主 

物流費の定義が一様

でないため、比較に

は注意が必要 

CO2 排出量

／出荷額 

物流拠点での環境負

荷の経済的効率性（環

境と経済のバランス）

を評価 

荷主（製造業） 

商品によって価格と

重量・容積の関係に

は大きな開きがあ

る。 

CO2 排出量

／生産量 

供給体制の環境負荷

の経済的効率性（出荷

単位、工場配置の適切

さ等）を評価 

荷主（製造業） 

商品の特性（密度や

輸送条件）に影響を

受ける。 

環
境
効
率
化
指
標 

CO2 排出量

／延床面積 

物流拠点でのエネル

ギー利用の効率性を

評価 

倉庫業等拠点活動を

主とするもの 

倉庫の場合、温度条

件により異なるため

単純な比較は難し

い。 

上記の削減率 
各種指標の改善度合

いを評価 
荷主及び物流事業者 

一定期間にわたり継

続的に評価できる。 

注：指標としてすべて逆数を取ることも可能 
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2． 物流拠点での削減取組による CO2 削減量の算定 

2.1 実績評価方法 
ここでは、物流拠点における代表的な取組を中心に、その削減効果の算定手法を示

す。以下の図には各種取組と CO2 排出量算定式との関係を示している。これにより、

各種取組が算定式のいずれの要素に効果を及ぼしているかが分かる。 
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2.1.1 取組別算定式 

(1)算定手法と按分方法 

ここでは、物流拠点における取組による CO2 削減量の算定式を示す。 
 

使用面積 面積当たり
電気使用量×

物流量 物流量当たり
電気使用量×

電気使用量 CO
2
排出係数CO

2
排出量
(kg)

×＝

使用面積に影響する取組の実施による
CO2排出削減量を算定する

① 使用面積に影響する取組の実施による
CO2排出削減量を算定する

①

面積当たり電気使用量に影響する取組の
実施によるCO

2
排出削減量を算定する

② 面積当たり電気使用量に影響する取組の
実施によるCO

2
排出削減量を算定する

②

物流量当たり電気使用量に影響する取組
の実施によるCO2排出削減量を算定する

④ 物流量当たり電気使用量に影響する取組
の実施によるCO2排出削減量を算定する

④

電気使用量に影響する取組の実施による
CO2排出削減量を算定する

③ 電気使用量に影響する取組の実施による
CO2排出削減量を算定する

③

物流量に影響する取組の実施によるCO2

排出削減量を算定する
⑤ 物流量に影響する取組の実施によるCO2

排出削減量を算定する
⑤

 

 

※上記以外に使用エネルギーの転換（例：ガソリン→電力）も考えられる。 

図 III-10 物流拠点における取組による削減量算定式 

 
上図右側に示した取組の分類毎に CO2 排出削減量の算定式を示す。 
物流量補正係数の考え方は II 編 II 編に示した通りである。 

 

1)使用面積に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 
取組前の使用面積×物流量補正係数 

電気使用削減量 ＝ 取組後の電気使用量×（
取組後の使用面積 

－1）

CO2 排出削減量 ＝ 電気使用削減量×CO2 排出係数 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 
・ユニットロード（サイズ）を考慮して、製品を開発している。(22) 
・物流拠点を他社と共同で利用している。(46) 
・荷役・保管・流通加工作業を平準化している。(107) 
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2)面積当たり電気使用量に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 
取組前の面積あたり電気使用量 

電気使用削減量 ＝ 取組後の電気使用量×（
取組後の面積あたり電気使用量 

－1） 

CO2 排出削減量 ＝ 電気使用削減量×CO2 排出係数 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・省エネ型、低公害型の包装用機器を導入している。(66) 
・省エネ型物流機器、低公害型物流機器を導入している。(91) 
・空調や照明に省エネ機器を導入している。(104) 

 

3)電気使用量に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 

電気使用削減量 ＝ 取組前の電気使用量 × 物流量補正係数 －取組後の電気使用量 

CO2 排出削減量 ＝ 電気使用削減量 × CO2 排出係数 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・ユニットロード（サイズ）を考慮して、製品を開発している。(22) 
・物流拠点を他社と共同で利用している。(46) 
・省エネ型、低公害型の包装用機器を導入している。(66) 

 

4)物流量当たり電気使用量に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 
取組前の物流量あたり電気使用量 

電気使用削減量 ＝ 取組後の電気使用量×（
取組後の物流量あたり電気使用量 

－1）

CO2 排出削減量 ＝ 電気使用削減量×CO2 排出係数 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 

・物流拠点を他社と共同で利用している。(46) 
・省エネ型物流機器、低公害型物流機器を導入している。(91) 
・空調や照明に省エネ機器を導入している。(104) 

 

5)物流量に影響する取組の削減効果を算定する場合 

◆算定式 

電気使用削減量 ＝（取組前の物流量×物流量補正係数－取組後の物流量） 

 ×取組後の物流量当たり電気使用量

CO2 排出削減量 ＝ 電気使用削減量 × CO2 排出係数 

◆対応する取組例 （）内はチェック項目の ID 番号 
・ユニットロード（サイズ）を考慮して、製品を開発している。(22) 

出典）経済産業省・(社)日本ロジスティクスシステム協会『2003 年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』 

 
6)フォークリフトにおけるエネルギー種類の転換（ガソリン→電気） 

◆算定式 

CO2 排出削減量 ＝ {(取組前の燃料使用量 × 物流量補正係数 × 取組前使用した燃料の CO2

排出係数)－(取組後の電気使用量×電気の CO2 排出係数)) 
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2.1.2 削減量の按分について 

I 編 3.3I 編 3.3 に示したように、削減取組に対応した削減効果については、自ら

関与した取組に対応する削減効果のみを算定することを標準とする。 
また、複数荷主が共同で利用している物流拠点の場合、削減効果のうち自らの荷

物に関するものを按分して求める必要がある。按分手法については、CO2 排出量算

定の場合と同様に下記が挙げられる。 
 

表 III-3 表 III-3 物流拠点からのＣＯ２排出量の按分方法と適用方法（再掲）  

按分方法 対応する排出源 適用可能な対象 

面積按分 照明・空調 
面積契約を行っている又は１棟単位で利用

している場合の倉庫 

物流量按分 

動力（コンベヤ、

フォークリフト

等） 

上記以外の倉庫 

通過型物流拠点（トランスファーセンター）

流通加工を含む物流センター 

容積按分 冷凍冷蔵庫 

（建物の天井高さはフロアによってもあま

り変わらないため、面積按分とほぼ同じにな

るケースが多い） 

料金按分 
なし 

（簡易法） 
上記の按分方法が難しい場合 

注 1：面 積･･･荷主の荷物の荷役や保管に利用する荷捌き場・倉庫の面積等 
物流量･･･荷主の荷物の物流量（トン・m3） 
容 積･･･荷主の荷物の保管に利用する倉庫の容積 

注 2：網掛けは、主に利用が想定される手法 

 
 

2.1.3 削減量の算定におけるデータ把握方法 

削減量算定の場合にも 1.1.2に示した要領でデータ把握が必要になると考えられる。

必要なデータとしては、電気使用量及び按分計算に必要な面積、物流量、容積、料金

等のデータが挙げられる。 
 
 
2.2 計画算定時の目標設定方法 
2.2.1 取組別削減目標の設定方法 

目標設定を行う削減対策を選定するにあたっては、第Ⅱ編と同様に下記のようなプ

ロセスによる検討を行うことが考えられる。 

 

① CO2 排出量等の調査と評価分析 

② 削減対策の個別検討 

③ 削減対策の選定 

 



 III-18

表 III-5 削減対策検討のステップ  

検討ステップ 検討内容 

CO2 排出量等の調査と評価

分析 

企業の物流拠点における燃料消費（自家輸送/委託分）

の実態を把握する。 

削減対策の個別検討 実施可能な対策の抽出を行い、その実施可能性につい

て、費用対効果等の観点から検討を行う。 

削減対策の選定 上記検討結果に基づき、削減目標を立てて実施すべき

対策を選定する。 

 
 
2.2.2 目標設定方法 

(1)実施方法と目標値 

上記検討ステップを経て選定された削減対策について、その具体的な実施計画を策

定する。 
 
・ 実施計画における記載項目（例） 
・ 対策の実施対象、実施期間 
・ 対策実施による削減目標（総量/原単位） 
・ 得られる CO2 削減効果 
・ 対策実施に必要なコスト 
・ 費用対効果 等 
 
省エネ/CO2 削減の目標値については、既存の導入事例あるいは試験的実施により

得られた実績値をベースに適切な値を設定する必要がある。 
 

(2)データ入手方法 

試験的な実施データ等が存在する場合には、削減量算定方法の内容に準じ、デー

タを取得する。 
実績データがない場合には、他の導入事例を活用する。 
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IV編 課題と今後の展開 

本ガイドラインは現時点での各種の成果をもとに現状における標準的算定手法を示

しているが、今後実際に活用する事業者等の意見を踏まえた検討を進め、より精度の

高く経済的にも合理的な算定手法となるよう見直していくことが求められる。 

ここでは、現時点で考えられる課題と今後の展開について示す。 

 

(1)算定対象範囲 

本ガイドラインでは、物流の方法を規定しておりデータの把握や削減対策を講じ

る能力があるという観点から荷主の算定対象範囲を原則として物流コストの負担範

囲としている。一方、平成 18 年 4 月より施行される改正省エネ法（エネルギー使

用の合理化に関する法律）では、荷物の所有権を基準として荷主の算定対象範囲を

設定している。この二つの間では、物流業者の手配やコスト支払を行う仲介業者等

で扱いが異なってくると考えられるが、事業者の混乱を招かないようコスト負担範

囲と荷物の所有権とで範囲が異なる場合の対処方法や自主的取組を推進する上での

法規制範囲を超えた把握のあり方についてさらに検討を進める必要がある。 
特に、小売業等では物流コストを負担せず、荷物の所有権も移転しないが、物流

方法をコントロールしている場合がある。このような場合、物流における環境負荷

削減のための方策を小売業者等が講ずることもできると考えられるため、このよう

な場合の着荷主としての取組のあり方やそれに応じた算定対象範囲の設定方法につ

いても検討すべきである。 
 

(2)新たな算定手法・原単位等の収集 

本ガイドラインで示す地域間マトリックス法は現在もデータの収集中であり、今

後原単位を整備し利用できるようにする予定である。また、(社)日本ガス協会では

CNG 車を利用した場合の燃費や改良トンキロ法原単位の作成を進めている。 
このように新たな算定手法や原単位の整備が今後とも徐々に進むことが想定され

るため、これらの手法や原単位が完成した際には本ガイドラインに取り込んでいく

のが望ましい。 
 

(3)他の輸送モードへの展開 

本ガイドラインは輸送モードを限定しておらず、記載がトラックに準じた形にな

っていても船舶や鉄道等に読み替えることで利用できる。しかし、改良トンキロ法

における標準原単位はトラック用でしか用意されていないことや、船舶や鉄道等に

固有の問題については特に触れていないため、他の輸送モードの算定方法の整備は

十分に進んでいない。このような背景から平成 17 年度環境調和型ロジスティクス

調査では以下のような提案がなされている。 
・ 船舶については、まず船種別原単位の作成が急務である。輸送資材種類別原

単位も整備するのが望ましい。 
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・ 鉄道については、まずエネルギー消費量の把握精度を高め現行の原単位の精

緻化が望まれる。その次に輸送資材種類別原単位を整備するのが望ましい。 
 
また、モーダルシフトを実施した場合にはモードの転換（結節点）で港湾や船舶

での荷役等が発生するためそれに伴う CO2 排出量もあわせて把握し、全体を一体的

に見ることができるようにするのが望ましい。一方、(社)日本旅客船協会ではカー

フェリーの原単位の整備を進めている。このため、標準原単位等の充実や各モード

固有の問題への対処方法等も含めてさらに検討を進める必要がある。 
 

(4)各算定手法の位置づけと精度の検証 

本ガイドラインでは現在考えられている算定手法をもとに各手法の位置づけを行

った。 
算定手法やデータの取り方を組み合わせれば多数の算定手法が取りうるがそれぞ

れについてどの程度の精度になるのか実際の物流活動に適用して具体的な数値を検

証する必要がある。特に、地域間マトリックス法については今後標準 CO2 排出原単

位表を作成する予定であるため、その精度や有効性を今後検証していく必要がある。

またどの程度の精度を確保すべきか、ある一定レベルの精度を確保するためにはど

のような方法を採用すべきかについての指針を得ることが重要である。 
 

(5)実現可能性の検証 

本ガイドラインでは現状では困難なものの本来あるべき手法も今後を見据えて掲

載している。しかし、現状でもある程度の実施可能性を確保することが今後の普及

を考えると重要である。経済産業省及び国土交通省では、実現可能性をデータ把握

可能性等の面から調査しているが、実際に本ガイドラインで示した手法をどの程度

の詳細度でどの程度の精度で適用可能なのかについてはさらに検証が必要である。 
 

(6)標準原単位等の更新・管理 

本ガイドラインの内容は、常に最新の知見を取り入れ更新していくことが必要で

ある。特に、時代とともに本ガイドラインに記載されているような標準的な CO2 排

出原単位等の係数は変化するため、常に最新の値を算出するとともに普及していく

よう、これらの係数を維持管理する体制を明確にすることが求められる。 
なお、改良トンキロ法の CO2 排出原単位は自動車輸送統計のデータから作成して

いるが、現在自動車輸送統計の見直しの検討が行われている。このため、今後統計

の見直しを行う際には、原単位の更新が可能となるよう見直すべきである。 
 

(7)削減対策の評価方法の標準化 

今回のガイドラインでは、具体的評価方法については既存の評価方法を例示する

に留まっている。しかし、グリーン物流パートナーシップ会議では補助事業に対し

て本ガイドラインの適用を進めており、今後削減対策における削減効果をより正確

に評価できることが求められる。このため、削減対策の事例を充実させ、算定式を



 IV-3

標準化していくことが望ましいと考えられる。 
 

(8)標準化（普及）の推進 

本ガイドラインは多くの企業に普及し、標準として認知されて始めて十分な効果

を発揮するものである。このため、現在動きつつある各種のチャネル（経済産業省

及び国土交通省によるグリーン物流パートナーシップ会議、(社)日本ロジスティク

スシステム協会が開催するロジスティクス環境会議、経団連自主行動計画等）を通

じて宣伝・普及を図る必要がある。また、事業者の意見のフィードバックを行い、

内容を改善することが望ましい。 
 

(9)技術的解決策の検討 

本ガイドラインで示した燃料法と燃費法は精度が高いものの荷主別按分が必要と

なり、荷主別按分に必要なデータを把握するのが難点である。しかし、輸送計画シ

ステム等の情報システムや、デジタルタコグラフ等の車載機器を活用することによ

り、より詳細な車両ごと荷物ごとのデータが把握可能になり、荷主別按分も可能と

なることが期待される。 
このため、現在導入されつつある技術により本ガイドラインで必要となる事項が

どれだけ容易に実現できるのか検討するとともに、技術的な解決策の支援方策等も

あわせて検討する必要も考えられる。 
なお、平成 18 年度には国土交通省で自動車分野の CO2 排出量評価プログラムの

検討を開始する予定である。この検討動向も注視しつつ本ガイドラインとの連携を

図ることが重要である。 
 

(10)システムにおける標準化の検討 

荷主がより精度良くデータを把握しようと考えた場合、物流事業者からデータを

入手することが必要となる。一方荷主からも重量データについては物流事業者に提

供することが必要となる。この際、荷主ごと、物流事業者ごとにデータ授受の方法

が異なった場合、データの授受が非常に煩雑となり算定が困難となる。また、紙で

データの受け渡しをする方法だけでは膨大なデータの取扱いは困難である。 
このため、現実的な解決策として、物流事業者と荷主がともにシステムを整備し、

それを連携することにより必要なデータの交換をしていくことが求められると考え

られる。それを容易にするため、荷主コードや重量・燃料使用量データのフォーマ

ット等データの標準化等を検討する必要がある。 
 

(11)法制度との連携 

平成 18 年 4 月から施行される省エネ法の改正により運送事業者、荷主双方が一

定規模の物流活動を行っていた場合に規制対象となり、計画と定期の報告が義務付

けられることとなった。 
同制度では既に本ガイドラインで示す一部の算定手法を活用しているが、本ガイ

ドラインの利用者の中にも同制度により報告義務が生じる企業が多数いることから
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今後とも本ガイドラインにおいて更新された内容を法制度にも適宜取り入れ、自主

的取組と法制度に基づく取組の双方の連携を進めていくことが求められる。 
 

(12)自主的取組での活用 

現在、産業界では業界レベルの自主行動計画を策定し、地球温暖化対策のための

自主的取組を推進している。今後は物流分野での取組も拡大する方向であるため、

今後業界単位での自主的取組に本ガイドラインの考え方を取り入れ、より幅広い取

組につなげていくことが期待される。 
また、個別企業としてもグリーン物流パートナーシップ会議等の場を利用して自

主的な取組を推進していくことが期待される。 
 

(13)国際的展開 

現在、温室効果ガス排出量の算定手法については各種の方法が検討されており、

ISO 化を含めた標準化の活動も行われている。しかし、物流分野での荷主の排出量

をどのように算定するのかについて具体的な算定手法を標準化した事例はない。ま

た、グローバル展開を行う企業にとっては国際物流の比率が高い企業もあり、国内

に留まらず輸出入や海外での物流も含めて把握したいというニーズがある。この場

合、算定手法が標準化されていれば全世界で一体的に把握することが可能となり、

世界全体での取組の推進に寄与する。逆に国外で新たに異なる算定方法が要求され

ることとなると企業としては対応が難しくなる危険性もある。 
このため、我が国からの提案としてまず本ガイドラインの考え方や手法を国際的

に発信し、諸外国との対話により認知度を高める必要がある。また、ISO や GHG
プロトコル等の国際動向を整理して有効な国際展開方策を引き続き検討する必要が

ある。 
 



 

 
 

付録１ 環境調和型ロジスティクス取組状況

のチェックリスト 
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記入日 所属 氏名

記入例
環境調和型ロジスティクス方策（チェック項目） 環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 評価

製造業 卸売業 小売業 物流事業者 その他 実施中 今後実施 検討中 実施しない 該当しない わからない の算定 記入欄

方針 1.1 全社的な取り組み ①環境意識の向上 1 企業の環境方針の中に、ロジスティクス分野に関する方針・目標を策定している。 ◎ ○ ○ ○ ◎ ■ □ □ □ □ □ □ ステークホルダーに対する社会的責任（ＣＳＲ）を果たすために、
環境意識を向上させているか。

A

記入欄
環境調和型ロジスティクス方策（チェック項目） 環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 評価

製造業 卸売業 小売業 物流事業者 その他 実施中 今後実施 検討中 実施しない 該当しない わからない の算定 記入欄

1 企業の環境方針の中に、ロジスティクス分野に関する方針・目標を策定している。 ◎ ○ ○ ○ ◎ □ □ □ □ □ □

2 環境委員会や環境部門で、ロジスティクス分野における方針・活動が検討されている。 ◎ ○ ◎ ● ◎ □ □ □ □ □ □

3 海外拠点を含めて、ロジスティクス分野における環境対策を実施している。 □ □ □ □ □ □

4 ロジスティクス分野における環境に対する取り組みを環境報告書や環境レポート等に記載している。 ● △ ● △ - □ □ □ □ □ □

5 社員へ環境に関連した啓発活動(人材育成）を行っている。 ◎ ○ ○ ○ ◎ □ □ □ □ □ □

6 ロジスティクス分野において、法令遵守（各種リサイクル法、過積載輸送の防止など）している。 ◎ ○ ◎ ○ ◎ □ □ □ □ □ □

7 ロジスティクス分野において、環境会計を取り入れている。 ○ △ △ △ ◎ □ □ □ □ □ □

8 事務所や物流拠点で、ＩＳＯ14000sを取得している。 ◎ ○ △ ● ◎ □ □ □ □ □ □

9 物流拠点でゼロエミッション活動を実施している。 □ □ □ □ □ □

10 エコアクション21（環境省）を使用あるいは参考にしている。 □ □ □ □ □ □

11 グリーン経営推進マニュアル（トラック運送事業者、倉庫・港運関係事業、内航海運業）を使用あるいは参考にしている。 □ □ □ □ □ □

12 ロジスティクス分野の環境パフォーマンスを算定している。 □ □ □ □ □ □

13 ロジスティクス分野の環境パフォーマンスを経営指標として取り入れている。 □ □ □ □ □ □

14 ロジスティクス分野のLCAや、環境統合化指標を導入している。 □ □ □ □ □ □

15 取引先、グループ企業、業界団体（自主行動計画など）と共同で取り組んでいる □ □ □ □ □ □

16 環境に配慮している企業を取引先として選定している（インセンティブを与えている）。 ○ ○ ● ○ ○ □ □ □ □ □ □

17 物流拠点の周辺住民と共に、環境負荷の軽減に向けた取り組みを実施している。 □ □ □ □ □ □

①強度の変更
20 包装資材の削減を考慮して、製品を開発（製品強度を高めるなど）している。 ○ - - - - □ □ □ □ □ □ □

包装資材使用量を削減するために、製品の強度を見直している
か。

21 輸送効率や包装資材の削減を考慮して、製品を開発している。 ◎ - - - - □ □ □ □ □ □ □

22 ユニットロード（サイズ）を考慮して、製品を開発している。 ○ - - - - □ □ □ □ □ □ □

③重量の変更 23 製品や製品個装（びん、チューブなど）を軽量化している。 ○ - - - - □ □ □ □ □ □ □ 物流効率を高めるために、荷物の重量を見直しているか。

④材質の変更 24 再使用・再利用可能な素材を用いた製品の開発に努め、廃棄物発生による静脈物流量を抑制している。 ○ - - - ◎ □ □ □ □ □ □ □ 廃棄物を減らすために、製品の材質を見直しているか。

26 取引先と調整し、取引基準を設定（取引単位を物流単位と整合化するなど）している。 ○ ○ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

27 取引先にインセンティブを提供して、輸送単位を大きくするように誘導している。 △ △ - - - □ □ □ □ □ □ □

28 取引先と調整し、配送頻度、納品回数の削減や、リードタイムの見直し（延長）を実施している。 ○ △ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

29 取引先と調整し、輸送量のピーク期間を移動させることにより平準化している。 △ △ ○ △ - □ □ □ □ □ □ □

30 輸送を平準化するために、ジャストインタイムを行っている。 △ △ ● ● - □ □ □ □ □ □ □

31 入出荷時間を定刻化し、貨物車の待機時間を短縮している。 ○ ○ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

32 返品物流費を有償化し、返品物流を削減している。 △ △ ○ - - □ □ □ □ □ □ □

33 返品に関わる条件を文書化し、返品物流を削減している。 △ △ ○ - - □ □ □ □ □ □ □

34 返品が少ない場合は、歩引きを行い、返品物流を削減している。 △ △ - - - □ □ □ □ □ □ □

35 環境負荷を考慮に入れて、物流拠点を配置している。 ○ ◎ ◎ ○ - □ □ □ □ □ □ □

37 拠点を増設して、自動車を使用せずに台車により集配している。 □ □ □ □ □ □ □

38 輸送に鉄道を利用している。 ○ - - ○ - □ □ □ □ □ □ □

39 輸送に船舶（フェリーを含む）を利用している。 ○ - - ○ - □ □ □ □ □ □ □

①情報化の推進 40 需要予測の精度を向上させ、無駄な生産、在庫、輸送を削減している。 □ □ □ □ □ □ □ 情報技術を有効に使って、無駄な在庫、輸送を削減している

41 標準物流ＥＤＩ（ＪＴＲＮなど）を利用し、配送伝票を電子化している。 △ ○ ○ △ - □ □ □ □ □ □ □

42 標準輸送ラベル（STARラベルなど）を使用している。 △ - △ △ - □ □ □ □ □ □ □

43 ユニットロードシステムを導入している。 △ - - ○ - □ □ □ □ □ □ □

44 包装用機器、輸送用機器、荷役用機器、保管用機器の標準化を行っている。 ○ ○ - ○ - □ □ □ □ □ □ □

①共同輸配送の
実施 45 他企業と積み合わせ輸送を実施している。 ○ ○ △ ○ - □ □ □ □ □ □ □

輸配送回数の削減や積載率を高めるために、共同輸配送を
行っているか。

②保管施設の共
同化 46 物流拠点を他社と共同で利用している。 △ ○ △ ● - □ □ □ □ □ □ □

保管効率を高めるために、他企業と共同で保管を行っている
か。

業種別取組状況(2002調査結果)

物流効率を高めるために、荷物の容積を見直しているか。

チェック欄

ステークホルダーに対する社会的責任を果たすために、環境意
識を向上させているか。

業種別取組状況(2002調査結果) チェック欄

異なる企業間での物流効率を高めるために、標準サイズのパ
レット等を使っているか。

輸配送距離を短縮するために、物流拠点の立地を見直している
か。

単位物量あたりの排気ガス発生量を低減するために、鉄道や船
を利用しているか。

異なる企業間での物流効率を高めるために、ＪＴＲＮ等の標準Ｅ
ＤＩを使っているか。

①ロットの適正化

②容積の変更

輸配送回数を減らしたり積載率を高めるために、輸配送ロットを
見直しているか。

輸配送回数を減らしたり物流量を平準化するために、輸配送頻
度や時間指定を見直しているか。

物流量を減らすために、返品や回収を見直しているか。

1.2 環境に配慮し
た製品開発・生産
体制

1.6 共同化

②データコンテン
ツの標準化

③スペック・サイズ
の標準化

②頻度・時間の適
正化

③返品・回収の適
正化

①立地戦略

②モーダルシフト
の推進

1.1 全社的な取
り組み

①環境意識の
向上

方
針

1.3 商取引の適正
化

1.4 ネットワーク設
計

1.5 情報化・標準
化

【評価基準】
　A．積極的に取り組んでいる　  B．さらに取り組みが必要
　C．取り組んでいない　　　　　　D．該当しない

【２００２年度調査結果】　回答企業数：318社
　◎：80％以上の企業が実施している方策　　○：50％以上の企業が実施している方策
　●：今後実施企業が増えると思われる方策　△：実施している企業が少ない方策
　－：対象外とする企業が多い方策　　無印：2002年度調査対象外の方策（新規で追加した方策）

出典）経済産業省・（社）日本ロジスティクスシステム協会『2003年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』より抜粋
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記入日 所属 氏名

記入例
環境調和型ロジスティクス方策（チェック項目） 環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 評価

製造業 卸売業 小売業 物流事業者 その他 実施中 今後実施 検討中 実施しない 該当しない わからない の算定 記入欄

方針 1.1 全社的な取り組み ①環境意識の向上 1 企業の環境方針の中に、ロジスティクス分野に関する方針・目標を策定している。 ◎ ○ ○ ○ ◎ ■ □ □ □ □ □ □ ステークホルダーに対する社会的責任（ＣＳＲ）を果たすために、
環境意識を向上させているか。

A

記入欄
環境調和型ロジスティクス方策（チェック項目） 環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 評価

製造業 卸売業 小売業 物流事業者 その他 実施中 今後実施 検討中 実施しない 該当しない わからない の算定 記入欄

業種別取組状況(2002調査結果) チェック欄

業種別取組状況(2002調査結果) チェック欄

【評価基準】
　A．積極的に取り組んでいる　  B．さらに取り組みが必要
　C．取り組んでいない　　　　　　D．該当しない

【２００２年度調査結果】　回答企業数：318社
　◎：80％以上の企業が実施している方策　　○：50％以上の企業が実施している方策
　●：今後実施企業が増えると思われる方策　△：実施している企業が少ない方策
　－：対象外とする企業が多い方策　　無印：2002年度調査対象外の方策（新規で追加した方策）

2.1 包装の見直し ④低公害機器の
導入 66 省エネ型、低公害型の包装用機器を導入している。 △ - - - - □ □ □ □ □ □ □

包装過程で発生する環境負荷を低減するために、低公害型の
機器を使っているか。

68 輸送量に応じた適正車種を選択するため、毎日輸送量をチェックして輸送計画に反映させている。 ◎ ○ ○ ◎ ○ □ □ □ □ □ □ □

69 交通混雑を避けるために早朝・夜間・休日配送を行っている。 △ ○ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

70 毎日の輸送計画に基づいて最適輸送ルートを選択している。 ○ △ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

71 輸送先、輸送量に応じて拠点経由と直送を使い分け、全体で輸送距離を短縮している。 ◎ ○ ○ ◎ - □ □ □ □ □ □ □

72 事前通知により、受取側の不在時の走行を削減している。 □ □ □ □ □ □ □

74 輸送・取引単位が小ロットの場合は混載を利用している。 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ □ □ □ □ □ □ □

75 他店舗配送品を混載し、巡回配送により積載率を高めている。 ◎ ◎ ○ ◎ - □ □ □ □ □ □ □

76 納入先からの回収物を納品車の帰り便で回収している。 ◎ ◎ ◎ ◎ - □ □ □ □ □ □ □

77 トラックの大型化・トレーラ化により、便数を削減している。 ○ - △ ○ - □ □ □ □ □ □ □

78 効率的な輸送のために、荷姿を変更している。 □ □ □ □ □ □ □

③整備・点検・安
全管理 79 車両の整備・点検を行っている。 ◎ ○ ◎ ◎ - □ □ □ □ □ □ □

良好なエネルギー効率を維持するために、車両の整備・点検を
行っているか。

81 アイドリングストップ（キー抜きロープ、パトロール、啓発活動）を実施している。 ◎ ○ ○ ◎ - □ □ □ □ □ □ □

85 エンジンブレーキを多用している。 □ □ □ □ □ □ □

86 低公害車・クリーンエネルギー自動車等を導入している。 - - ● ● - □ □ □ □ □ □ □

89 エンジンを停止時も冷凍機能が停止しない冷凍車を使用している。 □ □ □ □ □ □ □

91 省エネ型物流機器、低公害型物流機器を導入している。 ○ △ ● ○ - □ □ □ □ □ □ □

94 機器の整備・点検を行っている。 ◎ ◎ ◎ ◎ - □ □ □ □ □ □ □

95 物流量の変動を考慮して、倉庫レイアウトを変更している。 ○ ○ ● ○ - □ □ □ □ □ □ □

96 入荷と出荷の車両が混雑・交錯しないような設計を行っている。 ○ ○ ○ ◎ ◎ □ □ □ □ □ □ □

97 作業動線を考慮して庫内レイアウトを設計している。 ○ ◎ ◎ ◎ - □ □ □ □ □ □ □

99 環境を配慮して、人的荷役と機械荷役（自動化を含む）を使い分けている。 ○ ○ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

103 積みおろしに伴う待ち時間のアイドリングを防止するため、ドライバー控室を設置している。 ○ ○ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

104 空調や照明に省エネ機器を導入している。 ○ ○ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

105 ポストパレット（パレットサポータなど）の利用により、保管効率を向上している。 ○ ○ ○ ○ - □ □ □ □ □ □ □

106 入庫量、出庫量、保管量を安定化している。 ○ ○ ● ○ - □ □ □ □ □ □ □

107 荷役・保管・流通加工作業を平準化している。 △ ○ ○ ● - □ □ □ □ □ □ □

貨物車の台数を削減するために、積載率の向上に努めている
か。

無駄な燃料消費量を削減するために、運転の仕方を見直してい
るか。

単位物量あたりの排気ガス発生量を低減するために、低公害車
を利用しているか。

燃料消費量を削減するために、輸配送計画（配車、時間、ルート
等）を見直しているか。

物流拠点内でのエネルギー効率を向上させるために、施設整
備・運用を工夫しているか。

荷役や保管作業のムリ・ムラをなくすために、物流量の平準化を
図っているか。

2.2 輸配送の見直
し

④エコドライブ

⑤低公害車両の
導入

②積載率の向上

2.3 荷役・保管・流
通加工の見直し

①機器導入・運用
の工夫

活
動

③物量の平準化

②施設設計・レイ
アウト

①輸配送計画の
見直し

出典）経済産業省・（社）日本ロジスティクスシステム協会『2003年度環境調和型ロジスティクス推進マニュアル』より抜粋



 

 
 

付録２ 省エネ法判断基準 

（荷主・貨物輸送事業者） 

 



1 

○  経済産業省 
   国土交通省      告示第四号 
 
 エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第五十九条第

一項の規定に基づき、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合

理化に関する荷主の判断の基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。 
  平成十八年三月二十九日 

経済産業大臣 二階 俊博 
国土交通大臣 北側 一雄 

   貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷

主の判断の基準 
Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準 
 荷主は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、次に掲げる諸基準を遵守することを通

じ、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送（以下「貨物の輸送」という。）に係るエネル

ギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るものとする。 
 １ 取組方針の作成とその効果等の把握 
  ⑴ 取組の枠組み 
   ① 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の取組方針を定める。 
   ② 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に関す

る取組、当該取組による効果等をより正確に把握する。また、エネルギーの使用

の実態等の把握方法について定期的な確認を行い、エネルギーの使用の実態等の

より適正な把握に努める。 
  ⑵ 取組体制の整備 
   ① 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し、責任者を設置する。 
   ② 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し、社内研修を行うための体

制を整備する。 
 ２ エネルギーの使用の合理化に資する輸送方法の選択 
  ⑴ モーダルシフト 
    貨物の適性を踏まえ、鉄道及び船舶の活用を推進することにより、輸送量当たり

の貨物の輸送に係るエネルギーの使用量を削減する。 
  ⑵ サードパーティーロジスティクスの活用 
    サードパーティーロジスティクス（荷主に代わって、最も効率的な貨物の輸送に

係る戦略の企画立案、貨物の輸送に係るシステムの構築の提案等を行い、高度な貨

物の輸送に係るサービスを提供することをいう。）の効果的な活用を図る。 
 ３ 輸送効率向上のための措置 
  ⑴ 積載率の向上 
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   ① 特に貨物の輸送単位が小さい場合には、貨物輸送事業者に対し積み合わせ輸送

を実施するよう発注し、又は混載便を利用する。 
   ② 貨物輸送事業者に対し、輸送量に応じた適正車種を選択するよう発注する。 
  ⑵ 貨物の輸送距離の短縮 
   ① 貨物の輸送先及び輸送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分ける。また、

ルートごとの標準的な貨物の輸送手段を定める等により、貨物輸送事業者に対し、

貨物の輸送距離の全体を短縮するよう発注する。 
   ② 車両の大型化及びトレーラー化並びに船舶の大型化その他の手段により、貨物

輸送事業者に対し、便数を削減するよう発注する。 
  ⑶ 自営転換の推進 
    自営転換（自家用貨物自動車から輸送効率のよい事業用貨物自動車への輸送の転

換を図ることをいう。）を推進する。 
  ⑷ 燃費の向上 
    出庫時間の調整等により道路混雑時の貨物の輸送を見直し、貨物の輸送の円滑化

を図る。 
 ４ 貨物輸送事業者及び着荷主との連携 
   ① 着荷主と調整し、取引単位の大規模化等により、貨物の輸送頻度、納品回数の

削減及びリードタイムの見直しを実施する。特に、計画性及び必然性のない多頻

度少量輸送及びジャスト・イン・タイム（曜日及び時間指定）の貨物の輸送の見

直しを行う。 
   ② 貨物の輸送時間及び貨物の輸送の発注時間の決定方法を定め、緊急な貨物の輸

送を回避するよう計画的な貨物の輸送を行う。 
 ５ 製造業における環境に配慮した製品開発の実施 
   ① 商品及びその荷姿の標準化により積み合わせ輸送の容易化を図る。 
   ② 輸送効率を考慮し、製品及びその包装資材の軽量化又は小型化を図る。 
 
Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 
  荷主は、上記Ⅰに掲げる諸基準を遵守するとともに、貨物の輸送の実態等も勘案しつ

つ、エネルギー消費原単位（貨物の輸送に係るエネルギーの使用量を、貨物輸送事業者

に輸送させる貨物の輸送量（これに相当する金額を含む。）その他の貨物の輸送に係るエ

ネルギーの使用量と密接な関係をもつ値で除して得た値をいう。以下同じ。）を、荷主ご

とに中長期的にみて年平均１パーセント以上低減させることを目標として、技術的かつ

経済的に可能な範囲内で諸目標及び措置の実現に努めるものとする。 
  また、荷主は、将来に向けて、これらの措置を最大限より効果的に講じることを目指

して、中長期的視点に立った計画的な取組に努めなければならない。 
 １ 取組方針の作成及びその効果等の把握 
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  ⑴ 目標の設定 
   ① 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を進める上での中長期的な目標と

して妥当なエネルギー消費原単位の考え方等を検討し、既に実施している対策を

踏まえた目標を設定する。 
   ② 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に関す

る取組、当該取組による効果等を踏まえて目標や方針を再検討し、さらに効果的

な取組を行う。 
  ⑵ 環境管理システムの導入 
    ＩＳＯ１４００１で求められるような環境管理システム（取組マニュアルの整備

を含む。）を導入する。 
 ２ 関連インフラの整備 
  ⑴ 物流拠点等の整備 
   ① 物流施設及び物流拠点について、機械化及び自動化並びに施設間の適正配置及

び集約化並びに荷受け並びに仕分け等の業務の効率化に配慮しつつ、それらを整

備する。 
   ② 交通流の円滑化のために、路上駐停車を防止するとともに、事業者、地方公共

団体等と協力して、荷捌き場、駐停車場所、運転手控え室及び進入出路を整備す

る。 
  ⑵ 標準化及び情報化の推進 
   ① 国内物流ＥＤＩ（電子データ交換）標準、出荷・輸送・受荷一貫ラベル、ＲＦ

ＩＤ（無線自動識別）、ネットワーク技術等を利用し、検品、荷役、保管等の簡略

化を図る。 
   ② 一貫パレチゼーション（パレットの規格を統一し、パレットに積み付けた貨物

の荷姿を崩すことなく、発送から到着の荷卸しまで一貫して移動を完結させるこ

とをいう。）を中心としたユニットロードシステム化（貨物をある単位にまとめた

上で、できるだけその単位を崩さず輸送することをいう。）等を推進し、荷役の簡

略化を図る。 
   ③ 帰り荷の確保に資する求貨求車システムを活用する。 
   ④ ＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）等のシステムを活用しつつ、積載効率

の向上、効率的な輸送ルートの選択等に資するシステムを開発及び導入する。 
 ３ 貨物輸送事業者及び着荷主等との連携 
  ⑴ 連携体制の構築 
   ① 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する措置について、荷主及び

貨物輸送事業者その他の関係者の連携を深めるための定例的な懇談会の設置、貨

物の輸送の効率化のための検討会の設置、貨物の輸送に関する情報交換の実施等

により、関係者の連携及び協議体制の構築を図る。また、これらの機会（グリー
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ン物流パートナーシップ会議も含む。）が設けられた場合には積極的に参画する。 
   ② 事業者団体を中心として、関連業界としての相互理解、啓発等に自主的に取り

組む。 
  ⑵ 商取引の適正化 
   ① 返品に関わる条件（返品に係る貨物の輸送費等をいう。）の書面による透明化等

の工夫を行うことにより、返品に係る貨物の輸送を削減する。 
   ② 貨物の輸送効率を向上させるため、着荷主に対し発注の計画化及び平準化を要

請する。 
  ⑶ 貨物の輸送効率の向上に向けた協力 
   ① 貨物輸送事業者と調整し、輸送量のピーク期間を移動させてその平準化を図る

ことにより、貨物の輸送効率を向上させる。 
   ② 貨物輸送事業者の従業員に対する教育、研修等の実施に協力して、エコドライ

ブ（無用なアイドリングをしないこと（アイドリングストップ）、無用な空ぶかし

をしないこと、急発進及び急加速をしないこと、交通の状況に応じた安全な定速

走行に努めること、早めに一段上のギアにシフトアップすること、予知運転によ

り停止及び発進回数を抑制すること、減速時にはエンジンブレーキを活用するこ

と、確実な車両の点検及び整備を実施すること並びに過度のエアコンの使用を抑

制することを通じて、環境に配慮した自動車の運転を行うことをいう。）を推進す

る。 
   ③ 貨物輸送事業者によるマニュアルの作成及びその従業員に対する教育、研修等

の実施を通じた車両等の整備及び点検（車両におけるエアクリーナーの清掃及び

交換並びにエンジンオイルの適正な選択及び交換並びにタイヤ空気圧の適正化並

びに船舶における船底清掃等をいう。）の徹底を要請する。 
   ④ エコドライブ支援機器（デジタルタコグラフ等をいう。）の導入に協力する。 
   ⑤ 低燃費車、クリーンエネルギー自動車等の導入に協力する。 
   ⑥ 他の荷主との共同輸配送を実施する。 
   ⑦ 納品車の帰り便で納入先からの回収物を回収するよう発注する等により、貨物

輸送事業者の帰り荷の確保に協力する。 
  ⑷ 貨物輸送事業者の活用における配慮 
    環境に配慮している貨物輸送事業者（ＩＳＯ１４００１、グリーン経営認証の取

得した貨物輸送事業者をいう。）を選定する。 
 ４ 製造業における環境に配慮した製品開発及び生産体制整備 
  ⑴ 製品開発 
   製品使用後の廃棄物、リサイクル資源等の貨物の輸送をあらかじめ考慮した製品開

発を行う。 
  ⑵ 生産体制 
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   ① 貨物の輸送に併せて出庫時間を調整できる生産体制を構築する。 
   ② 生産工程における障害、遅延、調整、変更等計画どおりの出庫を阻害する要因

についてより早く正確な情報を貨物輸送事業者に提供し、貨物輸送事業者がそれ

に対応できるようにするとともに、当該阻害要因の排除、それが発生した場合の

影響の低減措置等を講じる。 
   ③ 工場に近い場所から部品等を調達し、貨物の輸送距離を削減する。 
 ５ その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 
  ⑴ 着荷主としての取組推進 
   ① 調達する貨物を自らの貨物として取り扱う場合には、貨物の輸送に係るエネル

ギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に関する取組、当該取組による効

果等を把握する。 
   ② 荷主に協力し、計画性及び必然性のない多頻度少量輸送及びジャスト・イン・

タイムの貨物の輸送の見直しを行う。 
  ⑵ 国際的な貨物の輸送における取組の推進 
    国内から海外へ若しくは海外から国内へ又は海外での貨物の輸送に関し、貨物の

輸送に係るエネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に関する取組、当

該取組による効果等を把握する。 
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○  経済産業省 
   国土交通省      告示第七号 

 
 エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第五十二条第

一項の規定に基づき、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業

者の判断の基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。  
  平成十八年三月三十一日 

経済産業大臣 二階 俊博 
国土交通大臣 北側 一雄 

 
貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準 

 貨物輸送事業者は、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、きめ細かいエネルギー管理を

徹底し、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るととも

に、エネルギーの使用に係る原単位を貨物輸送事業者ごとに中長期的にみて年平均１パー

セント以上低減させることを目標とし、次に掲げる事項の実施に努める。 
 
１ 取組方針の作成及び効果等の把握 
   会社、営業所等のエネルギーの使用の合理化に対する取組に係る方針を定め、適宜、

その見直しを実施すること。 
   会社、営業所等においてエネルギーの使用の合理化に係る目標値を定め、定期的に

当該取組の効果の測定を行うことによりエネルギーの使用の合理化の状況を把握し、

適宜、当該取組の見直しを実施すること。 
   会社、営業所等におけるエネルギーの使用の合理化に対する取組の責任者及び推進

体制を明確にすること。 
   エネルギーの使用の合理化を図る重要性等についての従業員教育を実施すること。 
２ エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用 
   鉄道 
  ＶＶＶＦインバーター制御車両（可変電圧可変周波数インバーターにより制御される

車両をいう。）、高効率内燃機関等の導入を通じて、エネルギーの使用効率の劣る車両

から効率の優れた省エネルギー型車両への代替を促進すること。 
   トラック 
  ① ハイブリッド車、天然ガス自動車、トップランナー燃費基準達成車、アイドリン

グストップ装置装着車等の低燃費車等を導入すること。 
  ② 蓄熱式暖房マット、蓄冷式ベッドルームクーラー、エアヒーター、スタンバイ装

置（原動機の停止時に車両外から電源を供給するための装置をいう。）等のエネルギ

ーの使用効率の優れた機械器具を導入すること。 
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   船舶 
  ① スーパーエコシップその他の低燃費船舶を導入すること。 
  ② 低燃費ディーゼル機関、排ガスエコノマイザー（主機関の排気管に熱交換器を設

置し、その排ガスの廃熱を利用するものをいう。）、二重反転プロペラ（プロペラ単

独効率を改善するために逆ピッチのプロペラを前後に配置し、それぞれ逆回転をさ

せるものをいう。）、自動負荷制御装置付可変ピッチプロペラ（翼角を任意に変節し

てピッチを変えることにより主機関の最も効率的な回転数で運航させることができ

るプロペラで、船舶の推進効率を向上させることができるものをいう。）、プロペラ

ボス取付翼（プロペラの後流に発生する渦を整流することにより前進エネルギーに

変換することができるプロペラ中央部（ボス）に取り付ける小型のフィンをいう。）、

低抵抗舵（通常の舵と比較して発生する水の抵抗を低減することができる構造を有

する舵をいう。）、インバーター制御電動機器（インバータ制御が可能な電動式ポン

プ等の電動機器をいう。）等のエネルギーの使用効率の優れた機械器具を導入するこ

と。 
   航空機 
  ① エネルギーの使用効率の優れた航空機を導入すること。 
  ② 新航空管制支援システム（ＣＮＳ／ＡＴＭ）を活用した広域航法（ＲＮＡＶ）運

航の拡大に対応した装備品等のエネルギーの使用効率の優れた輸送用機械器具を導

入すること。 
３ 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦 
   鉄道 
  惰行運転の活用に努めること、不要時には動力機関を停止させること等を通じて、エ

ネルギーの使用の合理化に資する運転を行うこと。  
   トラック 
  ① 次に掲げる措置等を講じて、エコドライブ（無用なアイドリングをしないこと（ア

イドリングストップ）、無用な空ぶかしをしないこと、急発進及び急加速をしないこ

と、交通の状況に応じた安全な定速走行に努めること、早めに一段上のギアにシフ

トアップすること、予知運転により停止及び発進回数を抑制すること、減速時には

エンジンブレーキを活用すること、確実な車両の点検及び整備を実施すること並び

に過度のエアコンの使用を抑制することを通じて、環境に配慮した自動車の運転を

行うことをいう。以下同じ。）を推進すること。 
   ア エコドライブについて運転者への周知を行うこと。 
   イ 会社内にエコドライブに係る管理責任者を設置すること、マニュアルを作成す

ること等を通じて、エコドライブの推進体制を整備すること。 
   ウ エコドライブの普及を目的とした講習会等に運転者及び当該管理責任者を参加

させることを通じて、エコドライブについての教育を実施すること。 
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   エ デジタル式運行記録計の活用等により運転者別、車種別等のエネルギーの使用

の管理を行うこと。 
  ② 次に掲げる措置等を講じて、効率的な輸送経路による運行を行うこと。  
   ア 事前にエネルギーの使用に関して効率的な輸送経路を選択し、それを運転者に

周知すること。 
   イ 全地球測位システム（ＧＰＳ）等を活用した情報通信機器等の導入により、事

業者がトラックの車両位置を把握するとともに、道路交通情報等を踏まえた運転

者への指示等を行うことができるようにすること。 
   ウ 道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）等の情報端末の導入を通じて、運転者

が渋滞情報等を容易に把握できるようにすること。 
  ③ 冷凍貨物等を輸送する車両については、貨物の適切な温度管理を行うこと。 
   船舶 
  ① 次に掲げる措置等を講じて、エネルギーの使用の合理化に資する運航を行うこと。 
   ア エネルギーの使用の合理化に資する運航について船員への周知及び教育を実施

すること。 
   イ 会社内にエネルギーの使用の合理化に資する運航に係る管理責任者を設置する

こと、組織体制を整えること等を通じて、エネルギーの使用の合理化に資する運

航の推進体制を整備すること。 
   ウ 運航支援システム、サイドスラスター（船体に設けた貫通トンネル内にプロペ

ラを設置することにより船体に横推進力を与えるものをいう。）等のエネルギーの

使用の合理化に資する運航のための機器を導入すること。 
   エ 入港時刻等に合わせた経済速力航行（エネルギーの使用効率が良い速力による

航行をいう。）を実施すること。 
   オ 船舶ごとにエネルギーの使用の管理を行うこと。 
   カ 船内冷暖房の適正な温度管理等により船内におけるエネルギーの使用の合理化

を行うこと。 
   キ トリム（船体の縦方向の傾きをいう。）調整のためのバラスト水の積載量を少な

くするために、最適な貨物の積み付けを行うこと。 
  ② 次に掲げる措置等を講じて、効率的な航海計画に基づく運航を行うこと。 
   ア 出港前に、海象及び気象を把握及び勘案してエネルギーの使用効率の優れた航

海計画を作成し、船員への周知を行うこと。 
   イ 運航中においては、潮流、海流及び風向を把握及び勘案して、エネルギーの使

用効率の優れた航法を選択するとともに、船員への周知を行うこと。 
  ③ 冷凍貨物等を輸送する船舶については、貨物の適切な温度管理を行うこと。 
   航空機 
  ① 次に掲げる措置等を講じて、エネルギーの使用の合理化に資する運航を行うこと。 
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   ア 新航空管制支援システム（ＣＮＳ／ＡＴＭ）を活用した広域航法（ＲＮＡＶ）

運航等の適用の拡大等を通じて、航法を改善した運航を行うこと。 
   イ 搭載物に改良を加え、エネルギーの使用効率の優れた運航を行うこと。 
   ウ 会社内にエネルギーの使用の合理化に資する運航に係る管理責任者を設置する

こと、組織体制を整えること等を通じて、エネルギーの使用の合理化について社

員への周知を行うこと。 
  ② 効率的な地上自走の実施、地上動力装置（ＧＰＵ）の優先使用、エンジン試運転

時間の短縮等を通じて、航空機を地上で運用する際のエネルギーの使用の合理化を

行うこと。  
４ 輸送能力の高い輸送用機械器具の使用 
   鉄道 
  貨物利用運送事業者等が保有している大型コンテナに対応した貨車及び大型荷役機械

を導入すること。 
   トラック 
  輸送量に応じたトラックの大型化及びトレーラー化を推進すること。 
   船舶 
  ① 輸送量に応じた船舶の大型化を推進すること。 
  ② 電気推進システムの導入等を通じて、貨物積載区域を増大すること。 
   航空機 
  輸送量に応じた最適な機材の選択を行うこと。 
５ 輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用 
   鉄道 
  ① 列車本数及び貨車数の設定等を通じて、輸送需要に的確に対応した輸送能力を確

保すること。 
  ② 輸送能力の効率的な活用及び平準化を行うこと。 
  ③ 帰り荷の確保を図ること。 
   トラック 
  ① 次に掲げる措置等を講じて、効率的な輸送による積載率の向上を図ること。 
   ア 輸送物品の重量、形状その他の特性を把握して、輸送用機械器具を効率的に活

用するための輸送単位の決定、配車割り等を行うこと。 
   イ 事業者がトラックの車両位置及び積載状況を把握することにより、輸送需要に

応じて、運転者に対し、積載率向上の指示等を行うことができるシステムを導入

すること。  
   ウ 営業用トラックについては、他の輸送事業者と連携することにより、共同輸配

送及び共同運行の実施、積み荷情報の共有化並びに輸送需要を的確に把握するこ

とによる積合せ輸送の推進を図ること。 
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  ② 営業用トラックについては、次に掲げる措置等を講じて、帰り荷の確保を図るこ

と。 
   ア 貨物の輸送需要を的確に把握すること。 
   イ 事業者がトラックの車両位置及び積載状況を把握することにより、輸送需要に

応じて、運転者に対し、帰り荷の確保の指示等を行うことができるシステムを導

入すること。 
   ウ 他の輸送事業者等と連携して積み荷情報を共有化すること。 
   船舶 
  ① 次に掲げる措置等を講じて、貨物の積載率の向上及び積載方法の適正化を図るこ

と。 
   ア 輸送物品の重量、形状その他の特性を把握して、輸送用機械器具を効率的に活

用するための輸送単位の決定等を行うこと。 
   イ 他の輸送事業者と連携して共同輸配送及び共同運航を実施すること。 
   ウ 他の輸送事業者と連携して積み荷情報を共有化すること。 
   エ 貨物の輸送需要を的確に把握することにより積合せ輸送を推進すること。 
  ② 次に掲げる措置等を講じて、帰り荷の確保を図ること。 
   ア 貨物の輸送需要を的確に把握すること。 
   イ 他の輸送事業者等と連携して積み荷情報を共有化すること。 
  ③ 回航時の距離を最小限にするような運航を行うこと。 
  ④ 回航時の減速その他のエネルギーの使用効率の優れた運航を実施すること。 
   航空機 
  ① 輸送物品の効率的な搭載により積載率の向上を図ること。 
  ② 回送運航（フェリーフライト）時の距離を縮減するための機材繰りを行うこと。 
６ その他エネルギーの使用の合理化に資する事項 
   鉄道 
  ① 荷主、他の輸送事業者その他の関係者との間で輸送状況に関する情報交換を実施

すること等により、エネルギーの使用の合理化に資する取組に係る関係者との連携

を強化すること。 
  ② 着発線荷役方式（Ｅ＆Ｓコンテナ荷役方式）等の効率的な荷役方式の活用を促進

すること。 
  ③ 次に掲げる措置等を講じて、鉄道の利用促進を図ること。  
   ア 高性能機関車、貨車の導入、インフラ整備等を通じてスピードアップ、輸送力

増強等を図ることにより、鉄道による貨物輸送の利用価値を高め、モーダルシフ

トを促進すること。 
   イ 鉄道による貨物輸送が環境負荷低減に資することについて周知を行うこと。 
  ④ 車両の適切な点検及び整備を行うこと。 
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   トラック 
  ① 荷主、他の輸送事業者その他の関係者との間で輸送状況に関する情報交換を実施

すること等により、エネルギーの使用の合理化に資する取組に係る関係者との連携

を強化すること。 
  ② 次に掲げる措置等を通じて、営業用トラックの利用促進のための環境醸成を図る

こと。 
   ア 自家用トラックを使用する貨物輸送事業者は、輸送効率の面で上回る営業用ト

ラックへの転換を促進するため、営業用トラックに転換可能な貨物の選別を行う

ことにより、営業用トラックの利用が促進される環境醸成を図ること。 
   イ 営業用トラックを使用する貨物輸送事業者は、自家用トラックと比べて、輸送

効率の面で上回る営業用トラックへの転換を促進するため、営業用トラックに転

換可能な貨物を選別し、かつ、自家用トラックを使用する貨物輸送事業者の営業

用トラックへの転換意向の把握を行うとともに、営業用トラックの利用価値を高

めること。 
  ③ 物流拠点の整備に当たっては、共同輸配送、積載率の向上等を通じて、貨物輸送

のエネルギーの使用の合理化に配慮すること。 
   船舶 
  ① 荷主、他の輸送事業者その他の関係者との間で輸送状況に関する情報交換を実施

すること等により、エネルギーの使用の合理化に資する取組に係る関係者との連携

を強化すること。 
  ② 荷主、他の輸送事業者その他の関係者との連携を強化し、モーダルシフトの検討

を行うとともに、必要に応じて船腹の整備を図ること。 
  ③ トラックと比べて輸送効率の面で上回る内航船舶への転換を促進するため、内航

海運に転換可能な貨物の選別及び動向把握を行うことにより、内航船舶の利用が促

進される環境醸成を図ること。 
  ④ 港湾運送事業者と連携することにより、荷役作業等の遅れによる出港遅れの防止

を図ること。 
  ⑤ 船底クリーニングその他の適切な船舶の点検及び整備を行うこと。 
   航空機 
  ① 関係輸送事業者その他の関係者との間で輸送状況に関する情報交換を実施するこ

と等により、エネルギーの使用の合理化に資する取組に係る関係者との連携を強化

すること。 
  ② 機体の適切な点検及び整備を行うこと。 
 


